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発刊 にあた って

本報告書 は、当財団の委託 により社団法人 日本 ミクロネ シア協会 ・オセアニ ア研

究所が調査研究 し、 ま とめたツヴ ァル信託基金 に関す る調査研究報告で ある。

ミクロネ シアやポ リネ シアの超 ミニ ・ステーツはア トール(さ ん ご礁 島)に 立地 し、

土地生産力が低 く国土 も極 めて狭小であるため人 口許容力が小さいこと及 び周辺消費

マーケ ッ トの不存在 によ り、 その経済 的自立 は将来 ともに極めて困難な状況にある。

ア トール型 の超 ミニ ・ステーツは、その経済的、社会的基盤の脆弱性のゆえ に開発型

の経済援助 は却 ってその経済、社会、文化 システムを崩壊 させ る危険性 を孕んでお り、

従来 とは異なる経済協力が求 め られ るところである。

ツヴ ァル信託基 金は、主 に2っ の点で注 目される。第一 は、超 ミニ ・ステーツに対

す る経済協力の新 方式 と しての意義であ り、第二 に、 同基金の信託制度その もののユ

ニー クさである。すなわち国際条約によ って創設された法人格を有す る信託基金が、

権利 ・義務の帰属主体 と して一個の国際組織を構成 し、 その機関 として理事会(受 託

者)が 同基金の財産を信託 と して保有 し、管理す るとい う構成を採用 していることと、

理事会(受 託者)を 中心 に機能分化が図 られてい ること等で ある。

1987年 に創設 され た同基金に対する評価について は、今 しば らく 「時」の経過が必

要であ るが、当財 団 として は本研究を継続 し、 これを土台に して更に応用的研究を進

める所存である。

最後 に、 ご多用中に もかかわ らず、委託先である社団法人 日本 ミクロネ シア協会

・オセアニア研究所において調査研究 に当た られ た関係各位並 びに本報告書を精力的

に とりまとめ られた スタッフ各位 に心か ら感謝 申 し上 げる次第で ある。

平成3年3月

財団法人 トラス ト60
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は じ め に

1987年 、太平洋の極小国家 ツヴ ァルの名を冠 した 「ツヴァル信託基 金」が創設 され

た。運用益で、不足す る国家財政を補 うとい うのが同基金の 目的であ り、基金提供国

はオース トラ リア、ニ ュージー ラン ド、イギ リスの3カ 国に加え、 日本、韓国 もわず

かなが らの拠 出国 と して名を連 ねて いる。

ツヴ ァル信託基金の 出現 は、一般 にはほとん ど知 られない出来事だ った。 しか し、

経済協力問題、国際開発の専 門家やODAの 実務担当者 らの間で は、 これ までにない

援助方式 と して強 い関心が寄せ られ、その動向が注 目されてい る。

そ もそ も、先進 国の途上国に対す る経済協力 は、1960年 代 の南北問題浮上 とともに

国際間における重要 なイシューとなったのが始 ま りであ る。 「国連開発の10年 」 とい

ったス ローガ ンの もとに、先進 国の援助競争が始 まるの もこの頃であ る。

しか し、西欧型国家発展を想定 した途上国援助の展開 は、結果 と して様 々な矛盾を

被援助 国の側に噴 出させ、 この間の援助は 「挫折の10年 」 といわれ るよ うになる。開

発援助 の成果は思 うにまかせず、かとい って現実 に援助を必要 とす る途上国を前 に、

南北問題 はますます国際関係の重大 なイ シュー とな ってゆ く。

こう した混迷か ら抜 け出そ うと、70年 代半ば に登場 して くるのが 「もう一つの発展」

とい う考 え方であ った。 これ は、開発の方向性 を西欧型の発展軌道にのみ求めるので

はな く、 それぞれ の国の歴史性、文化性に立脚 した発展形式 を重視 しなければな らな

いとする援助理念の見直 しであ る。 そ して、援助 され る側 の論理が意識 されなが ら、

試行錯誤の うちに援助額が増大 して ゆ くのが80年 代であ った。

しか しまた、DAC加 盟先進国の中で、順調 な経済発展を遂 げて きた日本や西 ドイ

ツはむ しろ例外 的存在で、援助国側の経済に陰 りが 出て くるの もこの時代の特徴だ っ

た といえるだろ う。援助理念の揺 ぎと援助疲れ現象が先進 国側 に蔓延 して くるのであ

る。

経済援助 とは、単純 に博愛思想に基づいて、持て る国か ら持 たざ る国へ と与え る も

のではな く、経済 や開発の問題に限定 される もので もな い。政治的、時には戦略的思

惑 まで も含めた総合 的国際関係を睨みなが ら、 よ り効率的、よ り効果 的な援助 を実施



しなければな らな いか らだ。それ ゆえ、普遍 性のある援助理念やその方法論が求 め ら

れ るので ある。

しか し、太平洋島峡諸国のよ うな ミニ途上 国は・被援助国の一般事例 として検討対

象 とされ るケースはほとん どない・人 口・国土 とも大 きな途上 国へ の援助方式がその

まま適用 され ることが通常で あった。 木 目細か い配慮 は援助国に とって は大 きな負担

となる。そ こで、援助政策実施者 に とって効率的な援助が実施 され・ それが被援助国

に とって非効率 な結果を招 くとい う現実が しば しば出現す ることにな る。

こうした反省 と模索の中で、 ミニ途上国な らではの視点に立 った新方式の援助 とし

て登場 して くるのが ツヴ ァル信託基金で あった。 この基金が ミニ ・ステーツへの福音

を もた らす モデル ケースにな り得 るか否か、関係者の注 目を集 めたの はその点である。

新 アイディアによる試みが太平洋 島嶋地域の発展に寄与す る普遍性 を有 しているの

か ど うかを評価す るには、 この基金の実態 と運用状況を把握 しなければな らない。 そ

れ には基金 について詳細かつ多面的 な検討 も必要 となる。同基金の全貌を解明す る目

的で本研究 に取 り組 んだの は以上の よ うな理 由であ る。

本論で は、主 と して次の4点 を調査 ・研究の視点 として立てて いる。

(D極 小国 にお ける基金方式援助の意義

② 基金需要国 ツヴァルの経済 ・社会事情

③ 信託基金の構造 と運用の仕組

(4)信 託基金の運用状況 と効果

日)では、太平洋 島娯地域 の特殊性 と信託基金 出現に至 る背景について論 じるととも

に、同基金 の本質的意義を引き出そ うと試 みたが、その目的 はほぼ達成 され たと考 え

てい る。

②で は、ツヴ ァル事情をデーターの分析 によ り解明 し、(1)の議論 を裏付 ける役 目を

果 してい る。

(3×4)では、 同基金 の内容分析 に踏み込み、新 しい援助の方法論 と してのね らいが達

成 され得 るのか否 かの検討を試みてい る。そ して、 ここで もほぼ(1)の議論 を支え る論

拠が導 き出 され ることにな った。



しか し、(4)の部分に若干 の問題 が残 されて いることを 自ら指摘 しておかねばな らな

い。本研究の中で はこの部分が相対的 に弱点 にな ってい る。 その理 由は明 らかで、本

基金 が設立 してか らまだ 日が浅 く、検討す るのに充分な デー ターが上 って いないか ら

であ る。 もちろん本論の考察で も基金効果の方 向性を示す成果 は得 られてお り、それ

が(1)論述の重要 な論拠 とな ってい る。 しか し、 さ らに確度の高い議論に して ゆ くため

に も、弱点部分の研究を継続 しなければな らないと考えてい る。

本文中で明 らか にされ るように、 ツヴァル信託基金 は未だ完成 されていない。 それ

ゆえ、本論 自体 も研究の完成を意味す るもので はな く、筆者 らは研究の第一段階であ

ると位置づけて いる。

なお、本論記述上の注意点を記 してお く。 まず、 ドル表示について はアメ リカ、 オ

ース トラ リアの両 ドルが混在 してい るが、前者 はUS$又 は米 ドル と表記 し、後者 はA

$又 は豪 ドル とした。ただ し、特 に表記のない もの はすべてオース トラ リア ・ドルで

あ る。

統計 は出所 によ り数字が異な ることが多いので、本論で はrTuvaluCountryPaper,

March1990)の 数字を基本 と した。各表の うち出所記載のない ものはすべて、 ここが

出所 である。それ以外の数字 は、論 旨に矛盾 を生 じない範囲で原典を重ん じ、そのま

ま使用 した。

最後に、本課題 による調査研究事業 を取 り上 げて いただ いた財 団法人 トラス ト60に

敬意 と謝意を表明 したい。 また、 ツヴ ァル国のセルカ副首相 も私共の調査に全面的協

力をお しまなか った。 その他多 くの関係者の方 々にお世話 にな った。研究指導者高橋

康 昌教授の もとに熱心 な討議 と作業を続 けて こられ たの も、 これ ら沢山の方 々の ご協

力のお蔭である。 ここに衷心 よ り御礼申 し上げたい。

平成3年3月

研究責任者 小林 泉
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第一章 経済協力とツヴァル信託基金の意義

「援助大国 」とい う言葉 は、 いまやひ とり歩 き しは じめたかの観が ある。 た しかに、

わが国の発展途上国援助(ODA)は 、100億 米 ドルの大台 に迫 り、DAC(OECD)

諸 国中第一位 を占めるに至 っている。 しか しなが ら、その量 的規模 に比 して、援助の

質、っま り援助政策の原則、 フィロソフィー といった理論 的側面が いまだ よく整備 さ

れてい るとは云 い難 い。 さ らに、援助対効果、 国民的合意 と審査 ・評 価の段階に至 っ

ては、ほ とん ど未整備 に近 い状態にあ る。

本稿の 目的 は、 こうした欠陥を指摘 し、何 らかの政策的提言を試み ることにあるわ

けではない。 しか しなが ら、本稿の主題で あるツヴ ァル信託 基金制度の持つ重要 な意

義を強調することによ り、従来の援助政策の もっとも未整備 な分野 に対 して、一定 の

政策的展望を提供す ることを考慮 して いる。 た しかに、オセアニア全域 に対す るわが

国の経済協力 は微弱であ り、ODAも その総額 の約1%に しかす ぎない。 しか も、 こ

の うち"極 小島喚国家(以 下、文 中は超 ミニ ・ステーツと略)"に 対する援助 は、 き

わめて少額であ る。 それ にもせよ、 こうした地域 に対す る援助 は、わが国の援助形態

にとどまることな く、先進国(北 側)の 援助の"質"を 考え るための非常 に重要なフ

ァクターを含んでい ることを見落 と してはな らないよ うに思われる。それはち ょうど、

古典経済学が、物の価値 を限界効用か ら演繹 しようと した ことに似て、援助提供国の

側 にほとん ど見返 り効果 を期待 出来 ない極小経済圏に対す る援助の裡 に こそ、援助の

価値(原 点)が 立 ち現われ るように思われ る。

このよ うな前提 に立 って、本章では、 まず、オセアニ アの経 済環境 と超 ミニ ・ステ

ーツの特徴を明 らかに し、世界経済の環 のなかで、 どのような位置づ けをお こな うこ

とが妥当かを考えてお きたい。つ ぎに、第二節では、本書全体のテーマである信託的

制度がオセアニ ア、 とりわけ中部太平洋の超 ミニ ・ステーツのなかに とり入れ られて

ゆ く経緯を考察す る。 さ らに、第三節 とっ ぎの節 には、ツヴ ァル信託基金の意義 と今

後の諸問題 にっいて叙述す ることとなる。
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いずれ にせよ、急速かつ発展論的経済理論 を適用することが妥 当ではない地域に対

す る経済援助 政策 を考究するという意 味で・信託制度の導入 とい う方式 は・経済援助

の新たな分野 を拓 くとい う未来的可能性 を秘 めてい ると本稿では考 えて いる。

第一節 極小 島喚国に対す る経済協力

川 オ セ ア ニ アの 経 済環 境

オ セ ア ニ ア とい う地理 的境 界 は、必 らず し も明 らか で は ない が 、 さ らに本 稿 で は論

述 の趣 旨か ら して オ ー ス トラ リア、 ニ ュー ジー ラ ン ドは含 まれ て い な い。 っ ま り、経

済協 力 の対 象 と して 捉 え られ る地 域 に 限定 して い るか らであ る。 そ れ ゆえ 、 ここで は、

メ ラネ シア、 ミク ロネ シア、 ポ リネ シア の三 地 域 を 指 して い る。

以 上 の 三 地 域 は、 いず れ も島峡 国 家群 か らな って い る(た だ し、 パ プ ア ・ニ ュー ギ

ニ ア は、 便 宜 的 に 島峡 と して い る)。 しか しなが ら、 よ く指 摘 され る とお り、 オ セ ア

ニ ア の 島 々 は、 火 山 島系 とア トール(さ ん ご礁 島)に 分類 され 、概 ね、 メ ラ ネ シア は

前者 に、 ミクロ ネ シア と多 くの ポ リネ シア諸 島 は後 者 に 属す る。 そ れ は、 如 実 に生 産

力 の差 異 を反 映 して い る。 メ ラネ シア に属 す るパ プ ア ・ニ ュ ーギ ニ ア、 ソ ロモ ン諸 島、

ヴ ァ ヌア ツ、 フ ィ ジーの諸 国 は、 いず れ も他 に比 して 大面 積 、 大 人 口を擁 し、 積 極 的

な産業 経 済 の発 展 を主 要 な 国家 目標 と して い る。 事 実 、 これ らの諸 国 は、 自然 資源 的

可 能性 、 相 応 の近 代 産 業技 術 を 備 え 、都 市化 現 象 と労 働 力人 口の形 成が 進 行 し、 先進

諸 国(オ ー ス トラ リア、 ニ ュ ー ジー ラ ン ド、 台湾 、 韓 国 、 日本 、 ホ ン コ ン、 シ ンガ ポ

ール等)と の合 弁 事 業 も徐 々 に進 展 しっ っ あ る。 ま た、地 理 的 関 係 も、 西部 太 平 洋 に

属 し、ASEAN諸 国 、東 ・東 南 ア ジア に も近 接 して い る ため 、 これ らの地 域 を 重要

な市場 とす る可 能 性 を 備 えて い る。 パ プ ア ・ニ ュ ーギ ニ ア は、 す で にASEANの オ

ブザ ー バ ーで あ り、 レギ ュラ ー ・メ ンバ ー とな る ことが期 され て い る。 お そ ら く、他

の メ ラネ シア諸 国 も、 これ に追 随 す る こ と とな ろ う。 したが って 、 メ ラネ シア諸 国 に

関 す るか ぎ り、 経 済 発 展 論 的視 点 か ら諒解 す る こ とは合理 的で あ る し、 こ う した観点

か らす る従 来 の経 済 援 助方 式 は、 必 ず しもあ や ま りで はな い。W・W・ ロス トウ的発

展 メ ジ ャー か らす る な らば、 すで に、 この地 域 の い くっ かの 国 々は 、 テ イ ク ・オ フの
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段 階 に あ る と判 断 す る こ と も可 能 で あ る。 何 よ り も、 それ ぞ れ の 国家 が 、独 自の主 導

的 産 業部 門 をす で に形 成 して い る こ とに注 目す る必 要 が あ ろ う。 つ ま り、 メ ラネ シア

の 国 々で は、 す で に経 済 援 助 の ポイ ン トを明 示 し得 る段 階 、 つ ま り主 導 産業 部 門 の強

化 政 策 に援 助 を 集 中す る ことが 有効 で あ る とい う段 階 に達 して い る と判 断 され る。 因

み に 人 口約70万 人 の フ ィ ジー は、1986年 に は、一 人 あ た り国民 所 得1,883米 ドル に達

し(87年 の クーデ ター後 経 済 状 況 は か な り低迷 して い る こ とが惜 しまれ る)、1億86

00万 米 ドルの 砂 糖輸 出(87年)を は じめ、 金、 魚 缶 詰 、材 木 に よ る外 貨獲 得(総 額3

億3300万 米 ドル)を 達 成 して い る。対 日輸 出は、 約3000万 米 ドル。("

これ に対 して 、 ミクロネ シ アか らポ リネ シア にか けて広 が る海 域 に は、通 称"超 ミ

ニ ・ス テ ー ツ"と 呼 ばれ る小 島 峡 国家 群 が 散在 して い る。 そ の多 くは、 ア トールで あ

り、 火 山 島 に比 して その 土 地 生 産力 はい ち じる しく低 い。 しか も、 地 質学 的 に もア ト

ール の 陸地 面 積 は狭小 で あ るた め 、人 口許 容 力 が小 さ く、 した が って 経済 的 に はサ ブ

シス チ ン シー に と どま る場 合 が 多 く、 経 済 発 展 を のぞ む こ とは非 常 に困難 で あ る。 こ

の 状 態 は、 オセ ア ニ アの ア トール に とど ま る もの で はな く、 カ リブ海 地域 、 イ ン ド洋

の 諸 島 に も共 通 す る。 それ ゆえ 、超 ミニ ・ステ ー トにお け る経済 的 課 題 の解 決 は、 ひ

と りオ セ アニ ア問題 のみ な らず 、 南北 問題 あ るい は最 低経 済 開発 問 題 に対 して一 定 の

展 望 を与 え る とい う積 極 的 意 義 を担 って い る こ とに注 目す る必要 が あ る。

オ セ ア ニ アの 超 ミニ ・ス テ ー ツ は、 北 西 太平 洋 か ら南東 太 平 洋 にか け て、 日付 変 更

線 と緯度0度 線 の 交点 を 中心 点 とす るな らば 、太 平 洋 の地 図上 、 そ の 左上 方 か ら右 下

方 に拡が る広 大 な海 域 に展 開 して い る。 文 化地 理 学 的 に は、 ミクロネ シア とポ リネ シ

アを 含 ん で い るが 、 この うち、 北 ア リア ナ諸 島、 グア ム お よ び ア メ リカ ン ・サ モ ア は

米 国 の政 治 ・行 政 的版 図 に属 し、 フ レ ンチ ・ポ リネ シア は、 フ ラ ンス海外 領 で あ る た

め 、 本稿 の視 野 に は含 まれ て いな い。 ま た、 この 海域 に属 して はい るが、 西 サ モ ア と

トンガ王 国 は、 ミニ ・ス テ ー ツで は あ って も"超"の カ テ ゴ リー に属 す るか 否 か は議

論 の 余地 が あ る。 あ る い は、 多 くの カ ロ リン諸 島 と東 ポ リネ シア地 域 で は、 人 口、 生

産 力 の点 で超 ミニ ・ス テ ー ツで あ って も、 火 山 島 また は陸 島 の場 合 もあ る。 本稿 の 主

題 で あ る信 託 の 対 象 とな る超 ミニ ・ス テ ー ツの事 例 と して考 慮 す る な らば、 就 中、 中

部 太 平洋 の 島興 国 、 ナ ウル 、 ツ ヴ ァル、 キ リバ スが 適 切 な事 例 とな る こ とが 諒知 され
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る。 と りわ け 、第2章 に紹 介 され て い る とお り・ ツヴ ァル は・ 陸地 面 積 ・ 人 口許 容 力 ・

社 会 ・経済 的実 態 の いずれ の 側 面 にお いて も超 ミニ ・ス テ ー ツの 特 徴 を あ ます ことな

く具 え 、停 滞 的 経 済 社会(W.Wロ ス トウ)の 好 例 と して と りあ げ る こ とが妥 当で あ

る。 さ らに、 同 国 は 、 日付 変更 線 と赤 道 の ほぼ 交 点 に位 置 し、 ア ジア、 ア メ リカ、 日

本、 ヨー ロ ッパ 等 の文 明諸 地 域(も し くは、 経済 的先 進 地域)か ら もっ と も遠 隔 の 地

に在 る。 この た め 、諸 文 明 、 国 際 的経 済 活 動 か ら もた らされ る諸 刺 激 を受 け る こ とが

比 較 的少 な く、 本書(本 研 究)の 主 題 で あ る 「信 託 」の 経済 的意 義 ・効果 を検 討 す る

対 象 と して は、最 適 の ケ ー ス と思料 され る。 あ るい は、 ツヴ ァル 「信託 」 の実 態 と解

明 を通 して 、 わ れ わ れ は、 経済 協 力 ・経 済 援助 の新 しい方 式 と可 能 性 を こ こか ら発掘

す る こ とが 出来 るか も しれ な い と考 え て い る。

② 極小島嶋国の経済 的特徴

この項 を叙述す るにあた り、 まず最初 に指摘 しておかねば な らない ことが ある。従

来 の経済協力 とりわ けODA政 策 は、発 展途上国 といえ ど、大規模な経済単位を前提

として策定 されていた と考え られ る。 したが って、政策の重点 は、産業基盤の一般 的

整備、生産力拡大 を目途 とする投資的資金の投入 に置かれて いた と判 断 され る。 こう

した方式は、オセアニ ア諸国家、 とりわけメラネ シア諸国に対す る協力政策 としては、

一般的な妥 当性 を有す るか も しれない
。 しか しなが ら、先述 のとお り、 ア トール型超

ミニ ・ステ ーツの場合、その経済的 ・社会的基盤の脆弱性 ゆえ に、経済協力(資 金の

流入)に よ って却 って、その社会形態、生産 と消費の均衡的 システムを解体す る危険

を有 してい る。それゆえ、極小経済圏あ るいは超 ミニ ・ステーツに対す る経済協力方

式 は、上記 の国家群 に対す る政策 とは異な る視点 と政策が採用 されねばな らない。 し

か しなが ら、 こう した意味での異 なる政策的選択肢が考慮され たとは考 え られ ない。

極言す るな らば、極 小経済に対 する協力政策の不在 を確認 しておかねばな らないであ

ろ う。本稿 においては、 この点を充分認識 したの ちに、後述 のごと く新 たに、適切な

援助方式を提言す ることと したい。

以上の前提 を諒解するな らば、超 ミニ ・ステーツに対す る援助方式を論ず るために

は、 その経済的諸関係 の特徴を明 らか に しておかねばな らない。それ は、南北問題の
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原点 を知 る上で も必要な ことか も しれ ない。

外務省経済協力 局 ・経済協 力研究会編 「経済協力の理念 一 政府開発援助 はなぜ行

うのか 」は、 これまで、わが国の経済協力政策に関 して、 もっともよ く検討 された研

究成果 との評を得 て きたが、そ こには一般的な協力 の必要性 と して 「貧困 と飢餓を征

服 し、 よ り公正で効率的な国際経済体系 を創 り出すためには、開発途上国が供給者で

あ る市場 一 一次産品、製品、労働カ ー 、顧客である市場 一 資本及び技術 一 の

双方 で抜本的な構造改革が行われなければな らない。 ……今 日の問題 は……む しろ開

発途上 国が自分の進む道を 自分の資金で賄 うことがで きるよ うに助 けるため世界経済

に基本的な変革を加える ことなのであ る。北側の諸国 も、南 との相互依存の増大に伴

い、 自 らの未来の繁栄を確 かな もの とす るためには、国際的な経済改革を必要 とす る

ので ある。世界 は、その住民、 その生態系、 その資源のいずれか らみて も今や脆弱で

相互 に連結 されて いる一 つの体系 になった」(2)と 主張 し、経済"援 助"で はな く

"協 力"と い う概念が
、北側 と南側の"相 互 依存"を 支える基軸 とな って いることを

確認 し、 これによ って"自 らの未来の繁栄"も 保証 され るであろうと考 えて いる。そ

の決定 的に重要なポイ ン トは、開発途上国が"自 分の進む道 を 自分の資金で賄 うこと

がで きるよ うに"援 助す ることが必要で あると考慮 されてい る。つ まり、従来の南側

一 第一次産品提供 国、北側 一 技術 ・資本提供国 という単純 な固定的関係 に替えて、

開発途上 国(南 側)の 生産力発展 によ って多様 に入 り組んだ国際経済 システムを形成

す ることが相互依存性の高度化 と一層 の経済的繁栄 を実現す る道で あると考え られて

いる。本研究が刊行 され たの は1981年 であ った。 この書 は、おそ らく、 この時期、経

済協力 に関 してわが国で発刊 され た文献 と して は、 もっとも高 い水準 の知見を有 して

いた と判断 され る。 しか しなが ら、80年 代金期 間を通 して、 こうした理念 に基づ く理

解 と方式が、南北問題の解決 をどのよ うに実現 して きたで あろ うか。む しろ、南北間

の経済矛盾、格差 の増大 は、 さらに進行 した とさえ云え るのではなかろ うか。た しか

に、ア ジアNIESの80年 代 におけ る飛躍的な発展を、われわれは認めないわけで は

ない。それ らのい くっかの国 々は、すでに先進国 グループに属する地点まで進展 した

事例 さえ存在す る。それに もせ よ、 こう した国 々は、 きわめて少数 の事例であ り、80

年代以前に、すで に経済発展 の基盤を形 成 して いた国 々で ある。む しろ大多数の南側

一5一



諸 国で は、膨大な額 の累積債務の蓄積等困難 な国内的課題 と工業生産物の対先進国市

場競争等国際的圧力 にさ らされている とい うのが実情であ る。

さて、 それで はっ ぎに、超 ミニ ・ステーツに対す る経済的援助 につ いては、 どの よ

うな措置が講 じられたであろうか。実 は、上記に紹介 した援助理念 と政策が、超 ミニ

・ステーツに対 して もほぼ同様 の原則で適用 されて きたと指摘 しなければな らない。

先述の とお り、従来 の援助政策 が、相応の経済規模 を有す る開発途上国に対 して も多

くの問題点を積 み残 して きたとすれ ば、超 ミニ ・ステーツに関 して はそれ以上の諸問

題 を産み 出 した と云 わざるを得ない。事実、オセアニ アの ミニ ・ステー ツに関す るか

ぎり、 この矛盾 は如実 に指摘 されるで あろ う。っま り、経済援助(こ の場合、無償援

助が 中心 とな ってい る。 したが って累積債務の問題 に関 しては免れてい る)に よ って

過大 に刺激 された伝統 的生産 一 消費 システムが崩壊 し、生活 内容の不均衡(そ の内

実 は後述)、 伝統 的社会構造 の解体、政治的矛盾の発生 に直面 して いる。それ は、何

故で あろ うか。 この経緯 と原因を述べ ることは、オセアニ アにお ける超 ミニ ・ステー

ツの特徴を描 くことに等 しい。

経済発展 とは何 か、 という問いに対 して は、さまざまな答えが用意 され るで あろう。

いまさ らこの ような問いを発す ることには、 さ した る意義 は発見 されな いのだが、最

低 開発途上国 において は、 この問いは、経済問題を超えて、社会哲学的な色 彩さえ帯

びることとな る。っま り、人 はいかなる生を生 きるべきか、 とい う課題 に行 き着 いて

しま うか らで ある。 さりなが ら、 とりあえず ここでは、経済発展を 「商品経済 の進展

度」によ って計 るとす る古典経済学 的諒解 に立 って考え ることとしよ う。超 ミニ ・ス

テー ツにお いて は、産業活動の うちに民 間経済(PrivateSector)が ほとん ど成立

していない。 それに もかかわ らず、商品経済が進行するとい うきわめて奇形 的な現象

が発生 して いる。 この地域 は、サブ シスチ ンシー経済 によって、社会的均衡 が維持 さ

れていたことは誰 もが認 めるところで ある。 もとよ り、経済援助のみが、 こう した シ

ステムを変容 させたわけではないが、 この地域の綜合 的社会能力を超え る経済刺激

(外 貨の流入)が 加え られることによ り、在来的社会 ・経済 システムが変容 ・解体 し

たと判断 され る。っま り、商品流通 に対応す る民間経済能力が欠落 して いたわけで あ

る。本来、多 くの先進諸 国に見 られる とお り、経済発展 ・成長は、民間経済 の進展 に
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負 うて いる。 したが って、民 間経済 におけ る資本の蓄積 と生産の拡大、 それに見合 う

消 費(購 買力)形 成の均衡的発展 によって商品経済の安定 的拡大が実現 され る。 この

段階 的過程を多 くの ミニ ・ステーツは欠 いていた。すなわち、サ ブシスチ ンシーの上

に、いきなり過剰 な商品が散布 された こととなる。

か りに順序が逆 とな って も、経済政策 と して相応 の成功が期待 され るな らば、 とり

あえず肯定 され るべ きであろう。っま り、経済援助 の適切な実施が、当該社会の適合

的な民 間経済の形成 を促 し、結果 的に商品流通を実効化す る場合があ り得 るとすれ ば

であ る。残念 なが ら、その事例 は無い。何故であろ うか。われわれ は、その経緯 と理

由を ここで適確 に把握 しておかねばな らないよ うに思われ る。

経済援助 の方式が、原則 として現地サイ ドか らす る要請主義(requestmethod)に

よってい ることは、わが国だ けの ケースではな い。大半の援助提供国(donor)は 、 こ

の方式を採用 して いる。 したが って、現地 サイ ドの主体性が保証 されているかに宣伝

されて いるが、それ は必ず しも適切な理解 とは云 い難い。 いかな る社会経済 システ ム

を形成す るかについて、現地側 に も正確な ビジョンがある場合 は稀有 である。多 くの

場合、 これ とは無関係 に、相互 に脈絡 な く、その都度必要性 あ りと思われる要請がお

こなわれ ることとな る。また、あ る場合 は、援助提供国の側 の都合や こうした業務 に

精通 した援助提供国側 の商社やagentの 主導 によ って援助 内容が決定 される場合が多

い。欧米 旧宗主国 は、いまも枢要の地位 に行政官を送 り込 み、現地 の政府を操作 した

り行政の実権 を握 っている場合があ る。 こうしたさまざまな介入的要素 と現地政府 の

経験不足 か ら、援助 における要請主義 が正 しく機能 してい ない と判 断され る。つま り、

援助提供国および被援助 国の双方 ともに、適確 な社会形成の ビジ ョンを欠いたま 、、

いたず らに商 品流通 を促 し、生産力の伴わない消費経済へ と傾斜 していることに最大

の問題点があ る。

とす るな らば、 っぎには、 こう した奇形的消 費経済を産 み出す政治経済 システムを

検討す ることが必要 かと思われ る。

(3)極 小島喚国の財政機能

ここではまず、経済外 的要因 についての叙述か らは じめなければ な らない。オセア
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ニァの島々は、例外 な く欧米および 日本の政治 的保護・植民地的支配 もしくは国際機

関 による委任的統治 を経験 して きた・ いずれか と云えば・ オセアニアは資源的搾取の

対象 とはな りに くい地域であ った。 したが って、 とりわけ20世 紀 に至 ると、戦略的 ・

軍事 的利用 とい う面が注 目されて いる。い まなお、オセアニア人の旧宗主国 に対す る

意識が比較 的好意的であ り、1960年 代か ら70年 代 にかけての独立期 において も、 アジ

ア ・アメ リカに多 くみ られ るよ うな流血の惨事 を伴 いっっ、烈 しい民族意識の昂揚 と

い う事態 を経験 しなか った理 由は、旧宗主 国の現地 に対す る支配の形態が、他の地域

とは著 しく異 な ってい るとい う経緯によ って いるであろ う。 このため、む しろオセア

ニ アでは、現地 サイ ドの うちに、欧米的生活様式、価値観 を強 く継承 して いるとい う

側面がみ られ る。本稿の論点 に即 して この側面を とりあげ るな らば、 それ は、端的に

生産力 をはるか に超え る消 費水準の存在 とい う経済的病理現象 とな って あ らわれ る。

いま、 ここに、病理現象 とい う言葉を用 いたが、それは実 に適切な表現で あると敢 え

て云わねば な らない。

前節 に述べ たとお り、メラネシア諸地域で は、相応に伝統的経済を改変 し、 い くつ

かの産業的特定分野を中心 に民間経済 を伸展 させてゆ く"可 能性"が ある。ただ し、

それ とて も、近代的高度技術 を導入 しっっ工業化社会を形成す るとい う性質の もので

はない。辛 うじて、第 一次産業 に立脚 しっっ、その生 産性 を強化 し、輸 出振興への道

を開 くとい う程度の可能性で ある。 これに比 して、中部太平洋を中心 とす るア トール

型超 ミニ ・ステーツで は、そのよ うな可能性 にっいて も閉ざされている。 つまり、民

間経済の発達 による輸 出と政府税収入の増大 とい う望ま しい近代 自由主義経済が成立

し難い。それに もかかわ らず、欧米的生活様式、生活感覚 は、独立(経 済的独立を意

味 しているわけではな い)後 も従前 どお り残存す る。それは、衣 ・食 ・住 ・社会活動

のいずれの分野 で も変化 し難 い形式 とな っている。っ まり、東南 ア ジア諸 国 ・中国産

の衣料品(Tシ ャツ、Gパ ン、 ムームー、カーテ ン等)が 一般化 し、食生活 は、米 ・

麦(パ ン)を 主食 とし、肉製品 ・乳製品 ・缶詰魚が タロイモ ・バ ナナ ・ヤム芋 ・パ ン

の実 にとって代 っている。住居は、 ヤ シの柱、パ ンダナスの葉の屋根、風通 しの良 い

側面に代 って、ブ ロ ック材 ・トタン屋根、 ビニールの床、風通 しの悪いガラス窓 とコ

ンク リー ト壁 に囲まれ、 どんな小 さな離島で もラジオ放送を聴 くための携帯 ラ ジオが
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普及 し、主な島 々は重油を燃料 とす る火力発電所の電気が24時 間供給 されている。海

上交通 はエ ンジン付 きの プラスチ ックボー トが使われ、陸上交通 は、マイ クロバスが

公共輸送手段 とな っている。

これ らは、いずれ も諸外国か らの輸入品であ り、外貨を以 て購わねばな らない。民

間生産力が ほとんど期待 し得ないのに、 こ うした輸入品がはん らんす ることを以て、

筆者 は"病 理現 象"と 呼んでいる。 しか し問題 は、何故、どのよ うな システムによ っ

て この ような消 費が可能 となるのかを明 らかに しなければな らないであろ う。

因み に、1987年 の ツヴァルの輸 出入を紹介す るな らば、

輸 出131,000ド ル

輸入4,949,000ド ル

であ り、その比率 は、実 に約40対1で あ った。主要輸入品目は、機器 ・雑貨(46%)、

食料 ・飲料(30%)で あり、 こうした日常的消費物だけで約80%を 占め るという実態

にある。(表11を 参照)

この ような消 費を国民的 レヴ ェルで可能 に している根拠 は、 したが って、 もはや公

的財政支出の民 間への流通以外 には見出 されない。 この流通経路 は二つの方向に岐れ

る。

ひとつ は、政府一般会計支 出に もとつ く公務員給与支払 い と政府サーヴ ィスにとも

な う予算執 行の民間への流入 をあげることができる。先述 の とお り、民間企業がほと

ん ど成立 していないい じょう、賃金収入 は概ね公務員労働 に限定 され る。 したがって、

公務員 は、いず れの国家 において も、 もっとも重要 な就業機会であ り、民間消費を支

え る基軸 となっている。事実、 これ らの国 々においては、対人 口比の公務員数は、異

常 に高 く、 その給与水準 は、民 間労働者 に比 して飛躍的に高いことが通例であ る。 こ

う した点 にまった く批判が無 いわけで はないが、公務員給 与によって国民経済 システ

ムの循環が支え られているため、 これを縮小 ・削減す ることは重大な経済的混乱につ

なが るため、現状を大幅 に変更 す ることはあり得 ない。また、国民サ イ ドにおいて も、

この地 は血縁 ・地縁 的共同体社 会を基礎 としてい るため、特定の人物の収入 は、彼が

属す る共 同体社会に共有的な利益を与え る こととなる。っ まり、 ある公務員の収入に

よって核家族 を超えた多 くの人 々の消費 をカヴァーするという経済効果を含んでいる
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ため、公務員の総量規制 もしくは給与水準 を積極的に低減 させよ うとす る政治的 ・社

会 的要求 は発生 しない。 また、政府財政サ ーヴィス支 出は、民 間収入 ・支出を保証す

る もっとも重要な貨幣流通 ファクターとなってい る。先述の とお り、 この財源 は、一

般会計に拠 っているため、恒常に支 出され、国民が等 しく貨幣経済を変更す る機会を

提供 し、結果 的に富の平準化、先 に記 した近代 的消費生活を可能 にす る重大 な積粁 と

なっている。 この財源 は、事業支 出と して歳 出化 され ることが 中心 とな って いるたあ、

地域 的利害 に関わ って くる。オセアニアの島々で は、 どこで も部族 的結束が強固であ

り、地域 的割拠性がい まなお きわめてさかんで ある。 このため、政府 サーヴィスの比

重、支 出の地域的重点性、事業内容が非常 に強 い関心事項 とな る。オセ アニ アの政 治

は、現在の段階では、社会集団の機能分化、階級階層 的対立、イデオ ロギー上 の抗争

に直面 していないが、予算執行をめ ぐる地域的対立性 は、最大の政治的課題 とな る。

っま り、 この財源 は、 それ ほどに も人 々の消費生活の 内実 に直接影響を与え るもの だ

か らであ る。

っ ぎには、 オセアニ ア地域 のみな らず南側諸地域 において一般化 されている 「開発

予算」の流れで ある。開発予 算は、概 ね海外(先 進国および国際機関)か らの経済援

助を以て充 当されて いる。 オセアニア諸 国で は、 この金額 が経済活動全体の 中で大 き

な比重を占める場合が多い。例えば、 ツヴ ァルの場合は1987年 の支 出額 は4 ,958,000

ドルを計上 してい る。歳 出総額が例年約400万 米 ドル(86年:3,971,000ド ル)で あ

るか ら、非常 な経済的比重 を占めてい ることが容易 に諒知 されるで あろ う。開発予算

は、一般会計支出 に比 して、地域 ・業種 を通 じて重点支 出とな ることが一般 的である

ため、 その支出形態如何 によっては、人 々の利害 が強 く絡み、大 きな関心事 となる。

オセアニアの政治 的争点の多 くは、 その配分 をめ ぐる紛争が出発点 とな る場合が多 い。

政党 ・党派 の分化 もそ こに起因する事例を多 く見 ることがで きる。

以上のよ うに、 オセアニアにおける超 ミニ ・ステーツ経済 は、通常、先進国経済の

一般的諒解 や通念で は把握す ることので きない多 くの要素 を含んでいる
。 その うち、

何 よりも強 く指摘 しなければな らない点 は、民間経済領域の未成立 と公共経済の圧倒

的な比重であろ う。 か りに、民間経済が存在す る場合 も、公共経済っ まり政府支 出に

よって支え られ る私企業活動(政 府事業の下請け業務等)に 限 られて いる。 こうした
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実 情か ら、いずれの国家にお いて も、政府が民間企業育成のためにさまざまな政策 を

採用 している。例えば、先述の開発予算 を行使す ることによって、電気 ・通信、エネ

ルギー、運輸 システム等のイ ンフラス トラ クチュアを整備 し、当該企業の生産物輸 出

のための市場 開拓、免税措置 を講ず るな ど、多大 な努力を払 っている。例えば、 トン

ガにお けるス クアロフ ァ郊外 に設置 された小規模工業団地の事例は、 ミニ国家 におけ

る公経済の私経済育成のパイロ ッ ト・ファーム的な意味を含んでい る。筆者のみな ら

ず、オ セアニアの ミニ ・ステーツ経済の未来 に関心を抱 いて いる人 々は、 この事例に

熱い眼差 しを送 っている。政府設置の この小規模工業団地で は、す でに20社 に近 い小

企業が、 さま ざまな業種の生産活動 に従事 している。

しか し、現実には、民間経済の育成 は必ず しも順調 とは云えない。最大の問題 は、

生産効率の改善 もさる ことなが ら、生産物市場 の確保が非常 に困難 であるとい う点 に

あ る。 オセアニ アにおいて は、産業 的分野の狭小性か ら、"売 れ る物を作る"の で は

な く、"作 れ る物を作 る"と い う傾 向が強 い。 したが って、生産物を どのよ うに、何

所で売 るか とい う困難 に直面 した場合、適確 な対応を講ず る能力がな い。 このため、

近年、各国政府が緊急に採用 しっっあ る政策 は、外 国企業の参入、っ まり合弁企業

(JointVenture)の 育成であ る。それ は、外国か らの資本 と技術の導入 という利

点 に併せて、参入 した外 国企業の商 社的輸 出能力 に強 く期待 しているか らである。

それ にもせよ、 当面 もっとも緊急性を帯 びている経済問題 は、以上 の諸事情か らし

て も、政府財 政機能を強化す る ことにあ るとい う点が理解 され るであろ う。か りに、

生産発展史観 的立場 を採 らない として も、オセアニ アの超 ミニ ・ステーツにおいて は、

公共経済が人 々の生存、生活安定 の基礎 とな るものであ り、 きわめてゆるやかな漸進

的経済発展 といえ ども、 その槙杵 となるフ ァクターは公経済であ ることは議論の余地

が無 い。 したが って、 問題 は、現在 の段階では、 どのような財源によ って公経済の基

礎を強化 し、 どの ような財源行使によ って民間経済 を活性化 させ るか とい う点であろ

う。

この点に関 して、従来の経済協力(援 助)理 論が提起 しなか った政策を ここに敢 え

て提示す ることによ り、新 しい可能性を模索す ることが本稿全体の意図 とな っている。

云 うまで もな く、本稿 において提起 された主題 は 「信託」政策であ る。従来 の経済協
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力政策の 中に、信託 が強 く注 目されなか った理由は、 それが無意味かつ無効であ ると

判断 され たか らであ るとは、われわれは考えない。先 に も述べたとお り、従来の経済

援助は、主 と して、生産力 を刺激する ことによ り発展可能性を含んだ地域 に対 してお

こなわれて きたため、信託政策を適用す ることが妥 当 とは判断 されなか った と云え よ

う。それ に対 して、オセアニ アの超 ミニ ・ステー ツは、む しろ生産力刺激政策 には馴

染 まない形態の経済内容 であ り、経済的安定 と社会 的均衡を維持す ることを主要 なタ

ーゲ ッ トと しなければな らないと理解されて いる。 したが って、 この ような形態 の国

家 にとって、信託の概念 は きわあて適合的であ り、今 後の援助政策の 中で適切 な位置

づ けがお こなわれ るべ きであろ う。 この点 に関 して正 当に諒解 され るな らば、実 は、

信託概念 とその政策的実 行が、超 ミニ ・ステーツのみな らず、多 くの最低開発国(L

LDC)に 対す る援助方式 として、充分注 目され る内容 を含んでいるか もしれない。

しか も、 この件 に関す る議論 は、後述の とお り、経済援助の本質に関す る議論 を喚起

する可能性が あると思われ るので ある。

すでに、中部太平洋の島峡国で は、 ツヴ ァル信託基金のよ うな明示 的な もの には至

って いないが、その意味内容 を多 く含んで いる事例が発生 して いる。 っぎに、 こう し

た事例をい くっか点検す ることとしたい。'

第二節 中部太平 洋 にお ける 「信託 」的政策 の導入

川 キ リバ スの場合

キ リバ スの事例を も含 め、以下 に述べ る中部太平洋の超 ミニ ・ステー ツの経済政策

は、 もとよ り言葉の正 しい意味で 「信託 」に属す るとは云 い難い。 それ に もかかわ ら

ず、 ここに検討事例 と して とりあげた理 由は、 いずれ もこれ らの国々の政策の裡に

"信 託的政策"(こ の意味について は後述 す ること とな る)を 含んでいるか らであ る
。

っま り、 これ らの超 ミニ ・ステーツにとって、信託的 な機能 をそなえた公共経済 シス

テムが きわめて有意義で あることを示 してい る。 したが って、 これ らの国 々にとって、

それは偶然の符号 とい うべ きではない。つま り、超 ミニ ・ステーツに とって、形態 は

さまざまだが、・時代が要請す る もので あると理解 す ることが妥 当の ように思われ る。
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キ リバ ス とい う国家 は、地 理 的 に他 に類 例 の な い国 家 で あ る。 この 国 は、 太平 洋 の

最 中心 に位 置 し、赤 道 を は さみ北 半 球 と南 半球 に ま たが り、 日付 変 更 線 を分 けて東 半

球 と西 半 球 に拡 が って い る。三 つの 群 島か らな る陸地 面 積 は726平 方 キ ロ(対 馬 と同

程度)し か な い が 、経 済 専 管水 域 は、 実 に300万 平 方 キ ロに達 す る海 洋 国 家で あ る。

とは云 え 、 この 国 の主 産 業 は漁 業 で は なか った。 主 島 タ ラ ワ環 礁 の 西 方 に 位置 す るバ

ナバ 島(旧 オ ー シ ャ ン島)よ り産 す る リ ン鉱 石 の 輸 出が 、 この 国 の最 大 の 外 貨獲 得手

段 で あ った。 過 去 、 リン鉱 石 は年 間1,500万 ドル か ら2,000万 ドル の 輸 出 額 を誇 り、

それ は輸 出総 額 の85～90%を 占め て い た。 しか しな が ら、1979年 を以 て リ ン鉱 石 は枯

渇 し、以 後 リ ン鉱 石 輸 出額 はゼ ロ とな った。 キ リバ ス が 旧英 領 ギ ルバ ー ト諸 島 か ら独

立 した の が1979年 で あ るか ら、 見方 に よ れ ば、 イギ リス は資 源 的価 値 の 無 くな った ギ

ルバ ー ト諸 島 を手 放 した と も云 え よ う。 そ れ は さて お き、 イギ リス政 府 と現 地 自治 政

府 は、 リン鉱 石 枯 渇 に備 え て、 基 金 を 設 置 した。 これ が、 歳 入 均 衡準 備 基 金(Reven

ueEqualizationReserveFund)と 呼 ば れ る もの で 、79年 の 基 金 設立 時点 で6,800

万 で あ った 。 そ れ以 前 の リン鉱 石 出額 が 、2000万 ドル 弱 で あ るか ら、 ほ ぼ4年 間分 の

輸 出額 程 度 で あ る。 キ リバ ス政 府 は、 この 基 金 の利 子 収 入 を年 間8%と 見 込 み、海 外 、

主 と して オ ー ス トラ リアへ 投 資 した。

歳 入 均 衡 準 備 金(以 下 、RERFと 略)は 、 以後 順 調 に運 用 され 、 その収 益 金 はっ

ぎの とお りで あ る。(3)

1979

80

81

82

83

84

85

86

87

88

470万 ドル

430

580

480

550

670

550

1,090

1,110

1,117

〃

ノノ

〃

〃

ノノ

〃

!ノ

〃

〃
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RERFの 収 益 は、現 在 貿易 収 支 の 赤字 を補 て ん す る財源 と して 使用 され て い る。 例

え ば 、1988年 の 貿 易 不均 衡 は、 輸 出660万 ドル に対 し、輸 入2,750万 ドル で あ るか ら、

信 じ難 い程 の 不 均 衡 で あ り、 その 差 額 は2,090万 ドル に及 ん で い る。 も とよ りRER

F運 用収 益 だ けで は と うて い赤 字 を埋 め る こ との 出来 な い が、 キ リバ ス政 府 の 歳 入 ・

歳 出 はいず れ も約400万 ドル に過 ぎな い こ とか らす れ ば 、RERFの この 国 にお け る

経 済 的比 重 の大 き さが 容 易 に理解 され るで あ ろ う。 キ リバ スの1人 あ た りGNPは 、

659ド ル(1988)で あ った。 人 口は68,000人 で あ るか ら、1人 あ た りGNPの うち、

RERFは 、150ド ル強 を支 え て い る計 算 とな る。

あ る国 家 にお い て 、 ひ とっ の 重 要 な政 策 が 確定 され る過 程 には、 さ ま ざ まな フ ァ ク

ター が交 錯 しつ つ 介在 す る こ とは云 うまで もな い。 ツ ヴ ァル政 府が 、 ツ ヴ ァル 信託 基

金 を設 立 す る に際 して は 、 イ ギ リスを は じめ とす るオ ー ス トラ リア、 ニ ュ ー ジー ラ ン

ド等 旧英 連 邦 諸 国 の オ セ ア ニ ア政 策 が そ こに影 を 落 と して い る こ とは疑 い ない 。 しか

しなが ら、 ツ ヴ ァル 政 府 当局 者 に とって、 キ リバ ス政 府 のRERFは 、 経 済 自立 、 財

政 安 定 とい う視 点 か らみ た と き、 きわ め て魅 力 的か っ 示 唆 的 な制 度 と して 意 識 され た

で あ ろ う こ とは容 易 に推 測 され る とこ ろで あ る。 ツ ヴ ァル とキ リバ ス は 、 も とエ リス

諸 島 と して1975年 まで 同 一 の政 治 単 位 に属 して い だ こ と もあ る。 就 中 、 この制 度 の も

っ と も魅 力 的 な側 面 は、 その 運 用収 益 を いか に使 用 す るか につ いて 主 体 的 な決 定 を お

こな い得 る点 に あ る。 先 進 国 か らの経 済 援 助 は、 い か な る形 態 の もの で あ ろ う と も、

な ん らか の 制 約 を受 け ざ るを得 な い。 この 意 味 か ら して、 キ リバ スのRERFは 、 ツ

ヴ ァル政 府 の 財 政政 策 に と って 良 き例 を切 り拓 いた と云 え るで あろ う。 ツ ヴ ァル の 人

口 は、 キ リバ ス に比 して約8分 の1に 過 ぎ な い。 前 記 の とお り、1979発 足 時 の キ リバ

スのRERFは6,800万 ドル。 これ に比す るな らば 、 ツヴ ァル 信託 基 金 の2,700万 ド

ル は、 国民 経 済 学 的 に見 た場 合、 キ リバ ス のRERFよ り もは るか に大 きな財 政 的 比

重 を 占あ て い る こと にな る。

② ナウルの場合

ナウルの場合、法理論 的にも、形態的 にも 「信託 」制度 とは云 えない部 分を含 んで

い る。 それに もかかわ らず、あえて、 ここに引用 す る理由は、ある一定の資産を基 と
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して、 その運 用収益の確保 を政 策化 して い るとい う点か ら・信託運用益 を享受す る

・考え方"に 共通す るものを見出す ことが 出来 るという点 に着 目 しているか らに他な

らない。

ナウル もまた、 中部太平洋の絶海 の孤 島 とい う言葉が妥当するような形態の小国で

ある。 この国は一 島単独 国家で、陸地面積 はわずか21平 方キ ロ(伊 豆大島の約4分 の

1)、 人口は世界最小で約5,000人 。ただ し、欧米人、 中国人・ キ リバス人等長期居

住外 国人が他 に約3,000人 、併せて8,000人 程度の人口量であ る・沿岸部 を除 き・ 島

の中心部はすべて リン鉱石か らなり、 これを出荷す ることが この国の唯一の産業であ

る。 この国 は、経済統計をい っさい公表 しないので、正確な数値は把捉 し得ないが・

1987年 の リン鉱石輸 出額 は8,396万 ドルであ った(、)こ とがSPCに 報告 されてい る

ので、 これ より逆算す るな らば、1人 あ たりGNPは10,000ド ル強 となるであろ う。

この金額 は、オセアニア諸国の中で は、異例の高 さであ り、ニ ュー ジーラ ン ドよ りも

高い水準 にある。同年の輸入金額 は1,519万 ドルであるか ら、年平均7,000万 ドル程

度の貿易黒字 を産み 出 して いる。

しか しなが ら、 この国の リン鉱石は、今世紀末 には掘 り尽 くされ、 リン鉱石 出荷 し

か産業のない この国 にとって は、 キ リバ ス と同 じく、 きわめて深刻 な事態が差 し迫 っ

ている。 このため、ナウル政府 は、1968年 の独立以来、着 々と資産形成を推 め、国内

における運輸 ・航空施設への投 資の他、国外においては、52階 建てのオフ ィス ・ビル

をメルボル ンの中心街 に建設 し、他 に、サイパ ン島のオ フィス ・ビル、西サ モアとマ

ーシャルのホテルへの投資、 グアムの タモ ン ・ビーチにホテルを完工 した。 これ らは、

いずれ も資産 として、 リン鉱石枯渇後 の収益金 と して予定されて いる。それのみで は

ない。国営 リン鉱石公社は、毎年 リン鉱石輸 出の60%以 上を 「長期信託基金 」に繰 り

入れ、その運用収益を リン鉱石枯渇後 の国民の収入に充当す るよ う政策化 している。

リン鉱石の枯 渇は、ナ ウル政府 と国民に とって は、 きわめて深刻 な問題であるが・

その人 口に比 して巨大 な輸出収入 を得てい ることか ら、欧米先進 国あるい はオース ト

ラ リアや 日本 もナ ウルに対す る経済援助 はほとんど考慮 して いない。おそ らく・上記

の資産収入お よび信託基金収益 によ って ナウル は今後 も安定的 な財源 と経済水準を保

つであろ うと予測 されて いる。 しか しなが ら、一部 には、ナウル政府の資産 ・信託基
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金運用能力に疑問があ り、将来の展望 は必ず しも明 る くない と指摘する向き もあ る。

次の章で明 らか にされて いるとお り、 ツヴ ァル政府がその信託基金の運用 に関 して、

国際委員会 と信頼性のあ る金融機関 に委 ねる方式を採用 した ことは、あるいは、ナ ウ

ルにおけ る資産 と資金の運用 の非効率性 に注 目 した ことに一つの理 由が あるか も しれ

ない。それ に もせよ、中部太平洋の超 ミニ ・ステー ツであるナウル もまた信託制度 に

未来を委ねて いることは見落 とせないで あろう。 っま り、それ は、 オセアニ アの超 ミ

ニ ・ステーツが、いず れ も共通 してい る困難への有効 な対応の形式 を示 している と考

え られるか もしれない。

この項の最後 に、 いまひ とっの特殊な事例を紹介 してお きたい。 それは、 ミクロネ

シアのい くっかの超 ミニ ・ステー ツの場合であ る。

ミクロネ シアは、北 マ リアナ諸島、パ ラオ共和国、 ミクロネ シア連邦、 マー シャル

諸島共和国 とい う四つの政治単位 に分化 した。 その うち北 マ リアナ諸島は、事実上米

領への参入 とい う形態 をと り、パラオ共和 国はいまなお国連信託統治領であ るので さ

てお くと して、 ミクロネシア連 邦 とマー シャル諸 島共和国 は、 自由連合 とい う特殊な

独立形式を以て、米国 との政治的連合関係 を維持 して いる。 この形式を前提 とす るこ

とにより、両国 は米国か ら、それ ぞれ年間7,000万 米 ドル と4,000万 米 ドル程度の経

済援助 を受けて いる。 もとよ り、 そこには 「信託」制度 は介在 していないが、 当援助

金は、 自由連合締結後15年 間保証 されてお り、 この期間、財政基金 として、あ るいは

開発予算 と して使用 され ることとなっている。っ ま り、 この考え方 は、生産活動 に拠

ることな く長期 に亘 って一定の安定的金額が期待 され るとい う意味か ら、 ツヴ ァル信

託基金と同 じ社会経済的効果を作 り出 している とい う点 に注 目され る。す なわ ち、 こ

のよ うな恒常的収入を前提的基礎 としなければ、超 ミニ ・ステーツの経済 自体が成立

不可能であ るとい う側面を如実に示 してい る。

いわば、オセアニ アの ミニ ・ステーツ経済一般の現象 と して、すでに信託制度 は、

既定の事実で ある と考え られ るか もしれない。 したが って、っぎには、 ツヴ ァルの場

合の特定の意義 を検討 してみ ることと したい。
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第三節 ツヴァル信託基金の意義

{1}信 託基金 の意義

これまでの叙述 を通 して、本稿が強調 してきた諸事項の うち、 とりわ け強 く留意す

べ き問題 は、生産の急速な発展 を期待 し得 ない あ るいは期待 して はな らない 一

一 ア トール型超 ミニ ・ステーツに対す る経済援助 は、その社会 ・文化 システ ムを解

体 しないよう配慮すべきであ るという点であ った・先 にも述 べたよ うに・先進国 とり

わけ日本 は、 このよ うな形態の国家 に対す る経済協力の経験 が乏 しく・それへの適切

な対応を欠 くとい う実情 にあ った。

次の章 に詳細が明 らかにされている とお り、 ツヴァル信託基金 は・ このよ うなカテ

ゴリーの国家 に対す る経済協力方 式 として画期的 な意義を有 して いるように思われ る。

ここに、その有意義性を整理 して規定す るな らば、次の とお りである。

① 国家 的主体性の保証

すべての国家、民族は、 それぞれ特有 の生産 と消費(分 配)の システムを有 して

い る。その原 由はさまざまであるが、基本的には気候、風土、植生 態など、 自然地

理学的根拠に規定 されてい る。生産 と消費の システムは、 こうした 自然地理的要因

を生活の必要性 と して組織化 したとき、 その特有の形式を具え ることとな る。また

同時に、生産 と消費の形式を社会構造 と して立ち現われ る。 したが って、 自然的条

件 経済活動 社会構造 は有機 的に連結 した編成をな して いる。 この編成

を意味づ ける生活形式の象徴化をわれわれは、文化 と呼んでいる。っ ま り、 これ ら

四つの概念 の統一 的連関が適切 に作 動 している とき、社会的安定が実現 されている

と判断 され るのである。

このよ うな文化論 的視点よ りすれば、経済援助 はそれ 自体 と して対象 国の社会 シ

ステムを変容 させ る可能性を孕 んで いるとい う意味で、 きわめて危険な行為であ る

と云 って もよい。生産 と消費の システムを外在的な異和要素で撹乱 し、全体 として

の社会 システムに不安定性を生ず るか らで ある。 とりわ け、 これ まで とりあげて き

た超 ミニ ・エ コノ ミーに対 して は、その可能性 が非常に大 き くな ると考えなければ

一17一



な らない。

ツヴ ァル信託基金 の理念 は、その運用収益(財 源 に組み込まれ る)を 独 自の国家

行政、経費 と して使用す ることが出来 るとい う意味で、 ツヴァル政府の主体性が保

証されてい ると考 え られ る。一般 的経済援助 は、例 え ヒモっ きでない場合 といえ ど

も、使用方途、処理、管理 に関 してさま ざまな制約 や条件が伴 うため、主体性を確

保す ることが非常 に困難 とな る。それ に比べて、ツヴ ァル信託基金の制度 は、 ツヴ

ァル国家 ・民族 の社会 システムに適合的な財源行使 を主体的に決定す ることが 出来

るため、独 自の社会 的均衡を維持 し、文化的損 傷を極小化す ることが可能 となる点

に最大の メ リッ トが ある。 それは、換言す るな らば、先進国(donor)の 利害 に左

右され ることの もっと もす くない形式であ ると評価す ることが 出来 る。

② 政策持続性 の保証

一般的な経済援助方式 は
、金額 に換算 され るにせ よ、施設 ・設備 ・物品 など、 い

わゆる物財化 され た もの、 も しくは技術協力 ・研修 など、それぞれ単独 もしくは一

回性の供与方式で あるが、 ツヴ ァル信託基金 の例示の ごと く、信託制度 は基金を分

母 とす る果実 を消費す るわけであるか ら、例外 的な事態が発生 しないか ぎり、半永

久 的にその果実 を期待す ることが可能であ る。 しか も、前節に述べた とお り、超 ミ

ニ ・ステーツにお いて は民間経済が ほとん ど存在せず、公共経済(国 家 の支 出)が 、

社会経済 システム自体 を支えているわけであるか ら、国家財源への基金収益繰 り込

みは、国家経済の安定 に重大な寄与 をなす と判 断され る。 さらに、基金収益 という

性格か らして、概 的長期 的安定的な収入が期待 され るため、国家政策その ものを長

期 的な展望 の下 に作成す ることが可能 とな る。 た しか に、世界経済 自体 の変動 によ

り、基金収益 もまた変動 の可能性が あることは否 めない。 しか しなが ら、 それ はあ

る意味でやむを得 ない現象であ り、 いかな る ミニ ・ステーツと云え ども、世界経済

の環の一部 をな して いるとい う点か らすれば、世界経済の変動 に リンクして いると

い うことこそ、現代世界 とと もに生存 してい ることの証 しで もある。

③ 社会的病理現象抑止 の保証

これ まで繰 り返 し強調 した とお り、オセアニアの超 ミニ ・ステーツにおいて は民

間経済の 自律性が ほとん ど存在 しない。ODAま たはPF(privateflow)資 金が、
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仮にこうした経済環境 の中へ大量流入 した場 合、急激な社会変化 を産み 出す ことは

明 らかであ る。何故な らば、通貨 と商 品流通 の社会的許容力 は、単 なる経済 的キ ャ

パ シテ ィの枠 内に とどま らず、 当該社会 の文化的"質"に 対応 して いるか らで ある。

事例をあげ るな らば、相応 に高 い知 的 レヴ ェル、 ゆたかな自然資源 的背景、欧米近

代文明 との接触性等の要素を備えてい る場合で も、なお伝統的な社会秩序 と生活様

式を順守 してい る東 カロ リン諸 島の人 々、北西 ニューギニア地区の人 々が注 目され

よう。多 くの文化人類学的研究が指摘す るとお り、文化 システムは、経済的イ ンパ

ク トに対 して非常 に胞弱である(こ の点の研究 として、われわれ は、K.夕 ーブル

が 「ブ リンジ ・ヌガク」 において、 アフ リカ内陸部の民族社会が貨幣経済 に捲 き込

まれた際のパニ ックを報告 したす るどい指摘を想起す る必要があ る)。

信託 による収益 金の財源繰 り込み は、その財源を現地政府 の自立的経済管理下 に

置 くことが 出来 るとい う意味で、文化 システ ムとの適合的政策執行が期待 し得 るで

あろ う。オ セアニア社会 は、基本 的には部族的結合による経済共同体の分節的社会

連体 を特色 と してい る。 この ような社会 にとって もっとも危険な事態は、古典的な

意味での"階 級矛盾"の 発生であ る。 っま り、 この社会への階級対立の導入 は、社

会構造的弾力性(SocialCapablity)の す くない社会 ゆえに、ただちに社会的統

合の崩壊 とい う深刻な状況 に直面す る。 フ ィジーの クーデター発生 には、 この側面

がすでに含 まれて いることを指摘す る人はす くない。他 にも、西太平洋の国々と欧

米の海外領 では、 い くっか、 こう した事態が進行 しっっ ある。現地政府によ って適

切 にコン トロール し得ない通貨(外 貨)と 商品の流入 は、奇形 的な民間経済 を形成

し、資本 ・富 の一部へ偏在 、政治権力 との癒着、利権 的構造、過度 な欲望の刺戟、

貧富格差の回復 し難 い固定化、それ に伴 う諸種 の犯罪 など 「社会 的病理現象 」を常

に孕んでい る。超 ミニ ・ステーツの経済は、 とりわけその基盤が胞 弱であ るため、

い ったん こう した事態が発生す ると、 これを阻止 し、在来的秩序体系 に還す ことは

絶望的 に困難であ る。

もとより、現地政府の行財政能力 に対 して、それ ほどの信頼性 を期待 し得 るか否

か、 とい う議論 の余地 はあ る。 この点 に関 しては、われわれは、いつれかの立場を

とるにせ よ観念論的議論を避けねば な らない。っま り、前節に紹介 したごとき、い
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くつかの数少ない事例 を分析 し、よ く検討 す る必要が あろ う。 ツヴ ァル信託基金 は、

国際的信託 と公益信託 を原理 とす る制度であ り、 それはオセアニア史上 は じめての

経験で ある。 したが って、早急な結論を抽 出す る ことよ りも、慎重 に事実 的諸関係

を分析 ・評価 し、未来的展望を試 みる他ない。 っぎの章で明 らかにされて いるとお

り、 これまでの経過を考察す るな らば、かな り肯定的 に認識することがゆるされ る

よ うに判断され る。今後、オセアニアの各地で、信託制度が強い関心の対象 となる

であろう。ツヴ ァル信託基金の推移 は、以上の よ うな意義を含む ものであるか ら、

ミニ ・ステーツに対す る援助 ・協力形式 として、 ひとつの注 目すべ きモデル とな る

ことは疑いない。必ず しも結論 というべ きもので はな いが、現地の社会経済的内容

の決定は、現地の政府や人 々の 自律的判断 に委ね るとい う視点 は、基本的 に正 しい

と筆者は考えてい る。

② 若干のコメン ト

この章を終 るにあた り、若干の コメン トを付 してお きたい。

信託制度 は、オセアニ アの諸国 にとって も非常に適合 的な条件を用意 してい るよ う

に思われる。 この制度は、その収益の管理を現地政 府に委 ねることか ら、政治 ・行政

の資質が大 きな問題 とな る。 オセアニア諸国 は、 トンガ王 国の立憲君主制、 フィジー

の暫定政権の事例を除 き、すべて デモ クラ シーを政治原理 として いる。 したが って、

すべての行政作用 は、民主制的 コン トロールの下 に置 くことが 出来 る。 この地域は、

経済的発展度 に比 して、政治発展度が非常 に高い という特色 を有 している。その原 由

は、 旧欧米諸国の政治形式を踏襲 してい ることに求め られ る。民衆の政治的経 験、ガ

バナ ビリテ ィもかな り高い水準 にある。政治運営の効率 も高 く、政治行政当局 の コラ

プ ションもきわめてす くない。おそ らく、 この レヴ ェルの経済発展度の他の地域

一 アフ リカ、 カ リブ海地域、 アジアの一部 と比較 した場合、オセアニ アの政

治行政の質は、お どろ くほど高水準 にあ ると判断 して よい。

最後の コメン トは、今後の信託制度の拡充 に関 してで ある。 それ は、現地政府サイ

ドの問題 とい うよ りも、援助提供国の側の信託政策 に関す る論点 と云 うべ きか もしれ

ない。世界経済 の発展 も含めて、被援助国の経済的要求 その ものが膨張 するのであろ
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うこ とを 援 助 提供 国 の側 で は・ あ らか じめ 予想 してお く必要 が あ る。 さ らに・ ツヴ ァ

ル信託 基 金 の 事例 は、前 節 に述 べ た ご と く・ ミニ ・ス テ ーツ のパ イ ロ ッ ト ・ケー ス と

い う側面 を有 して い るた め、 今後 、 同 様 の 事 例 ・要請 が 急速 に増 大 す る可 能 性 が あ る

こ とを理 解 して お か ね ば な らない よ うに思 わ れ る。

いつれ にせ よ、 ツ ヴ ァル信 託 基 金 は、 ひ と り ツヴ ァルの 経 済 システ ム の問 題 を超 え

て、 今後 の ミニ ・ステ ー ツ援 助 形 式の あ り方 全 体 に大 きな影 を投 げか け る こ ととな る

か も しれ な い。

(註)

(1)日 本 ・南 太 平 洋 経 済 交 流 協 会 「南 太 平 洋 島 し ょ 国 の 概 要 」

P,169,170,190,

② 外 務 省 経 済 協 力 局 ・経 済 協 力 研 究 会 「経 済 協 力 の 理 念 」

P.20-21

(3)日 本 ・南 太 平 洋 経 済 交 流 協 会 「前 掲 書 」P,19

(4)同 前 、P.84
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第二章 ツヴ ァル国家事情

第一節 国 家 概 観

{1}地 誌

ツヴァル は南太平洋上 に散在す る小 さな諸 島国家であ る。世界の貿易航路か らもは

ず れ、資源 もきわめて限定 されている。位置は南緯5度 か ら緯度・東経176度 か ら

180度 付近 に9っ の環礁が散 らば って いる。陸地総面積 は26.41平 方キ ロ。 いずれ も

環礁島のため海抜5メ ー トルを超 す陸地 はない。よ って河川 もな く、飲料水 は天水 に

頼 り、土壌 も珊瑚のため肥沃で はない。 これ はバチカ ン ・モナ コ ・そ して同 じく南太

平洋の赤道付近 にあるナウル共和国につ いで世界で4番 目に小 さい国であ る。

首都が置かれて いるフナ フテ ィはフ ィジーの首都スヴ ァの北方約1000キ ロに位置す

る。ツヴ ァル自身 も列島領土 のため、国内範囲 は広 く、最北端の島ナヌナメか ら最南

端ニ ウラキ タ島まで は約800キ ロの距離 がある。諸島間の一般交通手段 は不定期 に循

環 している荷物船 に頼 らねばな らず、諸 島間交流 は制限 される。 しか し、200カ イ リ

の経済水域 とな ると90万 平方キ ロと一挙 に広大 となる。

② 歴 史

各島の人 口推移 は表1に 示す とお りで ある。 独立前の フナフティは人 口約700人 程

度で あったが、首都が置かれてか ら人 口が一気 にふ くれ上が り、1987年 には約3倍 強

の2718人 と過密化(集 中化)が 著 しい。

人種的にはポ リネ シア系 住民が95%以 上を 占める。宗教 はキ リス ト教が大部分。

ツヴ ァル人は言語、習慣 、文化の各方面か ら見てサモア人、 トンガ人に類似 してい

る。1865年 にサモア伝導教 会が ツヴァルに伝道師を送 り込んだが、 それ以来、 ツヴァ

ル人の社会、経済生活 は大 きな影響を受 ける ことにな った。

1568年 、 スペイ ン人の メ ンダーニ ャが9っ の環礁の中央に位置す るヌイ島を発見 し

たのが、 ヨーロ ッパ人の発見 として最 も早い とされて いる。1819年 に現在のフナフチ
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表1島 別人口推移

n,a.資 料 な し

※1991年 現 在 は

生 活定 住 者 な し

Funafuti

Vaitupu

Niutau

Nanumea

Nukufetau

Nanumanga

Nui

Nukulaelae

Niulakota

合 計

面 積

(平方キロ)

3

6

2

4

3

3

3

2

0.41

26.41

1973

871

948

907

977

n.a.

n.a.

n.a.

n.a,

n.a,

5,887

1983

2,620

1,320

917

906

739

762

650

355

95

8,364

1987

2,718

1,437

867

965

722

717

622

335

※75

8,458

人口密度

(1k㎡)

1,152

293

409

270

236

243

189

197

183

317

イ島を 発 見 したデ ・パ イ ス タ ー船 長 が船 の所 有者 の 名 前 で あ ったエ リス に ちな ん で、

この島 を エ リス島 と命 名 し、 そ の後9っ の 島全体 を エ リス諸 島 と称 した。1800年 代 に

は推 定人 口が2万 人 とい う記 録 が あ るが 、 ヨー ロ ッパ人 の 到 来 後 の1850年 か ら75年 ま

で の 間 に、 ペ ル ー、 ハ ワイ、 タ ヒチ等 へ の 労働 者 の強 制 連 行 や 、 白人 の 持 ち込 ん だ 病

気 な どに よ り人 口が 減 少 した 。

1892年 に隣接 す る ギル バ ー ト諸 島が イギ リスの 保 護 領 とな った とき、 エ リス諸 島民

も同様 の地 位 を求 め、1916年 に ギ ルバ ー ト&エ リス諸 島 と して イ ギ リスの植 民 地 とな

った。1970年 代 初 め に イギ リス は独 立 の 保 障 を与 え たが 、 ギ ルバ ー ト&エ リス諸 島 と

して の独 立 か、 分 離 独 立 か を め ぐ り域 内 意見 が 分 裂 して 、1974年 に住民 投 票 を行 った

末 、 分 離 独立 を決 定 し、 翌1975年 に ツ ヴ ァル と改 称 、1978年10月1日 に独 立 した 。 同

時期 に ギル バ ー ト諸 島 もま た キ リバ ス と改称 して 独 立 した。 ツヴ ァル は ポ リネ シ ア系、

キ リバ スは ミクロネ シア 系 で、 隣接 して い ると はい え 、 言語 、文 化 、政 治 シス テ ム、

身 体 特 徴 といず れ に も相 異 が み られ 、 これが 分 離 独 立 の原 因 とな った。

{3)政 治 ・外 交 関 係

ツ ヴ ァル の最 高立 法 機 関 は一 院 制 の 議会 で あ り、 定 員総 数 は12名 、 ナ ヌ メア、 ニ ウ
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タオ、ヴ ァイ ップ、 フナフティの4島 か ら各2名 ・ その他の4島 か ら各1名 が選 出さ

れて いる。残 る一島は現在安定定住者がいないため・議員の選 出は行われて いない。

内閣は首相を含めて5名 か らな り・参政権 は18才 以上 の男女に与 え られている。国家

元首 はイギ リスのエ リザベス女王 であるが・代行 する総督 はツヴ ァル人である。欧米

的な近代的政党 はない。

ツヴ ァル社会の政治社会 的特色 と して は、他のポ リネ シア諸 国(例 えば トンガ、フ

ィジー、西サ モア等)の よ うな伝統的身分制度(秩 序)が 存在 しない点である。独立

後の首相は、初代T・ ラウテイ(1977年 就任)・ 第2代T・ プアプア(1981年 就任)

であ り、第3代(1989年 就任、現職)のB・ パエニウ(前SPCエ コノ ミス ト)で あ

る。独立後 の1980年 に北端 の島ナヌメアで分離運動が行 われたが、間 もな く終息 した。

外交、国際関係で は、独立 と同時に第38番 目のイギ リス連邦(コ モ ンウエルス)の

加盟国 とな り、 その後 もイギ リスか らの国家財政援助 が最 も多 く供与 され続けてい る・

しか し、その財政援助の実施過程 は、独立 国ツヴ ァルに対す る内政干渉であ るとツヴ

ァル政府側は批判 し、 自主財政(オ ー トノ ミー)の 確立、イギ リス(諸 外国)か らの

干渉を受 けない財政援助を英連邦諸国等に求 めて きた。

1987年 に成立 したツヴ ァル信託基金 はこのよ うな要請 に応 えた もの といえよ う。 ツ

ヴァルではオース トラ リア紙幣が通貨 と して使用 されて いることでわかるように、オ

ース トラリアとの経済関係、特に援助 による結 びつきが イギ リスとの関係 についで重

要である。

ツヴ ァル側の要請を受 けて、 ツヴ ァル信託基 金の設立 とその経緯 に最 も深 く関与 し、

基金成立のイニ シアチブを発揮 したのはオ ース トラ リア政府、オース トラ リア開発援

助庁(ADAB)で あ った。

ツヴァル政府の外交政策 の基本 は、いわゆる平和愛好 国とツヴァル政府が見倣 した

国 と外交関係 を樹立す るが、共産圏、社会主義諸国 とは国交、外交関係を樹立 しない

とする点であ る。 これ まで に外交関係を樹立 した主な国 はイギ リス、オース トラ リア

をは じめと して次のよ うな国 々である。ニ ュー ジーラ ン ド、パ プァ ・ニ ューギニア、

フィジー、 フランス、アメ リカ、西 ドイツ(ド イツ)、 オ ランダ、ベルギー、韓国、

台湾、そ して 日本であ る。
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国 際機 関 と して は、南 太平洋 の代 表的な地域協力機 関で あ る南太 平洋 フ ォーラ ム

(SPF)、 南太平洋委員会(SPC)を は じめと して、国際連合の専 門機関であ る

WHO等 に も加盟 してい る。 しか し、財政 的な理 由か ら国際連合 には加 盟 して いない。

主要貿易相手国は、 フィジー(ツ ヴ ァル との間 に定期航空路 開設)、 オース トラ リ

アそ してニ ュジー ラン ドであ る。

日本 との外交関係は1979年4月 に樹立 され、その後無 償協力や技術協力がお こなわ

れて きてお り、東 京に名誉領事館 も設置されてい る。

最近 のツヴ ァル国内の政治状況 は次のよ うであ る。1989年9月 に行われ た総選 挙に

よってパエニ ウ新政権が成立 し、女性議員が誕生 して話題 になった。パエニ ウ新 首相

は、就任演説のなかで、最優先課題 と して ツヴァル人 と しての民族的アイデンテ ィテ

ィーの形成 と政治 ・統治機構の充実を指摘 した。独立 してか ら10年 余で あり、島共 同

体 を基礎 と した 自給 自足(サ ブシステ ンシィー経済)に よる生活を して いるために選

出された議員達 の多 くは、その 出身島優先の意識 を強 く持 ってい る。即 ち、パ エニウ

新首相 は、各島民 にツヴ ァル とい う新生国家の国民 としての国民意識の形成 を求 めて

いる といえ よう。

パ エニ ウ内閣の閣僚(1989年10月16日 発表)は 次の通 りであ る。副首相兼大蔵 ・通

商大 臣=A・ セル カ、労働 ・通信大 臣=1・ イオ ナタナ、天然 資源 ・内務大 臣=T・

シオネ、保健教育 ・社会問題 大臣=N・M・ ラタシ、外務 ・経済計画大 臣=パ エニ ウ

首相兼務。

㈲ 社会……教育 ・医療 ・輸送

教育機 関 として は幼稚 園をは じあと して全 島で8校 の小学校が あり、 さ らに唯一 の

モツフォア中 ・高等学校が ヴ ァイツプ島にある。

高等教育機関 と しての大学 はな く、大学進学希 望者は主 にフ ィジーの南太平洋大学

へ進学す る。成人 の識字率 は95%と 高い。義務教 育は7才 か ら15才 までの9年 間で あ

る。医療施設 と して は1978年 にフナフテ ィにプ リンセス ・マーガ レット病院が設立 さ

れた。ベ ッ ト数は30で あ り、手術室 、歯科 セ ンター、放射線装置、図書室、家族計画

施設 を具えている。、各島 には医療助手、看護婦 、助産婦、小児看護婦がいる。最近
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の主 な疾 病 と して は結 核 、 ハ ンセ ン病 、 フ ィ ラ リア等 が あ り、 特 に欧米 的な ライ フ ス

タイ ル の普及 に よ り、 高 血 圧 症が 増 え て お り、減 量(ダ イ エ ッ ト)療 法 が 採 用 され て

い る。 また ・急 速 な人 口増 加 へ の対 応 と して 、家 族 計 画 が重 要 な課題 とさ、れ て い る。

また、 乳 児死 亡 率 が50%を 越 えて い る。(1985年)

輸 送 機 関 と して は各 島 間 は カ ヌ ー、 小舟 で あ り、 陸上 で は小 型 自動 車 、バ イ クで あ

る。 電 話 もフ ナ フテ ィで は使 用 され て い るが 、 他 島 に は 普及 して い な い。

放 送 施設 と して ラ ジオ ・ツ ヴ ァル が あ り、 週45時 間放 送 され て お り、 ツヴ ァル 語 の

ほか にニ ュー ス等 は英 語 が 使 用 され て い る。新 聞 は政 府 によ って ツ ヴ ァル語 の シ ク レ

ォ ォ ・ツヴ ァル紙 と英 語 の ツ ヴ ァル ・エ コー紙 が 隔週 刊 行 され て い る。

第二節 経済 ・財政の構造 とその現状

川 ツヴ ァル経済 の概観

これ まで見て きたように、 ツヴ ァル は人 的資源、天然資源(海 洋資源の開発 は除 く)

の双方で極めて制約 された極小 島興国であ り、 その将来 における経済発展を可能 にす

る国内的条件、国際的条件 に乏 しい。現在で もツヴァルの労働者の約半数は、 ナウル

をは じめ として フィジー、 オース トラ リア、ニ ュー ジラン ド等の近隣諸国へ 出稼 ぎに

出で家族へ送金を している。 その数はおお よそ1,500人 。かってはオ ーシャン島(現

キ リバス)の 燐鉱石採掘 に従事す る資金労働者 として多 くの ツヴ ァル人が働いて きた。

しか し、 オーシャン島の燐鉱石はすで に採掘 しつ くして いる。 またナウルの燐鉱石の

21世 紀初頭での枯渇予測等 によ り、 ナウルへの出稼 ぎ も時間の問題 とな りっっある。

独立後は、イギ リスを 中心 と した諸外国か ら財政、経済援助 に大 き く依存 した財政で

ある。 イギ リスか らの財政援助 は段階的に削減 され、1996年 に中止 され ることにな っ

ている。そのため、経済的、財政的 自立 を可能 にす る諸政策の形成 ・実施が急務であ

る。

極小島興国で あるツヴァル経済の特徴 は次の ようである。

第1、 自給 自足経済 を基本 としてお り、貨幣経済 は政府機関に勤務す る公務員の多

くが住む首島 フナフテ ィに集 中 している。従 って ツヴ ァルの経済状況の実態を統計 に
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もとつ いて把握 するは難 しい。

第2、 ツヴァルの経済 ・生活水準 は島興国でかな りの格差があ る。賃金 ・サ ラリー

と しての現金収入生活者が多い フナフテ ィが最 も経済 ・生活水準が高 く、次いで ヴ ァ

イ ップそ してその他の外 洋の島々の順であ る。 フナフテ ィ、 ヴァイ ップの両島に比較

して、 その他 の島々は特 に飲料水の供給、交通 ・交易手段の制限 によ る孤立、医療 ・

保 険サー ビス、緊急医療 輸送 、商品の質 と種類等の制約条件が多い。現金収入 を求 め

て近年ではフナフテ ィへの人口集 中が著 しく、政府 は分散化を奨励 して いる。

第3、 ツヴ ァルの主 要国家収入(輸 出品、外貨獲得源)は コブ ラ、切手販売収入、

出稼 ぎ者の送金、そ して漁業関連収入に限定 されている。① コブ ラの生産は外洋の島

々で行われてお り、ツヴ ァル ・コブ ラ共 同組合が販売 して いる。 コブラの生産 ・輸 出

によって得 られ る外 貨収入 は1984年 には34.3万 ドル、1987年 には1.6万 ドルであ り、

コブ ラの生産量 と国際価格の変動に大 きく左右され る。 コブ ラの増産 は栽 培面積拡大

の困難 さ、天候、重労働の理 由によ り容易ではない。過去におけ るコブラの年間最大

生産量 は約1000㌧ と推定 されてい るが、最近の平均生産量は400㌧ を下回 って いる。

ヤシは、貴重な輸 出品で あるコブ ラを生産す るとともにツヴ ァル人の常食で もあ る。

コブ ラ以外の換金農産物 と して はイモ類を含めた根菜類、パパイヤ、野菜等があ る。

②切手販売 による外貨収入 は貴重な財源だが、その年間売上額 は年 により大き く変動

して いる。例えば1982年 か ら84年 の平均で は30万 ドルであ ったが、1984年 では12.6万

ドル。現在 はイギ リスの会社 との契約に基づいて 「世界の指導者 」 シリーズ とい う切

手を販売 して いる。③ ツヴ ァル にとって、 出稼 ぎ者の送金 も重要な外貨収入源で ある。

主な 出稼ぎ先 はナウル、次 いで外国漁船 の乗組員、 その他 にキ リバス、オース トラ リ

ア、 フィジーで あり、送金業務 はツヴァル ・ナ シ ョナル ・バ ンクが行 ってい る。 ツヴ

ァルの人 々は勤勉で有能 であるとされているが、今後 とも出稼 ぎ先を太平洋の近 隣諸

国に確保で きるか否か、 その多 くはオース トラ リア、ニ ュー ジラ ン ドをは じめ とす る

太平洋の主要国の経済動 向、景気 に左右 され よ うσ④漁業関連収入 はツヴ ァルの排他

的経済水域(EEZ)は 独立後 の1979年 に設定 され、その面積 は90万 平方 キロと広大

である。漁業関連収入 は、魚の販売、外国漁船の入漁料収 入に大別 される。漁業は ツ

ヴァル国家漁業公社 によって管理 ・運営 されて いる。 日本政府の援助で提与 されたマ
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グロ漁船(テ ・タウタイ号)が フィジーの漁業公社(イ カ ・コーポレー ション)の 協

力で操業 してきたが期待 されたよ うな成果 は得 られなか った・近年では・南太平洋で

漁業を基幹産業 にまで成長 させて いるソロモ ン諸島の協力 ・指導を得て・漁業振興を

目指 して いる。近 い将来 にはフ ィジー市場への魚 ・水産物 の輸 出を実現 したい として

いるが、漁業関連施設の整備 ・充実等の課題があ る。当面、期待 され るが200カ イ リ

の排他 的経済水域で操業 す る外国漁船の入漁料であ る。 これ まで にも韓国・台湾・ ア

メ リカか らの入漁料収入 を手 に してい る。またソ連 もツヴ ァルのEEZで の操業 を希

望 しているが、入漁料額 の交渉で合意には到 っていない。いずれ にせよ・外国漁船の

入漁料収入は各国 との交渉 によ りその額にはか なりの変動 があるが・ ツヴ ァルに とっ

て極めて有力 な外貨獲得手 段であることは明 らかであ り、 ツヴ ァイル政府の期待 も大

きい。

以上のほかに外貨獲得のための産業 と して手工芸品の製造 ・輸 出があ る。 これまで

にも手工芸品の輸 出が行われた ことはあ る。 しか し、 その品質 の良 さは知 られてい る

ものの、量産化 は困難であ る。また観光客誘致 による外貨収入増 も空路、 ホテルをは

じあとする施設の不備等 によ り、当面期待出来 ない。

第4、 ツヴァルの貿易構造 は大幅な輸 出超過 である。 また国家規模、経済規模が小

さいため、国家収入 もきわ めて限 られて いる。 しか もその国家支 出の大半が ツヴァル

政府、関連機関の公務員給与支 出である。主な輸入品 と しては食料品(肉 、米、砂糖 、

乳製品、 コー ヒー等)、 鉱物燃料、工業製品 ・機械類等で あり、人口増 にともない食

料品の輸入増傾向が続 いて い る。食料 品の輸入価格 は、 国際価格(海 外価格)の 変動

を直接 うけ る。

ツヴ ァル政府の政府収入 の主 な もの は、入漁料の ほかに直接税 と して徴収されて い

る所得税、会社税(法 人税)、 販売税、間接税 として徴収 されてい る輸入関税、 その

他に貨物 ・輸送関係収入であ る。税収の増加 も私企業、市場 の狭 さによ り期待できず、

わずかに石油会社、 ツヴ ァル国立銀行が例外的で ある。 また、ツヴ ァル国立漁業公社

も将来的は有望 である。首相以下国家公務員の給 与水準 も他の太平洋諸国に比較 して

低 く、所得税の増加 も期待す るのは困難 であ る。ちなみ に、1986年 の所得税納入者約

500人 の うち、実 に400人 以上が公務員給与所得者であ った。 これ は、 まさに国家経
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済が公的部門にのみ依拠 してい ることを物語 っている。

② 国民経済の実態

ツヴァルを訪問す るには、マー シャル諸島のマ ジュロとフィジーの ナンデ ィーを週

二回往復す るマー シャル航 空を利用す るのが現在唯一の方法で ある。それ以外 は不定

期の荷物船 で海路 よ りアプ ローチす る道を探 さねば ならない。 マーシャル航空の プロ

ペ ラ機が発着す るツヴ ァルの首都 フナフテ ィ環礁 は面積に して3平 方キ ロにす ぎず、

弓上の陸地 は最大幅で百数十 メー トル、最小幅数 メー トルが20キ ロほど細長 く続 いて

いるだけである。全島で数 台の車。二階建 ての家屋 は見 ることがで きない。工場地帯

の機械音 や煙突 は見 られず、夜 になると街 の中心部だけには電気が ともる。青 く澄 ん

だ海 と、 ど こまで も続 くヤ シ林が、 ツヴァル最大の人口密集地 フナフテ ィの全景であ

る。

ツヴ ァル国土には、 この他 に8島(環 礁)あ るが、 その内1島 は無人で ある。国単

位で見れ ば、おそ ら くここは最 も文明か ら隔絶 した ところか も しれない。人 々の大半

は非貨幣経済、っま り自給 自足生活を営んで いる。そのため、生活水準を経済指標 に

よ る統計数字を もって、他国 と単純比較す ることは難 しい。

首 島の フナフテ ィと国内最 大の島ヴ ァイアプの2島 は貨幣経済 下にあるが、 その他

にはほ とん ど市場価格 とい うものが存在せず、人 々は昔 なが らの伝統的暮 しを続 けて

い るので ある。国民経済 におけ る国内総生産(GDP)値 が算出されて はいるが、 こ

れを もって人 々の暮 しの実態をすべて推察す ることがで きない所似であ る。

それで もまず、統計数値 によるGDPを 表2で 示 してみよ う。1985年 時のGDP総

額 は528.2万 ドル。 その内、54.5万 ドルが農 ・漁業分野の生 産で 占め られている。 こ

れ を基 に一人 当 りGDP値 を算出す ると約642ド ル(450米 ドル)に な る。数字的 に

はおそ らく、同 じ太平洋島興 国の西サ モアよ り高 いが、 この2国 を訪問 して比べれば、

西サモ ア人の生活 レヴェルが 高い ことは一 目瞭然 とな るだろ う。

この年のGDPの 内容 を分析評価 した政府 の報告書によれば、全GDP値 の約半分

にあた る258.3万 ドルは外国政府拠 出の開発援助 によ るものであ る。 これが ツヴ ァル

経済の構造 的特徴だ といえ よ う。海外援 助が数字上のGDPを 押 し上げて いる。さ ら
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に援助 の 中身 を検 討 す る と・約154・2万 ドルが 援 助 プ ロ ジ ェ ク トを推 進 す るた あ の雇

表2国 内総生産(GDP)

国 内 総 生 産 額

($A'000)

一 人 当 り 生 産 額

($A)

GDP内 訳%

農 業 ・

軽 工

建 設

サ

輸

①行政

漁 業

業

業

ビ ス

②貿易 ・ホテル ・食堂

入 税

1981

4,109

522

8.0

1.2

8.6

71.5

(43.2)※

(35.5)※

10,7

1982

3,302

407

6.8

1.4

10.9

69.6

(48.3)

(21.7)

11.3

1983

4,434

541

9.2

1.4

6.9

71.5

(44.0)

(23,5)

10,9

1984

4,947

602

9.9

1.7

7.0

70.0

(40.9)

(21.9)

11.4

1985

5,282

642

10.8

2.1

9.5

67.6

(44.2)

(11.1)

9.9

い外人への給与、人件費 と して支払 われ た。その他関連す る経 費を含めて、額面援助

金の82%が 海外に流 出 して しまうと見積 られている。 この通 りすぎるだけの額 を差 し

引いて再度一人当 りGDPを 算出す ると約454ド ル(318米 ドル)程 度にす ぎな くな

って しまうのであ る。

しか し、 この数字 もまた全 島の平均値 にす ぎない。貨幣経 済下 と非貨幣経済下 との

国内格差の実態を浮びあが らせ るには、 もう一歩分析 を進めなけれ ばな らないだろ う。

フナフティiこ次 いで貨幣経済が浸透 しているヴァイツプの面積は国内最大で(6平

方キロ)、 ここには農業関係 の政府事務所 も置かれている。唯一の国営農場、ハイス

クールもこの島にあ り、 フナ フテ ィと同様、雇 い外人を含 めた給与生活者が存在 して

いる。その他の島々には、現金収入 を保障す るみ るべ き産業が見あた らない。 このよ

うに、 ツヴ ァルの国民経済 は、 フナフティ、 ヴ ァイツプ、その他の三段階に分類 して

考えねばな らないので ある。

フナフテ ィは表3で 示 され るよ うに、一人 当 りの平均収入額 は650ド ル。他 に卓越
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表3 各島の現金収入源(1985)

Funafuti

Nanumea

Nanumaga

Niutau

Nui

Nukufetau

Nukulaelae

Vaitupu

Niulakita

現 金 収 入

総 額

(1人 当 り)

1,828,037

218,677

172,652

206,452

157,823

206,894

115,677

556,139

(651)

(249)

(257)

(228)

(261)

(298)

(367)

(452)

(一)

内 訳

給 与 等

(1人 当 り)

1,750,000

67,597

40,058

67,597

50,072

87,626

40,057

272,892

(623)

(77)

(60)

(75)

(83)

(126)

(127)

(222)

組合分配金

(農産物収入)

(1人 当り)

0

5,820

5,180

4,983

4,639

5,817

3,296

12,789

(

(

(

(

(

(

(

7)

8)

6)

8)

8)

10)

10)

コ ブ ラ

(1人 当り)

0

11,420

29,203

15,364

21,579

2,602

13,733

51,163

(

(

(

(

(

(

(

13)

43)

17)

36)

4)

44)

42)

工 芸 品

(1人 当り)

23,828

5,056

4,151

4,016

4,343

453

441

395

(

(

(

(

(

(

(

(

8)

6)

6)

4)

7)

1)

1)

8)

送 金

(1人 当り)

54,209

128,784

94,060

114,492

77,190

110,396

58,150

218,900

(19)

(147)

(140)

(127)

(128)

(159)

(185)

(178)



した現金流通社会 とな っている。だが・ この島で もヤ シの実の 自家消費・ リーフ漁獲

な ど、若干の 自給部分があ る・数値を実態値 に近づけ るには・ この部分で も加算 しな

ければな らないが、 フナフテ ィで は一人当た り15ド ル・その他 は60ド ル程度が自給部

分だ と見 られ る。 それを単純加算す るとフナフテ ィ人の所得 は665ド ルにな る・ 自給

生産による収入額 を全国平均 でみる と約25%・ 現金に換算 して44.5万 ドル と見積 られ

て いる。

第二の島ヴァイツプ は、 自家生産収入が他の島 に比べて高 い・ これは島の土地が肥

沃であ るとともに、 島周辺が好漁場 になってお り、生産性 が高 いか らである・また、

政府機関が3っ もあり、そ こで働 く者の給与に加え、海外 か ら送金 され る現金 も少な

く、現金収入の一人平均は約450ド ルにな る。 これ に、 自給部 門の離島平均見積 り額

60ド ルを加え ると一人 当た り510ド ルで首島フナフテ ィの水準 に近づ く。

その他の島 々にお ける現 金収入の最大の ものは海外か らの送金で ある。離島6島 の

一人当た り収入 は258ド ル、 これ に自給分を加えて320ド ルである。

ツヴァル各島の所得額 は以上 のよ うに見積 られ るが、前述 したよ うに、これ らの数

字 には通過す るだけの名 目上 の額が含 まれているので、その分 を差 し引 いて実態 に近

づ けると次の如 くになる。

表4一 人当り国民所得(1985)

単位:A$

フ ナ フ テ ィ

ヴァイツプ

その他6島

名目値

665

510

320

実態値

444

340

214

収入の実態値を数字で示す と以上のよ うになるが、実際の生活 レベルはこれだけで

表わす ことはで きない。 国民 は日常生活 において生 活水準を さ らに低 く見なければな

らない諸要因に直面 してい る。 それ らは次のような ことで ある。

1)飲 料水の供給 システムが極度 に悪い こと。基本的には天水 に依存 している。

2)離 島への運輸 システ ムの不備。貨物運送用の小型船が島峡 間を運航 してお り、人
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の移動 もこの船を利用す るこ とになるが、不定期のため、人的往来 も思 うにまか

せない。

3)フ ナ フテ ィの医療施設の低水準。重病 は国内処理がで きないため、空路で フィジ

ーな どに出なければな らない
。

4)医 療、健康管理サー ビスの劣悪。 中央 フナフテ ィの医療水準に準 じて、離島での

医療事情 はさ らに悪 くなってい る。

5)市 場物質の不足。スケール ・メ リッ トが ないため、首都 に入航 する荷物船 隻 も限

定 され るため、マーケ ッ トに品物 がな くなり、現金が あって も購入で きない とい

う事態が しば しば発生す る。

このよ うに、人の暮 しぶ りは現 金の量だ けか ら貧富の差異を論 じることは必 ず しも

で きない ことを指摘で きるだ ろう。 その ことは同時にツヴァル人 の昔 なが らの生活を

単純 に貧 しい状態 と言 い切 ることもまた、大い に議論の余地 があるところだが、 ここ

ではその問題 には踏 み込 まず、近代国民国家 とい う枠 内におけるツヴ ァルの位置 を探

るとい う目的 にもど り、先に進 む こととす る。

① 小規模産業

国内にあ る農業にはタロイモ、 サ トウキ ビな どの若干の農作物が栽培 されて いるが、

珊瑚土壌 と塩害のため多 くは期待で きず、 ほとん どが 自家消費用で ある。その中で も

唯一の商品農産物 となってい るのが ヤ シか ら生産 され るコブラであ る。

コブラ生産は台風等の 自然条件の影響を受けやす いこと、国際価格の変動幅が激 し

いことな どの理 由か ら生産量 の変動幅が大 きい。表 は過去数年 にわた るコブラ生産量

を示すが、1984年 には680ト ンあ った ものが87年 には10%以 下へ と落ち込んで いる。

コブ ラの生産 ・販売を管理 しているの はココナ ッツ協同組合で、生産拡大 のためのプ

ラ ンテイ シ ョン事業を推進 して いる。

表5コ ブラ生産量

(単位:ト ン)

年

生産量

1982

243.3

83

233.5

84

680.0

85

333,2

86

239.0

87

64.0

88

89.0
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魚以外の タンパ ク源摂取 のために・かな り以前か ら庭先で鶏や豚 を飼育 していたが・

近年 これ らの商業化 も試み られて いる。政府 は鶏肉・鶏卵の輸入 に60%の 高輸入税 を

課 し、養鶏業の育成を企 っている。豚 ・鶏 とも飼育数は増加傾 向にあ る。 しか し・ こ

れまで はコブラや家庭残飯を飼料 とす ることがで きたが・多頭飼育 にすると輸入飼料

の購入が必要 とな り、飛躍的伸びを期待す ることはで きない。

上記の2種 の ほか、 ヴ ァイツプで は養蜂が行 われてお り・ これは将来の輸 出商品 に

育てたいと政府 は力を注 いでい る。

表6家 畜数の推移

種類 年

豚(頭)

鶏(羽)

蜂 蜜(kg)

84

7,882

16,222

62.5

85

9,138

21,015

804.8

86

9,113

22,512

1,030,1

87

8,200

23,836

698.5

88

8,134

24,560

832.5

89

11,231

30,649

568.5

出所:政 府未公開資料(ジ ェ トロ貿易市場シリーズ304)

② 現 金消 費

離 島 にお け る ツヴ ァル 人 の 現 金 消 費 の 内容 は、 きわ あて 単 純 で あ る。 ほぼす べて の

消 費 は組 合 を通 じて行 われ て い る。1984年 で は総 額 で1,195,542ド ル、 一人 当 りに し

て222ド ル で あ った。 そ れ以 外 の 現 金消 費 は196,010ド ル 、 一 人 当 り36ド ル。 主 な る

諸費 は次 の如 くで あ った。

表7消 費品目 ・消費額(1984)

単 位::A$

食 料

金属 ・機械

繊 維

燃 料

1人 平均

112

74

9

26

最高値(島 名)

132(ヌ クフ ェ タ ウ)

97(ヴ ァ イ タ ブ)

15(ナ ヌ マ ガ)

64(ヴ ァ イ タ ブ)

最低値(島 名)

86(ニ ラタ ウ)

62(ヌ イ)

4(ナ ヌ メ ア)

10(ナ ヌマ ガ)

出 所:TuvaluTrustFundAppraisalStudy,1986
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③ 政府 財 政 と外 貨 流入

1986年 の政 府 歳 入 は381.1万 ドル だ ったが 、 その うちの22%、83万 ドル が イ ギ リス

の 財政 援 助 で 占め て い る。 表8で 示 され る その 他130.4万 ドル の 内訳 は入 漁 料、 ラ イ

セ ンス料21.8万 ドル 、 サ ー ビス収 入108.6万 ドル で あ る。

表8政 府財政収支1980-86

(単 位A$'000)

項目 年

収 入

①税 収

②利息 ・配当

③援 助

④その他

支 出 総 額

④現金支出

④給与等

⑧行政費

◎サービス

⑪資本支出

赤 字 額

1980

2,807

697

872

804

430

n,a.

2,786

1,375

847

564

n.a.

n.a,

81

3,557

661

921

1,388

586

5,343

3,163

1,401

1,119

643

2,180

1,786

82

3,310

705

906

951

750

4,969

3,097

1,440

1,117

545

1,872

1,659

83

3,283

703

529

1,002

1,048

3,930

3,285

1,563

1,041

681

645

647

84

3,569

891

446

1,060

1,160

4,536

3,512

1,735

1,191

586

1,024

967

85

3,706

837

277

969

1,586

4,800

3,919

1,759

1,256

904

881

1,094

86

3,831

1,055

572

900

1,304

n.a.

3,971

1,868

1,198

905

【1.a.

n.a.
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表9政 府 開 発 支 出 の 推 移

(単位:A$1,000)

年

経 済

農

漁

商

社 会

教

業

業

業

育

保 健 ・衛 生

社 宅

社 会 秩 序

文化社会開発

社会資本

運 輸

通 信

エ ネルギー

上 下 水 道

環 境 保 全

行 政

1981

162

854

108

1,124

691

187

304

2

11

1,195

1,096

46

48

5

156

392

1,743

4,062

1982

105

976

128

1,209

472

30

88

6

141

737

652

106

507

95

106

711

2,177

4,123

1983

169

132

44

345

532

43

115

7

13

710

463

89

57

92

313

485

1,499

2,554

1984

256

438

91

785

645

13

92

87

25

862

416

529

120

31

138

2,420

3,654

5,301

1985

257

355

70

682

1,129

141

'33

169

10

1,482

386

42

214

104

98

523

1,367

3,531

1986

310

442

83

835

831

182

65

183

54

1.315

706

53

668

34

485

670

2,516

4,666

1987

196

336

155

687

1,255

249

111

163

15

1,793

3,204

152

167

24

258

1,153

4,958

7,438

累 計

1,455

3,533

679

5,667

5,555

845

808

617

269

8,094

6,923

1,017

1,781

385

1,559

6,254

17,914

31,675

シ ェア

(%)

4.6

11.2

2.1

17.9

17.5

2.7

2.5

1.9

0、9

25.5

21.9

3.2

5.6

1.2

4.9

19.7

56.6

100.0

(出 所)Annua正Account
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一方
、同年の支 出は397.1万 ドルで、資本支出等 を勘定に入れな い単純 バラ ンスで

も14万 ドルの赤字 を出 してお り、外国援助の必須性 を示 している。 しか し、現在 イギ

リスか ら拠 出されてい る財政援助 は独立時 の取 り決 めによるもので、1996年 には援助

が終 るこ とにな ってい る。

これ までの検討 で も充分明 らかなよ うに、政府財政 とい う公 的部門の生産にほとん

どを依存す る経済構造 だけに、仮 に この部分が存在 しなければ島の生活 は伝統 的な非

貨幣経済だけの世界に とどまり、海外か らの製品輸 入 も成 り立 たない。っま り、今後

とも国民国家の体裁を整 えなが ら経済、社会 を成立 せ しめ るには、外部か らの安定的

な貨幣流入の確保をいかよ うに求め るかが重大 な鍵 となる。ツヴ ァル信託基金創設の

必要性 はまさに この点を解決す るたあの試 みだ ったので ある。

次 に、統計上 の外貨勘定 を表10で 示 して みる。役務収支の赤字 は雇い外人の給与、

その他国外 に流 出す る分 を表わ してい る。

表10外 貨の主要支出入状況

単 位A$'000

貿 易 収 支

役 務 収 支

小 計

ODA・ 他 援 助

1983

一2
,076

-1
,318

一3
,394

3,889

1984

一2
,412

-1
,429

一3
,841

6,500

差 引 収 支 合 計 495 2,659

※表11に 示す貿易収支額 と数値が異なっているが、

これは統計の出所が違うため原資をそのまま利用

した。

(4)輸 出入 と外 国援助

表12で 明 らかなよ うに、統計上 に表われ る輸 出品 目は コブ ラ、切手、魚類の3種 類

であ る。

コブラは生産 が天候 に影響 されやすい うえに、国際価格変動が激 しく、収入 はきわ

めて不安定 に推移 して いる。切手収入 は'81年 にはきわめて好調 に収益 を上 げたが、
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表11輸 出入の推移

年

輸 出

輸 入

収 支

1980

127

3,147

▲3,020

1981

2,123

2,596

▲473

1982

853

2,890*

▲2,037

1983

770

2,961

▲2,191

1984

1,375

3,949

▲2,574

1985

526

4,126

▲3,600

1986

315

4,056

▲3,741

1987

131

4,949

▲4,818

(注)輸 出 入 と もFOB。*印 はTeTautai(船)及 び航 空 機 の 輸 入 を 除 く。

(出 所)Tuvalu,MOF(大 蔵 省),"InternationalTrade,EconomicDevelopment."

お よび 内部 資料 よ り作 成 。

表12主 要 品 目 別 輸 出 入

(単 位:A$1,000)

品 目

年

食 料 ・ 飲 料

鉱物性燃料及び化学製品

製 品,機 械 機 器

そ の 他

輸 入 総 額

コ

工

切

魚

プ

芸

ラ

品

手

類

輸 出 総 額

1981

904

535

1,035

119

2,596

25

2,098

2,123

1982

788

672

1,281

159

2,890

11

651

191

853

1983

973

617

1,171

200

2,961

61

454

255

770

1984

1,130

661

2,013

146

3,949

288

2

665

421

1,375

1985

1,222

720

1,980

204

4,126

146

2

372

526

1986

1,477

830

1,638

111

4,056

19

3

(293)

315

1987

1,513

899

2,287

249

4,949

16

0.4

(115)

131.4

シ ェア

(%)

30.6

18.2

46.2

5.0

100

12.2

0.3

87.5

100

(注)切 手 収 入 の86,87年 の 値 は 販 売 額 で 、85年 以 前 の 純 収 入 と は定 義 が 異 な る 。88年 は5万

9,000ド ル ま で に 低 下 して い る 。

(出 所)Tuvalu,"NationalDevelopmentPlanIV.","InternationalTrade1986."

"Q
uarterlyStatisticalBulletin1987(Oct-Dec)."及 び 未 公 開 資 料
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量産 しす ぎたため、稀少価値が薄れ世界市場 の切手マニアの興味を失 って しまい収益

は減少の一途をた どってい る。82-84年 に輸 出額 を記録 した魚類 は、 日本が無償提供

した漁船を フィジーの漁業公社 に委託 して漁獲高 を上げた ものであ り、 ツヴ ァル独力

での漁獲体制がまだ整 っていないため、その後が続 いていない。 こうした限 られた輸

出品 目に加えて、湾岸施設が不充分なたあに輸 出入品の積 出 ・入 が天候 に大 き く左右

され、それが原因で経費が一定 に保てない とい うツヴ ァルな らではの問題 もかかえて

いる。

こうした不利条件 を考慮 し、国連、 イギ リス、 ニュージーラ ン ドの合同経済研究チ

ームは、1985年 に前年 までの輸 出入実績を もとにツヴ ァル貿易の将来 を表13の ように

予測 した。 これ は年 間人 口増加率 を1.89%、 イ ンフ レ率を6%と 仮定 して算 出されて

い る。 これ によると輸 出入の赤字 は年 を追 うごとに増大するよ うにな るのは次表の と

お りで ある。

表13輸 出入将来予測

単位:A$

1984

1986

1992

輸出(FOB)

1,432,000

1,667,000

2,629,0000

輸入(FOB)

3,844,000

4,475,000

7,057,000

バランス

一2
,412,000

-2
,808,000

-4
,428,000

出 所:TuvaluTrustFundAppraisalStudy,1986

しか し、表11で 示され る85年 以降87年 までの実績見 ると、輸入額 につ いて はほぼ予

測 した通 りの推移が見 られ るが、輸 出にっいては微増 どころか大幅な減少額 を示 して

お り、 この分で はこれか ら来 る92年 の予測 も大 き く外れ ることは確実な気配で ある。

ツヴ ァルの経済構造を分析す るために直接役 に立つ ことはないが、 この項の最後 に

日本 との貿易関係を表14、15に 示 してお く。 日本の輸入 は最近で は87年 に若干見 られ

るだけであ る。輸 出 も少額だが82、89年 の突 出があ るのは、 この年 日本か らの船舶の

輸出があ ったか らであ る。
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表14日 本 の 対 ツ ヴ ァル 貿 易

単 位:US$1000

年 輸 出 輸 入 収 支

198122-22

821,542-1,542

839-9

8431229

8529-29

869-9

87771958

8823-23

891,560-1,560

(出 所)大 蔵 省 「通 関 統 計 」

外 国 の 援 助

外 国 の 援 助 に 依 存 す る こ の 国 は 、 独 立 以 来 イ ギ リ ス 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー ジ ー

ラ ン ドな ど の 各 国 や 国 際 機 関 か ら も 様 々 な 援 助 を 受 け て き た 。 そ れ ら は 表16に 示 す と

お り で あ る 。

表15日 本 の 対 ツ ヴ ァル 輸 出

(単 位:1,000米 ドル)

品 目

総 額

工業 製 品

化 学 品

プラスチック製品

機械 機 器

エ ン ジ ン

金 属 化 工 機 械

船 舶

維 持 製 品

金 属 品

雑 製 品

釣 具

88年

金 額

23

23

8

6

10

5

5

89年

金 額

1,560

1.560

26

21

1,376

115

102

1,060

21

73

63

61

構成比(%)

100.0

100.0

1.7

1.4

88.2

7.4

6.6

68.0

1.4

4.7

4.0

3.9

伸び率(%)

6,550.3

6,550.3

234.3

274.7

3,178.2

1,093.3

1,059.3

(出所)大 蔵省r通 関統計』
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表16各 国の援助額

国

年

英 国

オ ー ス ト ラ リ ア

ニ ュー ジー ラ ン ド

日

力

西

ア

E

u

そ

合

ナ

ド イ

メ リ

E

ND

の

本

ダ

ッ

カ

C

P

他

計

1985

A$'000%

1,500-32,6

1,00021.7

55012.0

50010.9

501.1

250.5

1012.2

87519.0

4,601100.0

1986

A$'000%

2,113

735

929

100

130

84

658

345

472

38.0

13.2

16.7

1.8

2.3

11.8

6.2

8.5

5,566100.0

1987

A$'000%

3,723

863

1,451

25

74

214

120

558

410

50.1

11.6

19.5

0.3

2.9

1.6

7.5

5.5

7,438100.0

表17援 助額の対GDP比

項 年

対GDP比

政府支出に占める率

1人 当 り援 助 額

1985

91

96

561

1986

邨 ●

663

1987

148

■ ■

876

単 位

%

%

A$ド ル

・ ・資 料 な し
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しか し、何 と言 って も最大の援助国は旧宗主国 イギ リスで・ 常に総援助額の50～30

%を 占めて きてい る。 イギ リスは国家財政 その ものを負担す る現金拠 出を主 としてお

り、 これに限っていえば1986年 実績で は財政援助の96%を 占めた。 しか し・イギ リス

の財政援助 は永久の ものではな く・独立 時の協定で1996年 に終 了す ることにな ってい

る。 ツヴァル信託基金が創設 され るに至 る経緯 は・近 い将来のイギ リス援助終了を見

越 して いた ことは、 これまで も指摘 したとお りある。

また、南太平洋の域 内国 として、ニ ュー ジーラ ン ド・オ ース トラ リア も恒常 的な援

助国で ある。 この2国 はいずれ もキ ャッシュでの支援ではないが・ツヴ ァル財政を基

本的に支えている。 表16に は示 されて いない89年 の実績で見 る英連邦3国 の援助割合

はニ ュージーラ ン ド17%、 オ ース トラ リア14%・ イギ リス28%と な り・全体の約60%

にな る。 しか し、 ここで もイギ リスの援助割合の低下が 目立 って いる。

表16で 見 られるように、86年 か らアメ リカの援助 が始ま った ことが注 目され る。 ア

メ リカは、 これまでオセアニ ア地域 は英連邦の内海 との認識 か ら自国施政下の米領サ

モア及び信託統治頷下にあった ミクロネ シア以外にはほとん ど援助を行わなか った。

その政策転換が起 こったのが85年 であ り、その翌年か ら極小国のツヴ ァルに も援助が

開始 されている。

主要2カ 国の援助の中身に目を転 じると、ニ ュージーラ ン ドは健康医療、教育プロ

グラム及び民間活動 を中心に、 きめ細かい援助を行 ってお り、住民一人ひ とりの援助

受領 感が強いのが特徴である。 オース トラ リアは行政計画や農漁業の プロジェク ト及

び教育分野に力を注 いで きて いる。オ ース トラリアの援助プ ログラムの内訳 を表18に

示 してお くが、オース トラ リア、ニ ュージー ラン ドの2国 は、雇い外人 と して行政府

内に人材を送 り込んでい るために全体の国家行政 を恒に把握 しなが ら、援助政策を検

討で きるとい う点で、密接度 が強いので ある。
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表18オ ース トラリアの援助プログラム

(単位A$000)

分野 拠出金

計画 ・行政

公 共 施設

農林 ・漁業

鉱 ・建設業

教 育

社 会 基 礎

1984-85

155

26

119

150

250

43

1985-86

136

20

235

40

462

25

1986-87

211

330

283

1987-88

170

280

316

日本 も金額 的には少 ないが これ まで2国 間ベースで は漁業 に関する無償協力 を行 っ

てきてい る。技術協力で は国際協力事業団が水産、行政の研修生を累計(88年)で9
も

人、海外 漁業協 力財 団が漁業1を 研修生 と して受け入れている。また、 これまでに3

人の水産の専 門家が派遣 されている。交換公文ベースの対 ツヴ ァル無償 は表19の とお

りである。

表19対 ツヴァル無償協力く交換公文ベース〉

(1988年12月 末現在)

(単 位:100万 円)

締結日

81.3,30

86.4,28

88.8.31

案 作 成

〔水産無償協力〕

漁業開発計画

漁業開発計画

漁業開発計画

金 額

400

158

107

備 考

出所:外 務省資料
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第三章 ツヴァル信託基金の構造 とその運用

1.信 託 基金 に関す る協 定

ω 総 説

「ツ ヴ ァル 国際 信 託基 金 に関 す る協 定 」(AgreementConcerninganInternational

TrustFundforTuvalu)は ・ツヴ ァル信 託 基 金 の設 立 及 び運 営 を規 定 した基 本 的取

り決 めで あ って、1987年6月16日 に ・ ツ ヴ ァル 政 府 並 び にオ ー ス トラ リア・ ニ ュー ジ

_ラ ン ド、 イギ リスの 各 援助 国 政 府 を 当事 者 と して調 印 され た 条約 で あ る・ ツヴ ァル

信 託 基 金 の構 造 と運 営 方法 を理 解 しよ う とす る際 に は・ まず この協 定 の諸 規定 を考察

す る こ とが不 可 欠 で あ る。

協 定 の 内容 に立 ち入 る前 に、 まず 協 定 締 結 に至 った沿革 ・ 並 び に この協 定 の 基本 的

性 質 につ い て簡 単 に触 れ る こ と と した い。

② 沿革

1978年 にツヴ ァル は、 イギ リスか ら独立 したが、独立後 もイギ リスはツヴ ァルに対

し、経常的財政援助を毎年継続 していた。 しか し、イギ リスはこうした財政援助を今

後際限な く継続す る意思のないことを表明 して いた。そ こで ツヴ ァル政府 は、1982年

にイギ リス政府に対 し、継続的財政援助 に代 わ る 「1回 限 りの援助」を提案 した。 し

か し、 イギ リス政府 はこの提案 を拒絶 した。 ツヴ ァル政府 は、同様な提案をニ ュージ

ーラン ド政府 とオース トラ リア政府 に対 して も行 ったが、や は り受け入れ られなか っ

た。

1982年 の提案 に先立 って、基金 設立の構想が検討 されていたが、 こう した手法は当

時と しては斬新す ぎて、伝統的な援助形態 とは全 く異 なっていたため に、援助国の理

解 を得 るには至 らなか った。

1984年 までに ツヴ ァル政府 は、「準備基金」(ReserveFund)の 手法 を考案 し、基金

構想を、よ り洗練 された もの に した。すなわち、 それはオース トラ リア、ニ ュージー
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ラ ン ド及 び イ ギ リスの 各 政府 が 拠 出金 を 出 して 「準 備基 金 」 を設 立 し、 そ の 運用 か ら

あが る毎 年 の 収 益 を ツ ヴ ァル政 府 の経 常 的 な財 政 赤字 補 填 に充 当す る とい う もの で あ

った。

ツヴ ァル 政 府 は、1984年 の 末 に、 この 提 案 を 非 公 式 に援 助 国 に もちか けた。 そ の後

数 カ月 間 、 ツ ヴ ァル の 原案 を修 正 す る ため の 多 くの議 論 が 行 われ た 。 この よ うな動 き

を経 て 、1986年 ま で に 、 オ ース トラ リア、 ニ ュー ジー ラ ン ド及 び イギ リスの3国 は、

基 金 設 立 に前 向 きな理 解 を示 す に至 った 。

正 式 な 基 金 設 立 案 の 策 定 に お い て は 、 国 連 開 発 計 画(theUnitedNations

DevelopmentProgramme,UNDP)、 ニ ュー ジー ラ ン ド政府 、並 び に イ ギ リス政 府 の

協 力 が あ った。

以 上 の経 緯 を経 て、1987年6月 に、 「ツ ヴ ァル 国 際信 託基 金 に関 す る協 定 」が ツ ヴ

ァル 、 オ ー ス トラ リア、 ニ ュー ジー ラ ン ド及 び イ ギ リス の各 政 府 に よ り調 印 され 、 基

金 の設立 を見 るに至 った。

{3)協 定 の基本 的性質

「ツヴ ァル国 際信託基金に関す る協定 」は、国 際法主体たる国家 を当事者 とす る合

意(国 際的合意)で あるか ら、言 うまで もな く、一種の条約であ る。条約 は、諸学上、

一般に 「立法条約 」(Lawmakingtreaties)と 「契約条件 」(contracttreaties)と

に分類され る。 「立法条約 」 とは、多数 の国家 に共通の国際法の規則 を定 める一般条

約の ことで、 当事者 の同一一方 向の利害 の一致、す なわち、 当事者の共 同目的 に基づ く

同一内容の意思 の合致か ら成 る条約をい う。一方、 「契約条約」 とは、 「法律行為条

約 」ともいい、 国家 間の異なる利害を調整す る条約で、当事者の逆 の方 向の利害の合

致、すなわち、異 なる目的を もった互 いに異 な る内容の意思の合致か ら成 る条約をい

う。本協定 は、援助国 と被援助 国とのあいだの異 なる利害 の合致を内容 としてお り、

以上の分類 に従 うな らば、契約条約に該 当す ると言え よう。

さらに、前述 の通 り、 当該信託基金 は、 「信託」 と言え ども、協 定の当事者 を国家

とす る条約であ るため、言 うまで もな く当該信託 は、特定の国の国内信託法 に服す る

もので はな く、協定第1条 にも規定 されてい るように、 「この信託基金 は、本協定の
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規定 に服す る。」その意味で・ この信託は・協定 内における自己完結 的性格を有す る

と言 うことがで きる。

2.信 託 基 金 の 目 的

当該信託基金の 目的は・協定第2条 に規定 されて いる。第2条 はまず・ 「当該基金

の 目的 は、以下に掲 げる諸 目的の ために・ ツヴ ァル政府 の経常的支 出の追加的歳入財

源 を提供す ることによ り・長期 にわ たるツヴァルの財政 的存続 に貢献す ることにある」

とした上で、以下の5つ の具体的 な目的を挙 げている。

{a}ツ ヴァル政府の経常的予算運営 におけ る・よ り大 きな財政的 自治の達成 を援助す

ること。

(b)ツ ヴ ァル政府が現状の社会的 イ ンプラス トラクチ ャー及 び社会的サー ビスの水準

を維持 または改善す る ことを可能 な らしめること。

(c)ツ ヴ ァル政府が外国か らの資本 開発及 び技術援助 を受け入れ、かっそれ らを効率

的に活用す る能力を高 めること。

㈲ ツヴ ァル政府が社会的 ・経済 的イ ンフラス トラクチ ャー及 びサー ビスの長期にわ

たる維持 ・運営 コス トに対応す ることを可能な らしめること。

(e)ツ ヴ ァル政府 による自国の経済 発展 の実現を援助す ること。

これ らの中で、 とくに、経常的支出の追加的歳入財源 の提供 を基本的な 目標 として

掲げ、 しか も、ツヴ ァル政府の財政的 自治 の達成を具体 的目標 の最初 に掲げている点

は、信託基金型援助の特色 をよ く表わ している と言え るであろ う。

3.信 託 基 金 の 基 本 的 構 造

信託 基 金 の細 部 にわ た る詳細 な解 説 に入 る前 に、 まず 当該 基 金 の 全 体 的 な基 本構 造

を示 す こと と した い。

まず 協定 第1条 、 第1項 は、 「本協 定 に よ り、 ツヴ ァル 信託 基 金(theTuvalu

TrustFund)と 称 す る国 際組 織(internationalorganisation)を 設 立 す る」 と規
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定 して い る。 さ らに第5条 、 第2項 は、 「本 基 金 は法 人格(juridicalpersonality)

を有 す る」 と規 定 し、 と くに、 契約 を締 結 す る能 力 、 動 産 ・不 動 産 を取 得 ・処 分 す る

能 力、 及 び 訴 訟 行 為 を な す能 力 を有 す る旨規 定 して い る。 こ う した権 能 の帰 属 主 体 は 、

あ くまで 基 金 そ の もの で あ る点 に注意 が 必 要 で あ る。

さ らに、 第8条 、 第2項 は、 「本基 金 の財 産 は、 理 事 会(Board)が 信 託 と して こ

れ を保 有 し、 か っ 管理 す る」 と規 定 して い る。

以上 の 規 定 か ら、 基 金 の基 本 構 造 を 次 の よ うに観 念 す る こ とが で き る。 す なわ ち、

図1に 示 され て い る よ うに、 まず 信託 基 金 が 中央 に存 在 し、 これ が法 人 格 を有 す る。

図1

拠 出 国

(Contributor)

諮 問 委 員 会

(Advisory

Committee)

ツ ヴ ァ ル 政 府

(TheGoverment

ofTuvalu)

理 事 会

(Boardof

Directors)

信 託 基 金

(TrustFund)

監 査 人

(Auditor)

ファンド●マネジャー

(FundManager)

す なわち、権利 ・義務 の帰属主体 としての一個の国際組織を構成す る。そ して、その

機関 として理事会(BoardofDirectors)が その上に存在す る。理事会 は、受託者

として信託 財産た る基金を管理 ・運用す る、 という図式 であ る。信託法の学説でい う

な らば、当該 信託基金は、いわば信託財産法主体説的構成を有 して いると言え よう。

で は、なぜ このよ うな構成が採 られて いるのか。おそ らく、それ は基金を一個の法

人格 を有す る国際組 織 とす ることによ って、国際法上の法主体性 を付与す ることが、
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基金の対外 的諸活動を円滑化で きる とい う利点を もた らすか らで あろうと思われ る。

この ことと関連 して、協定第5条 ・第1項 が 「本基金の 目的遂行を可能 な らしめるた

め、各当事国 は基金に対 し・その領土 において本協定 に定める法的地位、特権 、並び

に免除を与え るもの とす る」 と規定 し・さ らに・同条・第3項 が 「本基金 は、いかな

る外国為替管理規制 ・制限・また はモラ トリアムか らも免除 され る」 と規定 してい る

ことは注 目に値す る。

以上の よ うに当該信託基金の基本 的構造を観念す るとした場合、次のよ うな素朴な

疑問が生ず るか もしれない・すなわち、一般の国内法上の信託の アナロジーで見た場

合に、委託者 と受益者 は誰か とい う疑問であ る。協定 はこの点 にっいて明文 の規定 を

置いていないが、言 うまで もな く委託者 は資金の拠 出金国たる協定当事 国であ り、受

益者はツヴァル政府 であると考 えるのが妥当であ る。ただ し、当該信託基金が条約 に

基づ く国際組織である以上、 例えば受益者 と受託者 との関係を国内信託法 におけるそ

れ と全 くパ ラレルに捉え ることはで きない。後 に見 るよ うに、受託者 たる理事会の義

務 ・責任、あるいは、受益者たるツヴァル政府 の権利 が、協定の明文上 あまり明確に

規定 されていないが、 これ は、国際援助機構 と しての当該基金が うま く機能す る限 り

においては、一般 の信託関係 に見 られ るよ うな受益者 ・受託者間の緊張関係は、本来

想定す る必要性が乏 しいか らで あると考 え られ る。 しか し一般の信託 関係に見 られ る

ような紛争が生 じる可能性 もあるため、協定 は このよ うな事態に備 えて紛争 処理方法

と しての仲裁 に関す る規定 を置いてい る。(第27条)仲 裁 については、後述 する。

当該基 金に関与す る当事者 について の詳細 は、後 に詳 しく述 べるが、 まずそれに先

立 って、図1に 即 して各 当事者の基本的役割を概説す ることによ って基金の全体構造

を示す こととす る。

まず理事会は、後述の よ うに、各 当事国の代表者 たる理事 によって構成 されている

(第6条 、第2項)の で、彼 らは本来、財産運用 のエキスパー トではない。 そこで、

図1の 右端にあるファン ド・マネ ジャー(FundManager)が 置かれて いる。 ファン

ド・マネジャーは、投資運用の専門家であ って、いわば受託者た る理事会の 「代人」

(日本信託法、第26条)の ごとき地位 に立つ と言えよ う。

さらに、 ファン ド・マネ ジャーをいわば監督す る存在 として、監査人(auditor)が
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置かれてい る。監査人 は、定期 的にファン ド運用のパ フォーマ ンスを理事会 に報告す

る仕組みにな って いる。

一方、図1の 左側の ツヴ ァル政府の上 に諮 問委員会(AdvisoryCommittee)が 置

かれている。 これ は、理事会 に対 して助言 を行 う機関 とい うよりは、 む しろツヴ ァル

政府に対 して助言を行 い、かっこれを監督す る ことを主な任務 とす る機関で あること

に注 目す る必要が あろ う。

以上 で基金の全体構造 に関す る概略的な説明を終え、次に各個別機 関につ いて詳 し

く見てい くことと したい。

4.理 事 会

n}総 説

理事会 は、当該 信託基 金の受託者(協 定第8条 、第2項)と して、本 スキー ム全体

において中心 的な地位 を占める機関であ る。協定第6条 、第4項 は、 「当該基金に関

す るすべての権限は、理事会 に属 し、理事会が これを行使す るものとす る」 と規定 し

てい る。

② 理 事 の 構 成

協 定第6条 、 第2項 は、理 事 会 の構 成 メ ンバ ーた る理事(Director)に つ いて 規定

して い る。 理 事 は、 次 の3種 の もの か ら構 成 され る。

(a)ツ ヴ ァル 政 府 に よ って任 命 され た1名 の理 事 。当該 理 事 が理 事 会 の 議 長(Chairman

oftheBoard)を 務 め る もの とされ て い る。現 在 は、ツヴ ァル の 副首 相 兼 大 蔵 大 臣

で あ るセル カ氏(Dr.A.K,Seluka)が この ポ ス トに就 任 して い る。

(b)ツ ヴ ァル以 外 の原 当事 国(す なわ ち 、 オ ー ス トラ リア、ニ ュー ジー ラ ン ド及 び イ

ギ リス)に よ って、 任 命 され た各1名 の理 事 。

以 上 、 ツ ヴ ァル の 代表 理 事 を含 め た合 計4名 が現 在 の 理 事 会の 構 成 メ ンバ ー で あ る。

しか し、 将 来 の新 た な拠 出国 の増 加 を 想 定 して 、協 定 は次 の よ うな 規 定 を 置 いて い

る。
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(c)「 原 当事国によって任命 されたすべての理事 の過半数の賛成 により・理事会が決

定 した金額以上の拠出を基金に対 して な した その他の 当事国によ って任命 された各

1名 の理事」現在の ところ・ この規定 に該当す る理事 は存在 しない。

なお、理事が何 らかの理由で理事会 に出席す ることがで きない場合 には、当該理

事を任命 した当事国は代理理事(AlternativeDirector)を 任命 し、理事会に出

席 させ ることがで きる。(協 定第6条 ・第3項)

(3}理 事 会 の権 限 と機 能

前 に も述 べ た よ うに、理 事 会 は基 金 の受 託 者 と して 、 中心 的 な地 位 を 占め る機 関 で

あ って、 基 金 のす べ て の権 限 は、理 事 会 に帰 属 す る と と もに、理 事 会 に よ って行 使 さ

れ る。(協 定 第6条 、第4項)

理 事 会 の主 た る機能 は、 以 下 の3点 に集約 され る。(協 定第6条 、 第5項)

(a)基 金 の運 営 、 監 督、 及 び管理 。

(b)基 金 財産 の投 資及 び分 配。

(c)政 府及 び他 の 国 際組 織(internationalorganisation)と の 協 定(agreement)及

び取 り絡 め(arrangement)の 締 結 の 授権 。

(a)と(b)は 、 基 金 の受 託 者 と して の 本 質 的 な機 能 で あ り、一 方 、(c)は 、1個 の 国 際組

織 た る当該 基 金 の代 表 機 関 と して の 機 能 で あ る。

(4)理 事会の定足数 ・決議方 法 ・その他

理事会は、必要 かっ合理 的な召集通知 のなされ たときに開催 され る。(協 定 第6条 、

第7項)理 事会の定足数は、理事 もしくは代理理事の3分 の2以 上 の出席が必要 とさ

れる。(協 定第6条 、第8項)協 定第6条 、第9項 は、理事会の決議方法 について、

次の ように定めている。すなわ ち、 「本協定の別段の定 めがあ る場合を除いて、議案

は・理事会 に出席 し、かつ投票す る理事 または代理理事 の過半数 の賛成 によ って可決

され る。」議長は審議権のある投票権(deliverativevote)を 有 し、単純多数 が要求

され る場合 において賛否が同数の ときは、決定票(castingvote)を 投ず る権利を有

する。
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以上 に述べた理事会 の構成及び決議方法 などの仕組みか ら、被援助国 たるツヴ ァル

は、理事会の議長国で はある ものの、理事 の過半数が援助 国側 によ って占め られてい

るため、基金 の意思決定機関で ある理事会 におけるツヴ ァルの発言権 は、極 あて制限

されてい ると言え る。援助国側 は、援助 資金 を基金 に拠 出 した後 も、 これに対す る管

理 ・運営にっいて は、実質的な コン トロールを継続 できる仕組 み となってい る点 に注

意す る必要があろ う。

なお、理事 はその職務 によって、基金か ら報酬 等を受 けることは許 され ない。(協

定第6条 、第6項)

また、理事会 は独 自に手続 に関す る規定 を制定す ることがで きる。(協 定第6条 、

第10項)

5.諮 問 委 員 会

(1)諮 問委員会の職務

協定第7条 、第1項 は、諮問委員会(AdvisoryCommittee)を 設置す る旨を定め

るとともに、 その職務 と して、次の2つ の事情 を規定 している。

(a)ツ ヴァル政府 に対 して、 ツヴ ァル経済 の発展、及 び当該基金の ツヴ ァルに与え る

社会的 ・経済 的効果 に関 して助言 をなす こと。

㈲ これ らすべての点 に関 して、最初の6カ 月経過後に中間報告 を、 さ らにその後 は

毎年1度 の報告を、 ツヴ ァル政府並 びに理事会 に対 して提 出す ること。

諮 問委員会 は、以上の職務 を遂行す るにあた って、当該基金元本の規模及 び基金収

益の規模 を と くに考慮 しっつ、ツヴ ァルの国家予算、年度会計及 び財源 について検討

し、かっ助言 を行 うことを要求されてい る。(協 定第7条 、第2項)

以上の規定か らわかるよ うに、諮問委員会の基本 的性格 は、理事会 に対 し助言 を行

う機関 というよ りは、む しろツヴ ァル政府 に対 してその財政運営 に関 し助言を行い、

実質的にツヴ ァルの財政運営 を理事会 に代わ って監視す ることを主 な任務 とす る機 関

であ ると言え よ う。 この ことは、基金収益の財政利用について、 ツヴ ァル政府の プ リ

ー ・ハ ン ドに委ね るので はな くて、援助 国側 は相 当程度の実質的介入権 を留保 してい
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ることを意味 して いる。

なお諮問委員会の委員は・定期 的にツヴ ァルを訪問す ることを義務づ け られている。

(協 定第7条 、第5項)

② 諮問委員会の構成等

諮問委員会 は、2名 もしくは当事国 によ って決定 され る人数の委員を もって構成 さ

れ る。(協 定第7条 、第3項)諮 問委員会の委員 は・すべての当事国の合意 に基づ い

て任命 されなければな らない・(協 定第7条 ・第3項)諮 問委員会の職務の重要性 に

かんがみて、協定第8条 、第9項 に定め られて いる理事会 の通常の決議方法(出 席 し、

かつ投票する理事 の過半数による可決)の 例外 とされている。諮問委員会の委員 は、

理事会の承認す る報酬及び費用 の支払いを受 ける ことができる。(協 定第7条 、第4

項)

6.基 金 財 産

基 金 財 産(resourcesoftheFund)は 、 次 の3っ の ものか ら構 成 され る。(協 定

第8条 、第1項)

(a)協 定第9条 に基 づ く当初 拠 出金 。(initialcontributions)

(b)協 定第10条 に基 づ く追 加 拠 出金 。(additionalcontributions)

(c)基 金 の運 営 、 そ の他 に よ り もた らさ れ る収 益 金 等 。

こ う した基 金財 産 は、理 事 会 が これ を信 託 と して 保有 し、 か つ管 理 しな け れ ばな ら

ず、 本 協 定 の 目的 ・趣 旨の た め にの み使 用 され な けれ ば な らな い。(協 定 第8条 、第

2項)

以 下 、(a)の 当初 拠 出金 、及 び㈲ の追 加 拠 出金 につ い て 、 まず 述 べ る こ と と したい。

7.拠 出 金

(1}当 初拠 出金
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当初拠 出金 は、当該信託基金の当初元本 とな る拠 出金で ある。協定第9条 、第1項

によ って、協定の原 当事国 は、それぞれ基金 に対 して次の金額の当初拠出をなすべ き

もの とされていた。

オース トラ リア:800万 ドル

ニ ュー ジーラン ド:1,000万NZド ル

ツヴ ァル:160万 ドル

イギ リス:850万 ドル

(協 定、付属規定)

なお、協定 は、原 当事国以外の国または国際組織 に対 して も、 当初拠出をなす途を

ひ らいて いた。すなわち、協定第29条 、第6項 は、次の よ うに規定す る。 「本協定が

発効 した後 において は、理事会の招へ いに基づ き、当初拠 出金に関す る事項 を含む理

事会 と合意 された取 り決 めに従 って、原 当事 国以外 の政府及び国際組織 も、本協定 に

加盟することがで きる。 」この規定 により第三 国または国際組織が規定 に加 盟する場

合 は、当該新規加盟国(ま たは国際組織)に っいては、 その加盟文書が交付されてか

ら30日 後 に、協定の効力が生ず るもの とされていた。(協 定第29条 、第7項)

以上の規定を受けて、協定第9条 、第2項 は、 「第29条 、第6項 の規定 に基づ き本

協定 に加盟す るその他の当事者 は、理事全員の承認の もとに理事会 とのあいだで合意

した取 り決 めに従 って、本基金 に対 し当初拠 出を行わなければな らない」 と規定 して

いる。

なお、当初拠 出金 は、 当該当事者 にっいて協定が発効 した 日か ら30日 以 内に、 自由

に交換可能な通 貨(freelyconvertiblecurrencies)に よ って現金かっ一括で支払わ

れ るもの とされていた。(協 定、付属規定)

② 追加拠出金

追加拠 出金 は、当該信託基金の追加元本部分を構成す る ものであ る。

現実のツヴ ァル経済に とって は、 この基金への追加拠 出に対するニ ーズは、極 めて

大 きいものが ある。本来、 この信託基金の設立 目的のひ とっが、 「外 国か らの資本 開

発及び技術援助を受 け入れ、かっそれ らを効率的 に活用 」 し、 また、 「社会的 ・経済
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的イ ンフラス トラクチ ャー及びサーヴィスの長期 にわ たる維持 ・運営 コス トに対応す

る」ための資金 を、 ツヴァル政府 に提供す ることにあ るとい う点は、前 に述べた通 り

である。 ところが、比較的規模 の大 きい開発 プ ロジ ェク トを実行に移すプ ロセスにお

いて は、そのプロジェク トが完成 し、稼働が開始 され、プ ロジェク トの果実がツヴ ァ

ルの国家歳入 という形で獲得 され るまでのあいだに、相当の タイムラグが存在す るた

め、 こうした開発 プロジェク トの遂行 が、 ツヴ ァルに とって経常的財政の大 きな圧迫

要因 とな りうる。 こう して生ず る経常 的財政赤字を借入金 によ って補填 す ることには

限度が ある。それゆえ、 こうした借入金 による財政 赤字補填を最小限度に抑え、財政

的安定を確保 しっつ開発 プロジェク トの遂行を可能 にす るためには、プ ロジェク トの

増加に見合 った信託基金元本の増加、す なわち追加拠金が必要 となるのである。

さらに、開発 プ ロジェク トが完成 し、稼動が開始 した後には、当該施設 ・設備 の管

理 ・補修 ・維持 のための コス トが必要 とな る。 こうした諸 コス トもまた、新 しい開発

プロジェク トの実行 に伴 い、不可避的 に生ず るコス トであ り、 当初よ り当該信託基金

の収益に よって補填 され ることが想定 されていた ものであ る。 したが って この面 にお

いて も、新規 プ ロジェク トに見合 った信託基金元本の増加(追 加拠 出)が 要請 され る

こととな るので ある。

協定第10条 は、 この追加拠 出にっいて規定 して いる。協定第10条 の認 める追加拠 出

の形態は、図2に 示 されてい るよ うに、 まず返還義務のない贈与(grant)と 返還義務

のある借款(loan)と に分 かれ る。借款 を受 け入れ るためには、理事全員の同意が必

要 とされて いる。(協 定第10条 、第1項)こ れ は、追加拠 出の原則的形態 は、返還義

務を伴わない贈与であ るべ きで あって、返還義務を伴 い、よって将来、基金の運営 に

影響を及ぼ しうる可能性のあ る借款の受 け入れ については、慎重を期す るとの考慮に

よる ものであろ う。

借款は さらに、図2に 示 されて いるよ うに、

(a)無 利息借款(interestfreeloan)

(b)期 限不確定無利息借款(interestfreesuspensorytermloan)

の2っ に分類 され る。(協 定第10条 、第1項)

(a)は、返済期限を明示 した通常の借款 であるの に対 して、㈲ は、返済期限を明示せ
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ず、基金側 に返済期限 に関す る選択権を与えた借款であ る。

図2追 加拠 出の形態

追 加 拠 出

(additional

contribution)

贈 与

(grant)

借 款

(loan)

無 利 息 借 款

(interestfree

loan)

期 限 不 確 定

無 利 息 借 款

(interestfree

suspensory

termloan)

以上に述 べたすべての形態 の追加拠出は、以下 に述べ る協定第11条 の拠 出条件に従

って、協定 当事国のみな らず、 その他の拠 出国等か らも受け入れ ることがで きる。

(協 定第10条 、第1項)た だ し、 当該追加拠 出を受け入れ ることが、基金の利益 に合

致 しない と基金が判断 した とき、 もしくは、 ツヴ ァルの利益 に合致 しないと基金が判

断 したときには、基金 はこの追加拠出の受け入れを拒絶す ることがで きる もの とされ

て いる。(協 定第10条 、第2項)追 加拠 出が基金及び ツヴァル政府 の利益 に合致 しな

い場合 と しては、例えば、協定 当事国 と敵対関係 にあ る第三国 によ る拠 出などが考 え

られよ う。

基金は、協定第10条 、第1項 に基づ き受 け入れ た借款債務 に関 し譲渡可能な(nego

tiable)、 もしくは移転 可能 な(transferable)証 書を発行す ることを禁止 されてい

る。(協 定第10条 、第3項)こ の規定 は、協定第10条 、第1項 において、借款の受け

入れ にっ き、理事全員の同意 を要す ると して いること及び同条、第2項 にお いて、基

金が追加拠 出者を選別す る権利 を与え られて いることに符号す るもので ある。 いかに
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借款債権者を制 限 して も、 もし借款債権 自体が譲渡可能であれ ば、 このよ うな制 限は

意 味をなさな くな って しま うか らであ る。 第3項 が禁止 してい る証書 は、借款債権が

証書 に化体 し、証書の交付を もって借款債 権の移転の効果を生ず る、いわゆる有価証

券 に限 られ るものではな く、およそ譲渡 ・移転可能 な借款債務 を基金が負担す ること

自体 を、第3項 は禁止 してい ると解すべ きであろ う。

協定第10条 、第1項 に規定 される無利息借款及 び期限不確定無利息借款 は、基 金に

とって極めて魅力 的な追加拠出である。10年 ない しそれ以上 の長期にわたるコス トの

かか らない資金は、 それ 自体 と して基金に安定 的な収益を もた らし、 唯一返還義務 を

伴 うとい う点だけを除けば、実質的に贈与型の拠 出 と変わ らない効果 を有す るものだ

か らである。

また、援助国サイ ドの立場か ら見て も、基金が借款型の拠 出を受け入 れることがで

きるとい うことは、国内の法令 ・政策 ・その他の事情 により贈与型の援助 を行 うこと

は困難 であるが、借款 として な ら可能 とい うタイプの援助国 にとって は、極 めて好都

合であろ うと思われ る。基金側 にとって も、 こう した援助国か ら拠 出を引 き出 しうる

チ ャンスが増大す るとい う意味 においてメ リッ トがあ るもの と思われ る。

しか し、無利息借款は上 に述べたよ うに、実質的 に見て ほとんど贈与 と変わ らない

拠 出形態であるため、今後新 たな援助国の拠 出を引 き出す トゥールと しては、援助国

の立場か らは、実施す るのに困難を伴 うもので あろう し、基金サイ ドにとって も、容

易 に追加拠出を引き出す ことので きない もので あろ う。そ こで、現在の協定の規定で

は認 め られていないが、低利息付の借款は将来検討 され るに値す る資金吸収 トゥール

であろ うと思われ る。借款 に低利 なが ら利息 を付す ることによ り、援助国側の拠 出に

伴 う障害を低 くす ることが可能 となるであろ うし、 それによ って、よ り大量の資金 を

基金は獲得す ることが可能 とな るであろう。 その場合の利率設定 は、2通 りの方法が

考え られ る。ひ とつは、低水準の国定利付 とす る方法であ り、いまひ とっは、信託基

金のパ フォーマ ンスまたは、 ツヴァル政府の受取配 当率を基準 として 、それ に連動す

る形の変動利付 とす る方法で ある。今後 は、追 加拠 出金の確保策 と して、 こうしたよ

り現実的な トゥールの開発が検討 される必要があ るもの と思われる。
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(3)拠 出条件

基金への拠 出は、あ くまで独立 した国際援助機構 と して の信託基 金への拠出であ り、

被援助国たるツヴァル政府への直接的な援助 を意味 しない。信託基金への拠 出である

以上、拠 出金の管理 ・運営 ・分配 は、基金が独 自に処理すべ き問題 であって、援助 国

が介入すべ き問題で はない。 この ような前提 に立 ち、協定第11条 、第1項 は、 「拠 出

は、当該基金の 目的遂 行のためにな され なければな らず、 その使途 に関 して、それ以

上の制限を受 けることはない」 と規定 して いる。拠 出 ごとに、その使途 に関 して援助

国か ら注文がつ くとい うことになるな らば、信託基金型援助 と した根本的意義を失墜

させて しま うことにな りかねないか らであ る。逆 に言えば、 そ うした援助国側の発言

権を、信託基金 とい う装 置をスルーさせ ることによって切断 し、被援助 国にとって最

も望ま しい援助を実現 す ることを理想 とするのが信託型援助の本質的性格 なのであ る。

その意味において、 この規定の もつ意義 は、極めて大 きい ものが あると言 えよう。

拠 出金 は、協定第10条 、第1項 に基づ く借款を返済 す る場合を除いて、原則 と して

拠 出者に返還 されない。(協 定第11条 、第1項)ツ ヴァル以外の協定当事国 は、任意

に当該協定か ら脱退す ることがで きる。(協 定第24条 、第2項)し か し、その場合に

は、脱退国は既 に拠 出 した拠 出金の返還 を求 めることがで きない もの とされて いる。

(協 定第24条 、第3項)

この規定は、援助国 は、本来 ツヴ ァル政府 を受益者 と して、信託基金に対 し拠 出金

を贈与的に拠 出 した以上、脱退 を理 由にその返還 を求め うるとす るのは不合理であ る

との考慮 に基づいて いる。

なお、 「原則 と して」返還 されないと述べ たのは、例外事由が存在す るか らである。

それ は基金の終了(termination)の 場合(協 定第25条)に おいて問題 とな るが、 この

点 について は、後述す る。

いったん拠 出をな した国は、将来 も引き続 き追 加拠 出をなす義務を負 うとい うこと

になると、拠 出国側 の援助意欲 を削 ぐことになりかねない。 しか も、そ もそも信託基

金型援助が考案 された動機は、援助国側が将来 にわた る継続 的な援助に難色を示 した

か らであ って、継続性のない 「1回 限 りの援助 」とい う性格 こそが、信託型援助の特

徴であるとさえ言 える。そ こで、協定第11条 、第2項 は、 「当該協定 に基づ く基金へ
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の拠 出は・協定 当事国 また は拠 出国が、将来更 に新 たな基金への拠 出をなすべ き義務

を生 じさせる もので はな く、または、そのよ うな黙示的意思を推定 させる ものではな

い」 と規定 して いる。 この規定 は、 ある意味で 当然の ことを規定 したにす ぎないよ う

にも思われ るが、上に述 べたよ うに、い ったん拠 出を行 うと継続的に拠 出を行 わざる

をえな くなるので はないか とい う援助国側の危惧を明確 に打 ち消すために、あえて明

文の形で設 け られた規定で あると言えよ う。

なお、1990年4月 現在 にお けるツヴ ァル信託基 金への拠 出国、並 びにその拠 出金額

は、表20の 通 りである。

表20拠 出国と拠出金額(1990年4月 現在)

拠 出 国 拠出額(単 位:豪 ドル)

ニ ュー ジー ラ ン ド

オ ー ス ト ラ リ ア

韓 国

ツ ヴ ァ ル

イ ギ リ ス

日 本

8,281,791

8,000,000

30,000

1,599,227

8,499,980

694,830

合 計 27,105,828

(出 所:TuvaluTrustFund)

8.フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャ ー

n}総 説

前 に述べたよ うに、理事会 は基 金の受託者 と して、基金の運営 ・監督 ・管理をなす

べき義務を負 うとともに、基金財 産の投資を行 う義務 を負 っている。(協 定第6条 、

第5項)

しか し、個 々の理事 は、 当事国政府 に任命 された政府 関係者である(協 定第6条 、

第2項)た め、投 資の専門家ではない。当該 信託基金 は、単 に財産の保存的 な管理を

行えば足 りるとい う性格の もので はな く、後 に述 べるよ うに、バランスのとれたポー

トフ ォリオを構築 し、高収益性 と安全性 とい う両方 の 目標の もとに、積極的 な投資運
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用 を 行 う こ とが要 求 され る.そ こで 実 剛 こ投 資 に携 わ る都 ・ 高度 の 専 門 的 ノ ウ'ハ

ウを 有 す るポ ー トフ ォ リわ マ ネ ジメ ン ト ・エ キ スパ ー トで な けれ ば な らな い・

公

表21ポ ー トフォリオの概要

投 資 対 象 時価(豪$)

共 債 12,687,550,00

その他の固定利付債 1,130,190.00

不 動 産 3,456,711,45

オ ー ス トラ リア株 式 7,853,566、28

そ の 他 の株 式 等 6,660,421.90

流 動 資 産 2,761,711.52

合 計 34,550,151.15

比率(%)

36,7

3.3

10.0

22.7

19.3

8.0

100.0

1990年1月 末現在

(出所:ウ エス トパ ック ・インベス トメン ト・マネジメント社、
ツヴァル ・トラス ト・ファンド・レポー ト)

以 上 の よ うなニ ー ズを 充 た す た め、 協 定 第12条 は、 フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャー(Fund

Manager)を 置 くこ とを 規 定 して い る。 す な わ ち、 理 事 会 は、 そ の決 定 す る条件 に基

づ い て 、 随 時、1人 また は複 数 の フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャーを 選 任 しな けれ ば な らな い。

(協 定 第12条 、 第1項)

フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャー の選 任 は義 務 的 か 、 そ れ と も任 意 か とい う疑 問 が 生 ず るが 、

「選 任 しな けれ ば な らな い(shall)」 と い う規 定 の 文 言 か ら判 断 して 、 選任 は義 務 的

で あ る と解 す べ きで あ ろ う。 当該 信 託 基 金 の運 用 に は、 高度 の ポ ー トフ ォ リオ ・マ ネ

ジ メ ン トの専 門 性 が 要求 され る点 を 考 慮 して も、 そ う解 す る のが 妥 当 で あ る。

理事 会 は、 基 金 の 日常 的 な管 理 責 任(responsibilityforthedaytodayadmini

strationoftheFund)を フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャー に委 任 す る(delegate)こ とが で き

る。(協 定 第12条 、第3項)

理 事 会 と フ ァン ド ・マネ ジ ャー との 関係 を どの よ うに解 す べ きで あ ろ うか 。 フ ァ ン

ド ・マ ネ ジ ャー は 、理 事 会 に対 して、 日本 信 託 法弟26条 に い うと ころ の 「代 人 」 的地

位 に立 つ と考 え て よ いで あ ろ う。 一般 に、 国 内信 託 法 にお いて は、 受託 者 は、 みず か

ら信 託事 務 を処 理 すべ き義 務 、 す なわ ち 自己執 行義 務 を負 うの が 原則 で あ る。(日 本
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信 託 法 弟26条 、 第1項;イ ギ リス信 託法 に っ い て は、UnderhilrsLawrelating

toTrustsandTrustees,13thed.,Article57参 照)し か し、 国 内信 託 法

にお い て も複 雑 化 した社 会 的 メカニ ズ ムの 中で 、受 託 者 が み ず か らす べ て の信 託事 務

を遂 行 す る こ とは困 難 で あ る と と もに、 と きに は その 信 託 事 務 の一 部 を他 人 に委 任 す

るほ うが 望 ま しい との 考 慮 か ら、一 定 の場 合 に 「代 人 」の 選 任 を認 め るのが 一 般 的 で

あ る。 こう した 「代 人 」 の選 任 が認 め られ る場 合 と して 、 共 通 に見 出 され る もの の ひ

とつが 、 「信託 行 為 」 の 中で 「代人 」の 選任 を許 した場 合 で あ る。(日 本 信 託 法 第26

条 、 第1項;Underhill前 掲 、Article57)本 協 定 も、「代 人 」 た る フ ァ ン ド ・マ ネ

ジ ャー の選 任 を 明示 的 に規 定 す る こ とに よ り、 受託 者 た る理 事 会 の 自己 執行 義 務 を 免

除 して い る もの と理 解 で き よ う。

現 在 、 理 事会 によ って 選 任 され て い る フ ァン ド ・マ ネ ジ ャー は、 オ ース トラ リアの

ウ ェス トパ ック銀 行 系 の シ ドニ ー にあ る投 資顧 問 会社 、 ウ ェス トパ ック ・イ ンベ ス ト

メ ン ト ・マネ ジ メ ン ト社(WestpacInvestmentManagementPtyLtd.)で あ る。

どの よ うな理 由 によ って 、 この 投 資顧 問 会 社 が フ ァン ド ・マネ ジ ャー に選 任 され る

に至 った か にっ いて は、 明確 な情 報 が入 手 され て い な い。 しか し、他 の 国 の投 資顧 問

会 社 で はな く、 オ ース トラ リア の投 資顧 問会 社 が 選 ば れ た理 由 につ いて は、容 易 に推

測 が 可 能 で あ る。 それ は 、 後 に述 べ るよ うに、 ツ ヴ ァル が独 自の 通 貨 を もたず 、 オ ー

ス トラ リア ・ ドルを 自国通 貨 と して 使 用 して い るた め 、 為替 リス クを負 わ な い た め に

は、 基 本 的 にオ ー ス トラ リア ・ ドル建 て の 資産 に投 資 す る こ とが 中心 とな らざ るをえ

な い。 した が って 、 オ ース トラ リア国 内 の投 資 につ いて最 も習 熟 した ノー ・ハ ウを有

して い るオ ー ス トラ リアの 投 資顧 問会 社 が選 任 され るの は、 む しろ 当然 とい うべ きで

あ ろ う。

フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャー は、 理 事会 の要 求 す る と ころ に従 い、 基 金 財 産 の価 額 、並 び

に そ の取 得 ・処分 に関 す る報 告 を行 い、 投 資パ フ ォー マ ンス に関す る検 討 結 果 を提 出

し、 か つ それ に っ いて 助 言 を な す もの と され て い る。(協 定第12条 、第4項)現 在 、

4半 期 ご とに、 ウ ェス トパ ック ・イ ンベ ス トメ ン ト ・マネ ジ メ ン ト社 は理 事 会 に対 し、

詳 細 な 運用 報 告 書(資 産 残 高 明 細書 と運 用 収 支 明細 書 か ら構 成 され て い る)を 提 出 し

て い る。
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フ ァン ド・マネ ジャーが職務 として基金の管理 を遂行す るにあた っての報酬、並 び

に費用 は、基金財産 の中か ら支弁 される。(協 定第12条 、第5項)

② 投資ガイ ドライ ン

理事会 は、フ ァン ド・マネ ジャーに対 して、 日常 的な投資に関す る権限を委任 して

いるのであ るが、 しか し、全 く全面 的にその権限を一任 しているので はない。協定 は

フ ァン ド・マネ ジャーが投資につ いて遵守 すべ きガイ ドライ ン(指 針)を 、理事会が

あ らか じめ設定 してお くことを要求す る。基 金財産 の投資運用 に関す る裁量 を、全 く

全面 的にフ ァン ド・マネ ジ ャーのフ リー ・ハ ン ドに委ね るな らば、 当該援助基 金の目

的にふ さわ しくない結果が引 き起 こされ る危 険性が生 じかねない ことは、容 易に想定

され るところであ り、 この ような リスクを予 防的に回避す るためには、 ファン ド ・マ

ネ ジャーの投 資行動 に対 して、 あ らか じめ一定の枠 をはめて お くことが必要 とな って

くる。以上のよ うな考慮 に基づ き、協定 は規定 を設 けてい るので ある。

表22オ ーストラリア株式投資の産業別内訳

投 資 対 象 比率(%)

鉱 業(金 属)

鉱 業(エ ネルギー)

不 動 産 ・ 建 設

化 学 ・ 製 紙

銀 行 ・ 保 険

小 売

運 輸

マ ス コ ミ

その他 のサ ー ビス

12.2

16.1

14.5

5.5

24.1

6.2

10.2

1.4

9.8

合 計 100.0

1990年1月 末現在

(出所:鵠 ∫づ澁 誇 ㌶ 鳴 ぶ .
フ ァ ン ド ・レポ ー ト)

協 定 第12条 、第2項 は、 次 の よ うに規 定 して い る。r理 事 会 は、 フ ァン ド ・マネ ジ
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ヤーが遵守すべ き投資ガイ ドライ ン(investmentguidelines)を 制定 しなければな ら

ない。投資ガイ ドライ ンの制定 にあた って は、基金元本がバ ラ ンスのとれたポー トフ

ォリオ(balancedportfolio>に 投資され ることを確 保 しなければな らない。 」

この規定 に基づいて、理事会 は、次のよ うな投 資ガイ ドライ ンを定めている。 この

投資ガイ ドライ ンは、大 き く分 けて2つ の部分か ら構成 されて いる。 まず第一 に、基

金財産の投資運用に関す る基本的 目標を述べた部分 であ り、 いまひ とつ は、 この基本

的諸 目標を達成す るための具体的ガイ ドライ ン(指 針)に 関す る部分であ る。

投資運用の基本的 目標 として は、次の4っ の事項 が挙 げ られている。

(a)最 も高い年利回 りを達成す ること。

(b)為 替差損、元本割れを回避す ること。

(c)最 適な水準の流動性(liquidity)を 確保す ること。

(d)実 質価値の レヴ ェルにおいて、信託基金の価値を維持す ること。

これ らの基本的諸 目標 は、 ツヴ ァル政府への配当金の基礎 となる信託基金の年 々の

収益を確保 してい く上で、極 めて重要な意味を もっ もので あると言え よう。(a)は、 こ

の信託基金の運用が単に財産保存的 な消極 的投資を 目標 とす る ものではなく、 ツヴァ

ル政府への援助資金を生み出す ための積極 的投資を 目標 とす る ものであることを明確

に示 して いる。 さ らに(b}は、積極 的投資へ の過度の傾斜によ って、基金が元本割れを

生ず るよ うな ことが あってはな らず、基金 の長期 にわた る存続の観点 か らも、運用 に

おいて は、積極性 とな らんで安全性が重視 され なければな らないことを明示 して いる。

また(c)においては、年 々の ツヴァル政府 に対す る配 当の必要性 の観 点か ら、適度 の流

動性が確保 されなければな らない旨が指摘 されて いる。最後 に(d)において は、 「実質

的価値の レヴェル」 とい う概念が示されてい るが、 これ は、単に名 目的な利回 りの向

上を追求す るだけで は足 りず、基金が長期 にわた り存続 してい くべ き ものであ る点 を

顧慮 して、 イ ンフレー ションによる元本の 目減 りを考慮 に入れた 「実質価値」ベース

での元本 の確保を要請 して いるのである。 その結果 、基金の投資運用 に際 して は、イ

ンフ レ ・ヘ ッジを重視 したポー トフォ リオの構築が 要求 され ることになるので ある。

以上の基本的諸 目標を達成 するために、 フ ァン ド・マネ ジャーが遵守すべ き具体的

な投資 に関す るガイ ドライ ンが定 め られている。それは、次の8つ の事項で ある。
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(a)ポ ー トフォ リオ に組み込 むべ き株式等(equity)は 、世界の主要証券取 引所 に上

場 されている市場性の高い(highlymarketable)も のでなければな らない。

このガイ ドライ ンは、 まず、上 に述べた投 資運用 に関する基本的諸 目標 の うちの、

高利 回 りの達成及 び実質価値の確保(イ ンフ レ ・ヘ ッジ)と いう要請 に対応す るため

に、株 式投 資が容認 され ることを明 らか に している。そ うした上で、安全性確保の要

請並びに流動性確保の要請 を満たすため に、投 資対象を 「世界の主要証券取引所に上

場 されている市場性の高い」株式等 に限定 しているのである。

(b)任 意 の1つ の会社の発行す る株式に は、 その会社の発行済株式総数 の5%を 超 え

て投 資 して はな らない。

(c)任 意 の1つ の会社の発行す る株式には、 当該株式の購入時点において、信託 基金

の総額 の5%を 超えて投 資 して はな らない。

これ ら倒及 び(c)のガイ ドライ ンは、言 うまで もな くリスク分散のための具体的指針

であ る。㈲ は単一会社の発行済株式総数 に 占める取得株式量の制限で あ り、(c)は単一

会社 のポー トフ ォリオ全体 に占め る取得株式量の制限である。 リス ク分散の要請 は、

協定第12条 、第2項 が 「基金元本 は、バ ラ ンスの とれたポー トフォリオに投資 される

ことを確保 されなければな らない」 と明示 的に規定 していること、 さ らに、上に述べ

た基本 的諸 目標の うちの安全性確保の要請 か ら導 き出され る帰結 である。

(d}信 託基金の ポー トフォリオは、その市場価値の総額 を超えてはな らない。

このガイ ドライ ンの意 味す るところは、 あま り明確 ではないが、お そ らく信用取 引

の禁止 を意味す るもの と推察 され る。信用取 引は、比較的少額 の資金 によって、 よ り

大きなキ ャピタル ・ゲイ ンを追求す ることを可能にす るものであるが、ハ イ リス ク ・

ハイ リター ン型の ポー トフ ォリオを形成す る危険性が 高いことか ら、安全性確保 の要

請を勘案 して、 これを禁止 した もの と推察 され る。

(e)不 動産への投資は、30日 以内に実現化で き(realisable)、 もしくは流動化 でき

る(liquidfiable)も のでなければな らない。

不動産投資、投資時期 を選べば、有力な イ ンフレ ・ヘ ッジのための投 資手段 とな り

うるばか りで はな く、キ ャピタル ・ゲイ ンを もた らす可能性が高 い。 この ような考慮

か ら、 このガイ ドライ ンは、不動産投資を 当該信託基金の投 資対象 と して容認 して い
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る。 ところが不動産投資 に固有 の問題点 として、 その流動性 の低 さが指摘 しうるたあ、

この点 を考慮 して、売却後30日 以 内に現金化が可能な不動産投資 に限定す ることとし

たのである。

不動産投資に対す る この ような投資制約 が存在す るたあ に、後 に詳 しく述べ るよ う

に、実 際の ポー トフ ォリオ に組 み込 まれている不動産投資は、個別の不動産 その もの

ではな くて、不動産を投資対象 と した投資信託(propertypooltrust)の みで ある。

{f)信 託基金のポー トフォ リオ総額の少 なくとも70%は 豪 ドル建ての資産か、 もしく

は、その他の主要国通貨建ての資産であ って、かつ豪 ドル建て に為替ヘ ッジした も

のに投資 しなけれ ばな らない。 この制約条件 は、 ツヴァルの通貨である豪 ドルに対

して、為替差損が発生す る事 態を極小化す ることを目的 とする ものである。

豪 ドル通貨圏に組み込 まれた独 自の通貨を もたい国家 ツヴ ァルにとって は、信託基

金か らの配 当は、豪 ドル建てでな され ることが望 ま しく、その帰結 と して、信託基金

の ポー トフォリオに組 み込 まれ る資産 も、同様 に豪 ドル建てが中心であることが望 ま

しい。 さもなければ、基金財産が為替 リスクにさ らされ ることになり、豪 ドルを基準

とした場合 に為替差損 を被 る危険性を生ず るか らである。以上が このガイ ドライ ンの

趣 旨であ る。

ところが、投資対象 を豪 ドル建ての資産 に限定 して しまうと、ポー トフォ リオ ・セ

レクションの幅 を著 しく限定 して しまうこととな り、基金の運用パ フォーマ ンスの向

上、す なわち、高運 用利 回 り確保の要請 に対応す ることが困難 とな らざるをえない。

投 資対象を米国、 日本、欧州 などに拡大 する方が、よ り幅広 いポー トフォリオ ・セ レ

クシ ョンが可能 とな り、 より高い運用パフ ォーマ ンスが期待で きる。 そこで、ガイ ド

ライ ンが採用 した基準 は、対豪 ドルとの為替予約 取引が比較的容易 な主要通貨建ての

資産に限 って、豪 ドル に対す る為替ヘ ッジを付す ることを条件 に、 これを豪 ドル建 て

の資産 と同一 に取 り扱 うことと したのであ る。

以上のよ うに、豪 ドル建ての資産、プ ラス、豪 ドルで為替ヘ ッジ した主要国通貨建

ての資産が、基金のポー トフォ リオ総額の70%以 上を 占めていなければならないので

あるが、残 りの30%以 下 の資産 にっいては、為替変動 リス クへのエ クスポー ジャーが

容認 されている。 これは、明 らか に安全確保の要請 に反す ることではあるが、豪 ドル
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に対 して、相対的 に強い と予測 され る通貨 に積極的 に投資す ることによって、高い運

用パフ ォーマ ンスを獲得 しよ うとい う意図の もとに容認 された枠で あると考え られ る。

70%対30%と い う為替変動 リスクに対す るノ ン ・エ クスポージャー とエ クスポー ジャ

ーとの比率 は、安全確保の要請 と積極運用 ・高利回 りの要請 という相反す る2っ の要

請の調和点であ ると言えよ う。

(9)固 定利付商品(fixedinterestinstrument)に 対 する投資及び流動資産(liquid

asset)に 対す る投資の合計額 は、常 にポー トフォ リオ総額 の40%を 超えていなけ

ればな らない。

ここにい う固定利付商品 とは期間1年 超の固定利付の公社債等を指 し、一方、流動

資産 とは期間1年 以下の預金等を指 す もの と思われ る。

ガイ ドライ ンが固定利付商品に対す る投資 を要求 している理由は、言 うまで もな く

長期 にわ たる安定的な収益源を確保 しよ うとい う意図によるもので あろ う。ただ し、

ガイ ドライ ンに は、格付 け(rating)に 関す る基準が定 め られていないことに注意が

必要である。往 々に して、 ファン ド・マネ ジャーは、高利 回りを追求 したい欲求にか

られて、信用度の低い債券 に眼を奪 われやす い ことを考慮すれば、将来、投資対象債

券の格付 けに関す る制約を、ガイ ドライ ンの中に明示する ことが検討 されて もよいで

あろ う。

一方
、流動資産 に対す る投 資を要求 している理 由は、年 々の配当に対 する準備のた

めと、短 期的な余資の効率的運用を図 るためであると思われる。

ここでひ とつ注意すべ きことは、ガイ ドライ ンが要求 しているの は、固定利付商品

に対す る投資 と流動 資産 に対す る投資 との合計額が、 ポー トフォ リオ総 額の40%を 超

えて いればよいのであ って、それ ぞれの投資 ごとには量的制約が ないとい う点 である。

これ は、おそ らく配 当時期が遠い時点 にお いて は、相対的 に固定利付商品の比率 を高

め、逆 に配当時期が近 づ くにっれて流動 資産の比率を高め るとい った操作を可能 にす

るね らいが あるもの と思われる。それ とともに、 このよ うな基準を設 けた より大 きな

ね らいは、金利の上昇 ・下降 という経済 変動 サイクルの中で、金利 の ピー ク時点及び

その後の金利下降局面(こ の時期 には、一般 に債券価格は高騰す る)に お いて は、固

定利付商品のウ ェー トを相対的に高め、逆に金利の ボ トム時点及びその後の金利上昇

一68一



局面(こ の時期には、一般 に債券価格は下落す る)に おいて は、流動資産のウ ェー ト

を相対的に高 めるとい った機動的な操作 を可能にす る ことにあ ると考え られる。 この

ような意 味において、固定利付商品(1年 超の公社債等)と 流動資産(1年 以下の預

金名 と)と を金利変動 サイクルの 中での相互補完 的な ワンセ ッ トのポー トフ ォリオ と

捉え、 ファン ド・マネ ジャーが機動的な シフ トを行 うことを可能に しようとす るこの

ガイ ドライ ンのね らいは、極 めて合理的な もの と評価 する ことがで きよ う。

(h)超 長期固定利付証券(verylongtermfixedinterestsecurities)に 対す る投

資 は、元本 ロスを極小化す るために、一般 には回避 しなければな らない。

ここにい うところの 「超長期(verylongterm)」 とは、何年以上の ものを指すの

か は明 らかにされて いないが、通常 は30年 以上の もの と考えて よいで あろう。

言 うまで もな く、 固定利付債券 においては、同 じ幅の金利上昇に対す る債券価格の

下落の割合 は、債券残存期間が長 ければ長 いほど大 き くなる。そのため、超長期の固

定利付債券 に対す る投資 は金利の上昇をむかえた場 合に、大 きなキ ャピタル ・ロスを

生ず る危険性があ る。 ガイ ドライ ンが超 長期固定利付証券 を禁止 した理 由は、 まさに

この点 にある。

ただ し、超長期債 であ って も変動利付 の ものにおいては、 このよ うな リス クは存在

しないため、 ガイ ドライ ンも変動利付債 に関 しては制限を加えていない点に注意すべ

きで ある。

以上 に述 べて きた8つ の項 目が、理事会 がフ ァン ド・マネ ジャーに対 して設定 した

投資 に関す る具体的なガイ ドライ ンであ る。以上のガイ ドライ ンの全体を通 しての特

色 を要約すれば、次の諸 点が指摘 できよ う。

(a)相 当に積極的 に運用を可能 にする枠組みであ る と言え る。 とういのは、固定利付

商品 と流動資産 との合計は、ポー トフォ リオ総額の40%を 超えてい さえすればよい

のであって、極端 に言えば残 りすべてを株式運用 に振 り向け ることさえ可能 である。

それゆえ、極めて アグ レッシブな運用を も容認 して いるのが特色であ ると言えよう。

しか しこの点は、前の 「投資運用の基本的 目標 」に も示 されて いるように、高利回

りの追求 とインフ レ ・ヘ ッジの達成が テーマで あ る当該信託 ファン ドにお いては・

当然の ことと言えよ う。
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㈲ 為替損、債券 のキ ャピタル ・ロスに対す る強 い予防的スタンスが特徴的であ る。

ポー トフ ォ リオ総額の70%以 上が、豪 ドル建ての資産か、 もしくは豪 ドル建て にヘ

ッジされた資産 で構成 しなければな らない とす る点 は、強 い為替損への警戒心が う

かがわれる。(も っとも、世界の主要通貨の中での豪 ドルの相対的な将来性 を考慮

した場合 には、合理的 な措置 と言え るか も しれない。)ま た、超長期 固定利付証券

の禁止に もキ ャピタル ・ロスに対す る強い警戒心が うかがわれ る。その一方で、上

に述べたよ うに、積極 的な株式投資を容認 してい ることは、株式 によるキ ャピタル

・ロスを容認 す ることを意味す るのであ るか ら、 これ ら2つ のスタ ンスのあいだに

矛盾が存在す るので はないか とい う疑問が生 じないではな い。ただ、 この点にっい

ては、基金の長期にわた る存続のために目標のひ とつに挙 げられて いるイ ンフ レ ・

ヘ ッジとの関わ りを無 視することはで きない。基金をイ ンフ レー シ ョンによる目減

りか ら防御 し、 その実質的価格の レベルで基金の規模を維持 してい くためには、株

式投資は不可欠で ある。 したが って、株式投資 は確か にキ ャピタル ・ロスを生ず る

危険性 を内包 して いるが、株式 を軽視 したポー トフ ォリオの構築 は、 この種 のフ ァ

ン ドにおいてはあ りえない。以上の ような考慮が働いている もの と思われ る。

9.基 金 の 運 用 状 況

以 上 に述 べ た投 資 ガ イ ドライ ンに基 づ いて 、 実 際 にフ ァ ン ドが どの よ うに運 用 され

て い るか を次 に見 る こ と と した い。

表2は 、現 在 フ ァ ン ド ・マ ネ ジ ャー に選 任 さて い る ウ ェス トパ ック ・イ ンベ ス トメ

ン ト ・マ ネ ジメ ン ト社 の1990年1月 末 現在 の レポ ー トを も とに して 作成 した主 な投 資

対 象 ご と に区 分 され た ポ ー ト ・フ ォ リオ の概 要 で あ る。 価額 は時 価 ベ ー スで あ る。 単

独 の項 目 と して最 もウ ェー トの大 きい投 資対 象 は 公共 債 で あ り、 その 他 の 固定 利 付 債

と合計 す る と、 ち ょ う ど40%に 達 す る。 この 分 野 は、 フ ァ ン ドに安 定 的 な イ ンカ ム ・

ゲイ ンを もた らす た め に組 み込 まれ た もの で あ って 、 この ポー トフ ォ リオ 全体 の ひ と

っ の 大 きな柱 を 構 成 して い る。

い ま ひ とつ の 大 き な柱 は、株 式投 資 で あ る。 オ ー ス トラ リア株 式(オ ー ス トラ リア
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の会 社 が発 行 した株 式)が22.7%、 そ の他 の 株式 が19.3%を 占めて お り、両 者 を合 計

す る と、42%に 達 す る。 株 式 投 資 の ね らい は言 うまで もな く、 キ ャ ピタル ・ゲイ ンの

追 求 とイ ンフ レー シ ョ ンに対 す る防御 に あ る。

固定 利 付 債 の ウ ェー トと株 式 の ウ ェー トをあ えて 意 図 的 に ほぼ等 し く して い るの は、

協 定 第12条 、 第2項 に規 定 され て い る 「バ ラ ンス の とれ た ポー トフ ォ リオ 」を 実現 す

るた め の配 慮 で あ ろ う と推 察 され る。 名 目的 な利 回 りだ けを 追 求す るの で あれ ば 、 固

定利 付 債(公 共債 とその 他 の 固 定 利付 債 の 合計)の ウ ェー トが 、 もっ と大 き くて然 る

べ きで あ ろ う。 しか し、 長 期 にわ た り、 イ ンフ レー シ ョ ンによ る 目減 り分 を割 り引 い

た実 質 的価 値 の レヴ ェル にお いて フ ァ ン ドの 規模 を維 持 す る こ とが 要 求 され る当該 基

金 の運 用 にお いて は、 株 式 運 用 の ウ ェー トを 債券 運 用 と少 な くと も同 等 か、 ない しは

そ れ以 上 に引 き上 げ る必 要 が あ る との判 断 が な さ れ て い る もの と推 察 され る。

以上 の 固定 利付 債 と株 式 を 合 計 す る と、 ポー トフ ォ リオ 全 体 の82%に 達す る。残 り

の18%の うち、10%を 不 動 産 、8%を 流 動 資 産 が 占 めて い る。

こ こで、 さ らに詳 しくそれ ぞ れ の投 資対 象 の 内訳 を見 る こ と と した い。

(a)公 共 債

公共 債(publicsectorsecurities)は 、 ポ ー トフ ォ リオ 全体 の36.7%を 占めて

い る。 さ らに、 そ の 内訳 は、 英 連 邦証 券(commonwealthsecurities)と その他 の公

共 債 とに分 か れ る。

英連 邦証 券 の ポ ー トフ ォ リオ 全体 に 占 め る割 合 は5.8%で あ り、2銘 柄(と もに

額 面1,000,000ド ル)が 組 み 込 まれ て い る。 クー ポ ン利 率 は と もに13%で 、 残存 期

間 はそ れ ぞれ5年 半 及 び6年 半 で あ る。'

その他 の公 共 債 の ポ ー トフ ォ リオ全 体 に 占め る割 合 は30.9%で あ り、4銘 柄 が組

み 込 まれ て い る。 ニ ュー ・サ ウ ス ・ウ ェール ズ財 務 公 社 債(NSWTreasuryC

P/Note)、 メル ボ ル ン市 建 設 局債(MelbourneMetroBoardofWorksorp)、

ビク トリア公 共 大 蔵局 債(VICPublicAuth.FinanceAgency)及 び ク

ィー ンズ ラ ン ド財務 公 社 債(QLDTreasuryCorp)の4銘 柄 で あ る。 そ の額 面

は1,000,000ド ル か ら5,500,000ド ル、 クーポ ン利 率 は12%か ら12.5%で あ る。 残

存 期 間 は、2カ 月 か ら9年 半 に至 るまで 、 まち ま ちで あ る。
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(b)そ の 他 の 固 定利 付 債

その 他 の 固 定利 付 債 の ポー トフ ォ リオ総 額 に 占め る割合 は3.3%で あ る。 額 面

1,500,000ド ル 、 クー ポ ン利 率18.35%、 残存 期 間約2年 の金 融 債 が1銘 柄 組 み込

まれ て い る。 一 般 社 債 は存 在 しな い。

(c)不 動 産

理 事 会 の 制 定 した投 資 ガ イ ドライ ンに よ り、 不 動 産投 資 は認 め られ て い る もの の、

30日 以 内 に現 金 化 で きな けれ ば な らな い と い う制約 条 件 が 付 され て い るた め 、個 別

の不 動 産 を 取 得 す る こ とは困 難 で あ る。 その た め 、 ポ ー トフ ォ リオ に組 み 込 ま れ て

い る不 動 産投 資 は 、 す べて 不 動 産 を対 象 と した投 資信 託 で あ る。4銘 柄 が組 み 込 ま

れて お り、 時 価 ベ ー ス で最 小 が424,200ド ル 、 最 大 が1,644,300ド ルで あ る。

(d)オ ー ス トラ リア 株 式

オ ー ス トラ リア株 式 は、 ポ ー トフ ォ リオ 総 額 に 占め る割 合 は22.7%で あ り、 表2

の 分類 上 で は、 公 共 債 に次 いで 大 きな ウ ェー トを 占め る投 資対 象 とな って い る。 表

3は 、 オ ー ス トラ リア株式 を、 さ らに産 業 別 に分 類 した 内訳(時 価 ベ ー ス)で あ る。

単 独 の 産業 と して は銀 行 ・保 険が24%、 約4分 の1を 占め 、や や突 出 して い るが 、

それ 以 外 は ほ ぼバ ラ ンスの とれ た ポ ー トフ ォ リオ とな ってい る。

投 資 ガ イ ドラ イ ンが1銘 柄 にっ いて フ ァ ン ド総 額 の5%を 超 え て 保 有 す る こ とを

禁 止 して い る こ とは既 に述 べ た が、 具 体 的 な 個 別銘 柄 で は、BHP社 の2.4%が 唯

一2%を 上 回 って い るだ けで 、 それ 以 外 はす べ て2%未 満 に分散 され て い る。

(e)そ の他 の 株 式 等

そ の他 の株 式 等 の 中 には、 広 い 意 味 での エ クイ テ ィ もの と して の ワラ ン トが 、 当

該 項 目の うち2.7%を 占め るの み で 、 それ 以 外 の97.3%は 外 国 株 を組 み込 ん だ 投 資

信 託 に投 資 され て い る。 個 別外 国 株 は存在 しな い。

10.基 金 の 運 営

川 配当 と再投資

基金の運営 に関 して協定 は、第6章 の第13条 か ら第19条 にわたって、相当に詳細な
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規 定 を 設 けて い る。 基 金 の 運 営 に関 す る最 も中 心 的 な問 題 は、 基金 収 益 の ツヴ ァル政

府 へ の配 当政 策 を め ぐる問 題 で あ る。

まず 、基 金 の会計 年 度 は、 毎 年9月 末 日を もって終 了す る もの とされ て い る。(協

定 第18条)そ して 、各 会 計 年 度 ご と に計 上 され る 「基 金 収 益(Fundreturns)」 が ツヴ

ァル 政 府 へ の配 当金 の基 礎 とな る こ とは言 うまで もな い。

基 金 収益 は、 次 の2っ の要 素 か ら構 成 され る。 す な わ ち、 ひ とっ は、 基 金財 産 か ら

生 じた 収 入(incomegeneratedfro皿theFundresources)で あ り、 い ま ひ とつ は基 金

の 騰 貴(capitalappreciation)に よ って もた らされ た収 益 で あ る。(協 定 第16条 、第

2項)前 者 はい わ ゆ る イ ンカ ム ・ゲ イ ンで あ って 、 債 券 や預 金 の 利 息 収入 、 株 式の

配 当収 入 な どが これ にあ た る。 一 方 、 後 者 は いわ ゆ るキ ャ ピタル ・ゲ イ ンで あ り、株

式 や 債 券 の 売却 に よ って実 現 され る値上 が り益 で あ る。

こ う して獲 得 され た基 金 収 益 の 中か ら、 まず 基 金 の管 理 に要 した 費用(フ ァ ン ド ・

マ ネ ジ ャーの報 酬 な ど)及 び そ の他 の 費 用 が差 し引 か れ る。(協 定第16条 、第1項;

第12条 、 第5項)収 益 か ら諸 費 用 を 差 し引 い た残 余 に っ いて 、 これ を いか に 処分 ずべ

きか が 問 題 とな る。

この点 に関 して、 基 金 に と って は2っ の 大 きな要 請 が存 在 す る。 す なわ ち、 それ は

(a)ツ ヴ ァル政 府 に対 し、 安 定 した 充 分 な額 の 財 政収 入 源 を 、 配 当 に よ り供 給 しな

けれ ば な らない とい う要請 、

(b)基 金 元 本 を保 全 し、 か っ確 保 す る こ とに よ って 基 金 を長 期 にわ た って 存続 させ

な けれ ば な らな い とい う要請 、

で あ る。

(b)の 基 金 元 本 の保 全 ・確 保 の要 請 とい うの は、 単 に名 目値 の レヴ ェル にお いて

だ け で はな く、 イ ンフ レ率 で 割 り引 い た実 質 価値(realvalue)の レヴ ェル にお いて も

元 本 を 確 保 しな けれ ば な らな い と い う要 請 で あ る。 っ ま り、 い く ら名 目値 にお いて 、

基 金 元 本 が一 定 値 を 保 って い た と して も、 イ ンフ レー シ ョ ンに よ って その実 質 価値 が

目減 りす るよ うな こと となれ ば、 長 期 にわ た る基 金 の存 続 自体 が無 意 味 な もの とな っ

て しま うか らで あ る。(な お、 こ こに言 うイ ンフ レ率 とは、 オ ース トラ リアの消 費者

物 価 上 昇 率 で あ る。 と い うの は、 前 述 の 通 り、 ツ ヴ ァル は豪 ドル の通 貨 圏 に組 み込 ま
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れているか らであ る。)し たが って、基金元本 はオ ース トラリアの消 費者物価上昇率

に相 当す る分だけ名 目値 レヴ ェルで増加 して、 は じめて 「実質価値が一定の水準 に確

保されてい る」 と言え るので ある。(協 定第14条)

こうした基 金元本 の実質価値確保 の要請 に対 して、協定 はどのよ うな規定を設けて

いるか。

第16条 、第2項(a)は 、次のよ うに規定す る。 「本条、第5項 の規定を条件 とし

て、理事会 は次年度の基金元本を追加拠出を含む基 金の当初元本の実質価 値の水準 に

維持す るために必要な額を各会計年度の終 了時において、当該会計年度 の基金収益 の

うちか ら元本 と して再投資(re-invest)し なけれ ばな らない。 」

この規定 は要す るに、基金元本の実 質価値確保の要請を考慮 して、当該会計年度 に

獲得された基金収益の一部をイ ンフ レー ションによる目減 り相 当分の補填 に充 当す る

ことを理事会 に義務 づけ る規定であ る。 この規定 にい う 「再投資(re-investme皿t)と

は、基金収益(イ ンカム ・ゲイ ンかキ ャピタル ・ゲ インかを問わない)が 基金元本の

一部 となることをい う
。(協 定第15条 、第2項)

ところが、以上 に述 べた基金元本の実質価値確保の要請 は、時 として ツヴ ァル政府

へ の安定財源供給 の要請 と衝突す る可能性を内包 していると思 われ る。 とい うの は、

以下 の理由か らである。 いま仮に次の ように数値をお くとしよう。

○基金収益:X

O元 本の実質価値 を維持す るために必要な再投 資額

(イ ン フ レー シ ョンに よ る元 本 の 目減 り分 に相 当す る額)

○ 諸 費用:Z

Oツ ヴ ァル 政 府 へ の 配 当 可能 利 益

(returnsavailablefordistribution):D

この と き、 次 の 関 係 式 が成 り立 つ 。(協 定 第16条 、 第3項(b))

D=X-Y-Z

Y

この式の意味す るところは、次の通 りで ある。す なわち、 ツヴ ァル政府への配当可

能利益(D)は 、基金収益(X)か ら、基金管理費及びその他の費用(Z)を 差 し引

き、さ らに協定第16条 、第2項 に基づ く再投資額(Y)を 差 し引いた残余額 に等 しい、

一74一



とい うことで ある。(協 定第16条 、第3項(b))

この関係式 において、 まずZは ほぼ一定 と考 えて よい。Zの 大部分は、 ファン ド・

マネ ジャーの報酬 などであ って、年 々若干 の変動 はあ るものの、だいたいにおいて一

定 してお り、 たとえ変動が ある として も全体 に対 して 占める割合は ごく小 さいか らで

あ る。

Xは ・言 うまで もな く投資運用のパ フ ォーマ ンスの如何 によ って、大 きく変動 しう

る変数 である。

一方、Yは オース トラ リアのイ ンフ レ率(消 費者物価上昇率)に よって決定 され る

変数で ある。

言 うまで もな く、Xの 値が大 き くてYの 値が小 さけれ ば小 さい ほど、Dの 値 は大 き

くなり、 ツヴ ァル政府への配 当可能利益 は大 き くなるため、 ツヴ ァルの財政運営にと

って は望 ま しい結果 となる。

一方、逆 にXの 値が小 さ くて、Yの 値が大 き くなればな るほどDの 値は小 さ くなり、

配 当可能利益 は小 さ くな るため、ツヴ ァルの財政運営に とっては望ま しくない事態が

生ず る。

現在 に至 るまで、現実 のフ ァン ドの運用 は比較的 うま くいってい ると言われてい る。

しか し、 ここに当該信託基金 に内在す る本質的な問題点が あるよ うに思われる。 とい

うの は、一般 的に、XとYと いう2つ の変数の相互関係 は、相殺 的に働 くので はな く

て、む しろ相乗的に働 く可能性が高い と考え られ るか らであ る。す なわち、一方の変

数が大 きくなるときには他方の変数 も大 き くな り、逆 に、一方 の変数が小 さ くなると

きには、他方の変数 も小 さ くな るとい うように、相互に相殺 し合 うのではな くて、一

方 の変数が大 き くなるときには他方 は小 さ くな り、逆 に、一方の変数が小 さくなると

きには他方 は大 き くな る、 とい うように相乗的 に作用 し、結果 と してDの 値を大 きく

変動 させ る傾 向が あるもの と懸念 され るので ある。

というのは、次のよ うな理 由か らである。経済環境の変動の中で、金利が下降 して

い く局面において は一般 に企業収益 は改善 し、その結果、株価 は上昇する。 また金利

効果によ って債券価格 も高騰す ることとなる。 そのため、X(基 金収益)は 大き くな

る傾 向がある。 また、金利下 降局面 は、一般 にイ ンフ レー ションが終息す る時期であ
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ることか ら、Yの 値 は小 さ くなる可能性が高 い。その結果 として、Dの 値 は非常 に大

きいものとな る可能性 が高 くなるのである。

ところが逆 に、金利が上昇す る局面をむかえ ると、いま述べた ことと全 く逆の現象

が起 こる。すなわち、金利上昇 により一般 に企業収 益は悪化 し、その結果、株価 は下

落す る。 また金利上昇 によ って債券 価格 も下落す るため、Xの 値は小 さ くな ると考え

られ る。 また、金利上昇局面で は一般にイ ンフ レ懸念が存在 し、Yの 値が大 き くなる

可能性 が強い。その結果 として、Dの 値 は非常に小 さい もの とな る可能性が大 きいの

であ る。

もっとも、 このよ うな現象 は、当該信託基 金にのみ固有の問題で はな く、同種 のフ

ァン ドすべてに共通 して見 られ る特徴であ ると言え る。 この ようなDの 値の振 幅を少

な くす るためには、 国際的な分散投 資を行 うとか、金利動向を先取 りした機動 的なフ

ァン ド操作を行 うとい った手法によ り、Dの 平準化 を図 る以外 に方法 はないであろ う。

しか し、 ツヴ ァル の財政運営に支障 をきたす程度 にDの 値が落ち込んだ ときに こそ、

ツヴ ァル政府への安定財源供給の要請 と基 金元本の実質価値確保の要請 とい う2つ の

要請の あいだの潜在的 な対立関係が、一挙 に表面化 して くる危 険性が高い。極端 な例

を挙 げれば、金利が急騰 したために運用パ フォーマ ンスが極めて不芳で、X(基 金収

益)が マイナス とな り、一方、同時に急激 なイ ンフレー ションが生 じたためにYの 値

が20%に な ったよ うなケース も想定 され うるのであ る。 この ような場合、基金元本の

実質価値確保 の要請(協 定第16条 、第2項(a))の みを優先 させることは、 目前 の

ツヴ ァルの財政運営 に多大な支障を もた らす こととなろ う。 ここに2つ の要請 のあい

だの衝突の問題 が生ず るのであ る。

この問題 に対 して、協定 はどの ように対処 しよ うと して いるのか。

協定 は基金収 益が低 く、配 当可能性利益が不十分 な場合 には、ツヴ ァル政府へ の安

定財源供給の要請 を優 先 して いる。まず協定第15条 、第1項 は、理事会があ らか じめ

この ような事態を想定 し、2っ の相対立す る要請 について均衡の とれ た再投資及 び配

当に関する方針を策定 す ることを要求 して いる。その上で、協定第16条 、第1項 は、

次のよ うに規定す る。 「いかなる会計年度 において も、ツヴ ァル政府の必要 とす る経

常予算に対 して、配当可能利益が不足す る場合 には、理事会 はツヴァル政府 と協 議 し、
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かっ第15条 に基づ いて定 めた方針を考 慮 した上で 出席 し、かつ投 票 した理事の3分 の

2以 上の同意 により、ツヴ ァル政府に対す る基金財産か らの追加的支 出を行 うことが

で きる。 」す なわ ち、配 当可能利益 がツヴ ァル政府の必要 とす る額 を下回 った場合に

は、いわば緊急避難的に元本 のと りくず しが容認 され るのであ る。基金元本の実質価

値の維持 は、基金の長期 にわ たる存続 にとって不可欠の要請であ る。 しか し目前 にお

いて ツヴァル政府が財政運営の支障に直面 してい る場合 には、一時的な基金規模の縮

小 もやむをえないとの考慮 に基づ く規定である と言えよ う。

(2}基 金規模 の長期的保存

前 に述 べたよ うに、配 当可能利益の額 は経済環:境に左右 されて、大 きな振幅を もっ

て変動す る可能性が ある。 したが って、配当可能利益が十分 に潤沢な時期 には、 これ

を消費す ることな く、不測 の事態 に備えて貯えてお くことが肝要であ る。 このよ うな

考慮か ら、協定はい くっかの規定を設 けてい る。

基金収益か ら基金管理費 ・その他の費用を差 し引き、 さらに基金元本の実質価値を

維持 するために必要 な再投 資額を差 し引 いた額が配 当可能利益であ る(協 定第16条 、

第3項(b))こ とは前 に述 べた通 りで あるが、協定第16条 、第4項 は、 この配 当可

能利 益について次のよ うに規定 して い る。 「理事会 は、毎年 ツヴ ァル政府 に対 し、配

当可能利益 もしくは ツヴ ァル政府が指定す るところのそれを下 回る額を配 当 しなけれ

ばな らない。 この配当はツヴ ァル政府 と理事会が合意 した時期 に、合意 した割合でな

され るもの とす る。」

この規定 は、 ツヴァル政府 は、当該会計年度の配当可能利益 の総額を受け取 る権利

を有す るものの、 その一部 をみずか ら放棄 して、基金元本の増加 に充 当す ることがで

きる ことを意味 して いる。

なお、 ツヴ ァル政府への配 当可能利益の うち、 この規定 によって配 当されなかった

額 は再投資 され、 この額は協定第10条 に基づ くツヴ ァル政 府の追加拠出 と見なされ る。

(協 定第16条 、第6項)

さ らに、 ツヴ ァル政府の義務を規定 した協定第20条 の中 には、次の ような規定が設

け られてい る。rツ ヴ ァル政府 は、その源泉の如何を問わずその歳入の うちか ら・第
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10条 に基づ く追加 的拠 出を なすべ く、最善の努力 を しなければな らない。 」

ツヴ ァル政府 の追加拠 出努力義務 を定めた この規定 も、先に述べ た点 と関連づ けて

理解す る必要が ある と思われ る。すなわち、配 当可能利益 は大 きく上下 しやす い。 そ

こで、 フ ァン ドのパフ ォーマ ンスが好調で配当可能利益が潤沢な時期 には、 ツヴ ァル

政府はそれを消 費 して しま うので はな く、将来の不調 な時期 に備えてで きるだけの積

み立てを してお くべ きである との趣 旨であ って、基金元本の長期的保全、ひいてはツ

ヴ ァル政府の安 定財源確保 を意図 した規定であ ると考 え られ る。

③ 暫定借入権限 ・その他

基金の運営に関す る規定の中心 は、 これ まで に述べて きた配 当と再投資 に関す るも

のであ るが、 ここで はそれ以外 のい くっかの諸規定 について触れてお くこととす る。

(a)運 営費予算

理事会は、毎年9月1日 までに、10月1日 か ら始 まる次年度 の運営費予算 を編成 し

なければな らな い。(協 定第13条)

(b)配 当可能利益の通知

ツヴ ァル政府が次年度 の国家予 算編成をなす ことを可能 にするたあに理事会 は毎年

10月30日 までに、ツヴ ァル政府 に対 し配当可能利益 の額を通知 しなければな らない。

(協定第16条 、第3項(b))

(c)暫 定借入権 限

基金は、第10条 に定 める追加拠出手段 と しての無 利息借款の場合 を除いて、原則 と

して借入れを行 うことがで きない。(協 定第17条 、第1項)し か し、協定第17条,第

2項 は、 この原則 に対 す る例外 と しての暫定借入権 限(temporaryborrowingpower)

につ いて規定 してい る。すなわち 「第16条 の規定 に基づ き、 ツヴァル政府 に対 し配 当

の支払いをなす ため に、理事会 の全員一致の同意を条件 として基金は、理事会が必要

と判断す る期間 と金額 の借入れを行 うことがで きる。ただ し、 この借入れの期間は、

6カ 月を超えて はな らない。」

この規定 は配 当支払い時期において、フ ァン ドの ポー トフォリオに十分 なキ ャッシ

ュが ない場合 を想定 した規定であ って、暫定的 な借入れを行 うことによ りツヴ ァル政
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府 に予定通 りの配当を行い、 もってツヴ ァルの財政運営の円滑 を損 なうことがないよ

うにす る ことを意図 した もの と考 え られ る。

基金 は、暫定借入れのために基金財産の全部 または一部 を、担保 に供する ことがで

きる。(協 定第17条 、第2項(b))

(d)協 定 当事国による調査

当事国 は、第2条 に定めた基 金の 目的の達成 のために、当該基金が有効に機能 して

い るか どうかを、当事国が適当 と考 える間隔で定期的 に調査する ものとす る。(協 定

第19条 、第1項)

11.ツ ヴ ァル 政 府 の 義 務

被援助 国の立場 にあ るツヴ ァル政府は、当該信託基金の運営 との関連で、協定上、

種 々の義務 を負担 している。 ツヴ ァル政府の義務 は大き く分類 して、情報提供義務、

国会(Parliament)と の関係 に関す る義務及び財政運営 に関す る義務の3つ に分け る

ことがで きる。

{1}情 報提供義務

ツヴ ァル政府は、要求があ る場 合は理事会及び諮問委 員会 に対 して、 ツヴ ァルの国

家予算、会計検査院長の年度会計 ・報告及 びツヴァル政府が有す る財政 ・社会 ・経済

に関す るのデータにっいて完全な情報 と書類 とを提供 しなければ な らな い。(協 定第

20条 、第2項)

② 国会 との関係 に関する義務

ツヴ ァル政府は、基金か ら受領す るすべての金銭を公金(publicmoney)と して取

り扱 うとともに、 国会の承認す る歳入 と し、か つ国会 の精査を受けなければな らない・

(協 定第20条 、第1項)

また、 ツヴ ァル政府 は協定第23条(後 述)に 基づ き提 出され る基金に関す る会計及

び報告 を、 ただ ちに ツヴァル国会 に提 出 しなければな らない。(協 定第20条 、第3項)
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さ らに ツ ヴ ァル政 府 は、 これ ま で に述 べ た義 務(協 定 第20条 、第1、2、3項)に

効 力 を付 与す べ き国 内立 法 を 行 い、 これ を維 持 しな けれ ば な らな い。(協 定 第20条 、

第6項)

(3)財 政運営に関す る義務

ツヴ ァル政府 は慎重 な財政運営の実施、歳 出の管理並 びに追加的歳入の動員のため

のあ らゆ る合理的機会の活用を図 らなければな らない。(協 定第20条 、第4項)

なお、基金への追加拠 出に最善の努力をなすべ き義務(協 定第20条 、第5項)に つ

いて は、基金規模の長期的保存 との関連で既 に述べ た。

12.会 計 と 監 査

基金の実際の管理 と運用は、受託者た る理事会 に委任 されたフ ァン ド・マネージ ャ

ーが これを行 ってい る
。(協 定第12条)と ころが、 フ ァン ド・マネー ジャーが基金 に

つ いて行 う証券取引等 は極めて大量かっ複雑 な ものであ るため、 これが適性 に基金の

利益を害する ことな く行われているか否 かを監視す るには、会計専門家の助力が不可

欠 となる。そ こで協定 は理事会 に代わ って基金会計を監査すべき監査人(auditor)を

置 くこととしたので ある。(協 定第22条 、第1項)

監査が円滑 に行われ るための前提 と して、 まず、理事会 はフ ァン ド・マネー ジャー

に基金の資産 ・負債 ・収入 ・支出 ・取引に関す る適切な会計記帳をなさ しめ、かつ迅

速 に これを提 出させ なければな らない。(協 定第21条)

そ して、毎会計年度末 にお いて、理事会によ って選任 された(フ ァン ド・マネ ー ジ

ャー と利害関係 を有 しない)監 査人が、基金会計 を監査す る もの とされている。(協

定第22条 、第1項)

監査人 は、基金会計 が国際 的に承認 されてい る会計慣行の基準 に したが って、適切

になされたものであ ることを確認 した上で、次の(a)ま たは(b)の いず れかを理

事会に報告 と して述 べなけれ ばな らない。すなわち、

(a)① 会計が基金の記 帳 ・記録 に したが って適 切になされて いること。
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②基金の記帳 ・記録 には、監査 のために必要かつ十分な情報が適切 に含 まれて

いる こと。

③基金の貸借対照表及び損益計 算書 は、基金の真実かつ公正 な財政状態を反映

して いること。及 び

④基金の財務事項が本協定 に したが って、適切 に行われていること。

(b)(a)に 示 された如 き報告 を行 うこ とがで きないこと。(こ の場合 は、 その理

由を述べなければな らない。)(協 定第22条 、第2項)

また、監査人 はその報告 の中で理事会が定めたガイ ドライ ンに したが って、 ファン

ド・マネ ー ジャーが行 って いる基金の投資パ フォーマ ンスに関す る情報を提供 しなけ

ればな らない。その際には、 同様の規模 と性質を有す る他のフ ァン ドのマネージャー

の業績 との比較 に言及 しなければな らない。(協 定第22条 、第3項)こ の規定 により、

監査人 は、単な る会計の適正 さを監視す る役割以上 に、運用業績 に関 して も、理事会

に代わ って フ ァン ド・マネ ージャーを監視す る機能 を果たす もの とされているのであ

る。

基金 の受託者た る理事会 は、会計年度終了後6カ 月以内に以下の ものを公表 し、か

つ各 当事国 に提 出しなければな らない。

(a)基 金の活動 、並 びに運 営に関す る年次報告(AnnualReport)。 ただ し、その

中には、協 定第7条 、第1項 に基づ く諮 問委員会の年次報告が含まれているこ

と。

(b)協 定第22条 に基づ いて監査 され た当該年度 の基金会計。

(c)協 定第22条 に基づ く監査人の報告。(協 定第23条)

13.脱 退 と 終 了

川 脱 退

協 定 は原 則 と して 、 ツヴ ァル以 外 の 当 事 国 に は、 本協 定 か らの脱 退 の 自由を認 めて

い る。 脱 退 しよ う とす る当事 国 は保 管 人(Depositary)に 脱 退 証書(iDstrumentof

withdrawal)を 寄託 しなけ れ ば な らない 。(協 定 第24条 、 第2項)本 協 定 にお け る保
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管 人 は、 オ ー ス トラ リア政 府 で あ る。(協 定 第28条)

本 協 定 か ら脱 退 す る当事 国 は原 則 と して、 本 協 定 上 い か な る権 利 も有 しな い。 す な

わ ち、 後 に述 べ る終 了 にお け る財 産 分配 の場 合(協 定第25条 、 第4項)を 除 い て 、既

に拠 出 した拠 出金 の 返 還 を 求 め る こと はで き な い。(協 定 第24条 、 第3項(a))し

か し一 方 、本 協 定 に基 づ き基 金 に対 して 負担 す るす べ て の 財 産上 の 債 務(financialob

ligation)に っ いて は、 引 きつ づ き責 を 負 う。(協 定 第24条 、第3項(b))

ツヴ ァル政 府 は、 原 則 と して 本協 定 か ら脱 退 す る こ と はで きな い。(協 定 第24条 、

第1項)た だ 、次 に述 べ る第25条 の規 定 に基 づ い て、 基 金 の 運営 を終 了 すべ き通 知 を

なす こ とが で き るの み で あ る。

(2}終 了と財産の分 配

当該信託基金 は本 来、半永久的 に存続す ることが想定 されてい る。 しか しなが ら、

協定 は次のいずれかの事由のある場合に限 り、基金の運営 は終了す るもの と した。す

なわち、

(a)原 当事国 によって任命 され た理事の3分 の2以 上 の多数 による理事会の決定 が

あるとき。

(b)ツ ヴ ァル政府が終了の通知 をな した とき。

(協定第25条 、第1項)

(b)の 事由は、被援助国 たるツヴ ァル政府がみずか ら基金の終了を欲す る場合で

あるか ら、 とくに問題 はない。問題が あるのは(a)の 事 由である。終了 とい う重大

な意思決定であ るに もかかわ らず、理事全員の同意 を要す るとは しないで、3分 の2

で足 りるとした点 に注 目 しなければな らない。そ もそ も本協定には、 ツヴァル政府 の

義務が い くっか規定 されてい る(第20条)が 、 これを強制す る手段 が存在 しない。思

うに、 ツヴ ァル政府 に協 定上 の義務違反、 もしくはそれに相 当す る非行があ った場合

に、 この規定 は義務を強制 し、 または非行 を改め させ るための威嚇的効果を もち うる

のではないか と推察 され る。

運営が終了す ると同時 に、基 金はすべての活動を停止す る。ただ し、基金財産の秩

序あ る実現(realisation)及 び保存(conservation)、 並びに基金債務 の履行 に関す
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る事項 は、その限 りでない。(協 定第25条 、第2項)

基金債務 の最終的履行 と財産の分配 が終 了 した ときに、本協定 は終了する。それ ま

での期 間、基金 は実在 し、 当事国が脱退 しない限 り、基金の運営の終 了 と矛盾 しない

基金及び当事国のすべての権利 ・義務 はそのまま存続す る。(協 定第25条 、第3項)

ここで注意すべ きことは、基金の運 営の終 了と協定 の終了及び基金 自体 の消滅 とを

区別 しなければな らない という点であ る。上 に述べた(a)及 び(b)は 運営の終了

事由なのであ って、それによってただちに基金が消滅 し、協定が終了す るものではな

い。運 営終 了の結果 は、本来の基金業務 たる諸活動の停止であるにす ぎない。そ して、

基金債務 の最終 的履行 と基金財産の分配が完 了 した ときに協定 は終 了 し、基金 自体 も

消滅す るのである。

基金債権者 に対 してすべての債務が弁済 され るまで、財産の分配 は行われない。

(協 定第25条 、第4項(a))債 務弁済 が終 了 した後に基金財産の分配が行われ る。

まず、 ツヴァル政府が拠出 した拠 出金の実 質価値が ツヴ ァル政府 に分配 される。その

後の残余財産にっいて は、理事会が3分 の2以 上の多数で異な る決定を した場合を除

き、や はりツヴ ァル政府に分配 され る。(協 定第25条 、第4項(b))

14.そ の他 の 規 定

(1)改 正

本 協 定 は、 当 事 国 間の 新 た な合 意 に よ り改 正 す る ことがで き る。(協 定 第26条 、第

1項)改 正 の手 続 に は2種 類 の ものが あ り、 そ の いず れ か に よ らな けれ ばな らな い。

まず 第1に は、 当 事 国が 任 意 に合 意 した 方 法 に よ る場 合 で あ る。(協 定 第26条 、 第1

項)さ らに、 い まひ とつ は理 事会 の要 求 に基 づ き、保 管 人が 当 事 国 に改 正 案 を 回付 す

る方 法 で あ る。 この場 合 、 す べ て の 当事 国 が 同 意証 書(instrumentofacceptance)

を 寄託 した 日、 も し くは改 正 案 に 明示 され た それ以 後 の 日に、 改 正 の効 力 が 生 じる。

(協 定 第26条 、 第2項)

② 仲裁
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基金の存続 中にまたは基金運営終了時 において、協議に より解決で きない基金 と当

事国(ま たは前 当事国)と のあいだの紛争 、 もしくは当事国(ま たは前当事国)相 互

間の紛争があ るときは、紛争当事者 の選択 によ り紛争 当事者が任命す る1人 の仲裁人

の仲裁 に付す るか、 もしくは、30日 以 内に仲裁人 の決定 にっ き合意 に至 らない ときは、

国際司法裁判所長官 によって任命され る1人 の仲裁人の仲裁 に付する もの とされて い

る。仲裁人の決定 は終局的であ り、紛争 当事者 を拘束す る。(協 定第27条)

15.結 語

以上 「ツヴァル国 際信託基金 に関する協定」の規定 を中心 に、 ツヴ ァル信託基金の

構造 とその運用 につ いて見て きた。

その中でまず気づ くことは、 この信託基金の メカニズムが極めて周到 に構築 されて

いるとい う点であろ う。

第一に、信託基金 の構造 といわゆ る信託財産法主 体説 的な構成 とす ることによ り、

基金を一個の法人格 を有す る国際組織 と位置づ けた点であ る。(協 定第1条 、第1項;

第5条 、第2項)こ れによ り基 金の対外的諸活動が円滑化 され ることとな った。

第二 に、基金の受託者た る理事会を いわば補佐す る諸機 関の役割 も周到 に考慮 され

ていると言 うべきで あろ う。 ツヴ ァル において基金配当が有効に利用 されて いるか否

かを、理事会 に代わ ってチ ェックする役割を担 う諮問委員会(協 定第7条)は 、 いわ

ばツヴ ァル政府 の 「目付役」的な存在であ り、 その広範 なツヴァル政府の財政運営 に

対 する実質的な発言力 は、援助国側が被援助国 ツヴ ァル に対 し、依然、相 当の実質的

介入権 を留保 してい ることを示す もので あると言えよ う。

援助国側が この援 助スキームにおいて、 ツヴァルに対 する コン トロールの維持 を意

図 してい ると思われ る点 は他 に も多い。例えば、理事会 の構成がそ うである。(協 定

第6条 、第2項)各 当事国が各1名 の理事 を任命す ることとな って いるため、 ツヴ ァ

ルは理事会の議長国で あるとは言え、理事会 の多数派 はあ くまで援助国が占あて いる。

基金の意思決定機 関で ある理事会におけるツヴ ァルの発言権 は、極 めて制限されて い

ると言 えよ う。
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こうした援助国側の発言権 を担保す るスキー ムも周到 に用意 されてい ることに注意

しなければな らない。すなわち、基金の運営の終了事由のひ とつ と して、原当事国に

よ って任命 された理事の3分 の2の 多数 による理事会の決定があれば足 りるとされて

いる点で ある。(協 定第25条 、第1項)さ らに、終了時にお ける財産分配 について も、

ツヴ ァルの拠 出分を除 く残余財産 は、理事会 が3分 の2の 多数で決定すれ ば、援助国

側 に返還 され うるもの とされている。(協 定第25条 、第4項(b))こ う した規定 は、

援助国 に とって、いわば 「最後の切 り札」的な効果を もつ ものであ って、権限の行使

には至 らな いまで も無形の圧力 をツヴ ァル に加え、 ツヴァルを コン トロールす る機能

を果たす もの と思われる。

こうした信託基金型の援助 スキームを構築す る場合、援助国 と被援助国 とのあいだ

の主導権 の配分をいかにすべ きかは、今後 さ らに研究 されなければ な らないテーマで

あ ると思われ る。

一方 、 この よ うな信託基金型援助 スキームにおいて重要な ことは、 いかに して良好

な投資パ フォーマ ンスを実現す るか とい う問題である。 この点 について も、協定 では

種 々の周到 な仕組みが採用 されてい る。

まず、投資運用 その ものは、理事 会が直接 これに介入す ることな く、専門家 たるフ

ァン ド・マネ ジャーに広範 な裁量 を付与 して、 日常 的な運用 を委任 したこと(協 定第

12条)は 極めて現実的な方策であ ると言えよ う。

しか し、理事会 は全面的にフ ァン ド・マネ ジャーに運用を一任す るのではな く、ガ

イ ドライ ンを設定(協 定第12条 、第2項)す ることによって ファン ド・マネ ジャーの

暴走 に歯止めをかける仕組 みを採用 している。

また、 フ ァン ド・マネジャーのパ フォーマ ンス向上意欲を刺激す るためのスキーム

が用意 されて いることは無視 できない点であろ う。すなわち、 監査人 をいわばフ ァン

ド・マネ ジャーの 「目付役」 として置 き、理 事会 に代わ って、 ファン ド・マネ ジャー

の投 資パ フォーマ ンスを監視させ る という手法が採 られている。(協 定第22条 、第3

項)こ こにおいてと くに周到な規定 は、単 に当該フ ァン ドのパ フ ォーマ ンスを単独で

評価 させ るので はな く、同種の規模 と性質を有す る他 のファン ドとの比較の上で、パ

フォーマ ンスを比較 させ るという点であ る。 これによ って、 ファン ド・マネ ジャーの
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パ フ ォーマ ンス意 識 は 自然 に高 まる もの と考 え られ る。

信 託 基 金 型 の援 助 にお いて 、 克 服 され な けれ ば な らない ひ とつ の大 きな 問題 点 は、

い か に基 金 の規 模 を イ ンフ レー シ ョンに よ る 目減 りを考 慮 した 、実 質 価 値 の レヴ ェル

に お いて 維 持す るか とい う点 で あ る。 この点 に つ いて 本 協 定 は、 原則 と して オ ー ス ト

ラ リア の消 費者 物 価 上 昇 率 に見 合 う 目減 り分 を 、基 金収 益 の なか か ら優 先 的 に再 投 資

に振 り向 け る とい うス キ ー ム を採 用 して い る。(協 定第16条 、 第2項(a))

この よ うな イ ン フ レ ・ヘ ッジの発 想 は従 来 の わ が 国 の実 務 界 にお い て も、 あ ま りな

か った ので は ない か と思 わ れ る。 その 意 味 にお いて 、 この ス キ ー ムか ら我 々が学 ぶ と

ころ は大 きい と言 え よ う。

さて 、 この よ うな イ ン フ レー シ ョ ン防 御策 を 考 慮 した ツ ヴ ァル信 託 基金 の 最 近 の 実

績 と今 後 の予 測 につ いて 少 し触 れて お くこ と と しよ う。

1988年9月 末 にお け る信 託 基 金 の価 額 は、 時価 ベ ー スで26,822,000ド ルで あ った 。

そ の後1年 間 のオ ー ス トラ リアの消 費 者 物 価上 昇 率 相 当 分 を 上乗 せ して 、1989年9月

末 時点 の 基 金総 額 は、29,512,000ド ル とな って い る。 その 後 毎年 の消 費 者物 価 上 昇 率

が7%で 推 移 す る と仮 定 す れ ば 要 求 され る基 金 の実 質 価 値 は、1990年 に31,761,000ド

ル 、1991年 に33,984,000ド ル、 さ らに1992年 に は36,362,000'ド ル とい うよ うに増 加 し

な けれ ば な らな い。

一 方 、基 金 元 本 の 実 質価 値 を維 持 す るた め に要 す る再 投 資分 を差 し引 い た ツヴ ァル

政 府 へ の配 当額 は1988年 にお い て873,000ド ル、1990年 に は1,351,000ド ル に達 した 。

1987年10月 の いわ ゆ る 「ブ ラ ック ・マ ンデ ー 」 の後 、 フ ァ ン ドは一 時 的 な不 振 に 陥 っ

た が、 その後 は順 調 に推 移 して い る と言 わ れ て い る。

諮 問委 員 会 は、 今 後3年 間 にっ い て次 の よ うな予 測 を 出 して い る。 す な わ ち、 オ ー

ス トラ リアの消 費 者 物 価 上 昇 率 が年7%、 フ ァ ン ドの 年 平 均 利 回 りが12.35%と 仮 定

す る。 この 仮 定 の もので 、 基 金 元 本 の実 質 価 値 を維 持 す るた め に必 要 な再 投 資額 と管

理 諸 費 用 とを差 し引 い た額 は、 す な わ ち ツ ヴ ァル政 府 に対 す る配 当予 想 額 は、1991年

が1,547,000ド ル 、1992年 が1,657,000ド ル 、1993年 が1,774,000ド ル と予測 されて

い る。

最 後 に、援 助 スキ ー ム と して の 当該 信 託基 金 を 、 と くに そ の メ カニ ズ ム とい う観 点
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か ら、 どう評価すべきであろ うか。

まず第一 に・信託基金型援助の特徴 と して、 「一回性」とい う点が指摘で きよう
。

もし信託基 金 とい うスキームを用 いないで経常 的な財政援助を行お うとす るな らば
、

援助国側は・半永久的に将来 も援助 を継続 しなければな らない。 このよ うな援助国の

将来に対す る拘束 は援助国側 にとって、援助へ の取 り組みを困難 にす るであろ う。 さ

らに被援助国 にとって も将来、何 らかの理 由で援助が停止 されるか もしれない という

不安定性 を常 にかかえることとなる。

それ に対 して信託基金 とい うスキームを用 いるな らば、1回 限 りの拠出によって、

半永久的な援助の継続が可能 となるため、援助国側 にとって も比較的取 り組みやす い

と考え られ る。一方、被援助 国にとって も、い ったん基金が成立す ると、安定財源が

将来 にわた って保 障され るとい う安定性のメ リッ トが存在す る。

通常の2国 間援助 と比較 した場合の信託基金型援助の もうひとっの重要 な特徴 と し

て、援 助国 と被援助国 との中間 に信託基金 とい うものが介在す るために、援助 国側の

被援助 国に対す る圧力がい ったん切断され、弱 め られ るとい う点が指摘で きるであろ

う。 ただ し、既 に見て きたよ うに ツヴ ァル信託基金においては、種 々の スキームによ

って援助 国側 によるコン トロールが維持で きる仕組み とな っているの は事実であ る。

しか し、 それ は通常の2国 間援助 に比較すれば、は るかにツヴ ァルの 自治 と主体性 を

尊重 したスキームであると評価で きるで あろ う。協定の前文 に、当該信託基金導入の

目的の ひ とっが 「自国経済の運営 にお けるツヴァルの独立性 を尊重」す ることにある

と述べ られてい るのは、 まさにこの点を指す ものであると理解で きよ う。
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附属資料

ツヴァル国際信託基金に関する協定原文



AGRE㎜CO酬ING州1唖 皿ATION凡mUST㎜FOR㎜ 乱U

mEPARTIESTomISAG肥 ㎜ 、

CONSCIOUSTHATTuvalu.whichachievedindependenceonlOctover1978.is

oneoftheworld'ssmallestindependentdevelopi㎎countriesinter皿s

ofbothlandareaandpopulatiln;hasfewfinancialreservesandminimal

reVenUegeneratingCapaCity;

FURTHERCONSCIOUSTHATinordertoprogresstowardsself-sufficiency

Tuvaluneeedsassistancetooverco■especialdiffi㎝1tiesofr㎝oteness

andlackofnaturalresources;

RESPECTINGtheindependenceofTuvaluinthemanage■entofitsecomony;

WISHING.fouthe脚oseofcontributingtotheLo㎎ －temfi㎜cial

visbilityofTuvalu,toestablishatrustfundtoprovidetheGovern緬ent

ofTuvaluwithareliablesourceofrevenue;

皿VEAG㎜ 闘follo"s:

P姐TIEST岨IS㎜

Article1

EST岨IS㎜OFIW乱umUST㎜

1, ThereshallbeestablishedbythisAgree田entanintemational

organisationtobe㎞ 卿astheTuvaluTmstFund(inthisAgree■ent

called"theFundつ,whichshallbegovernedbytheI正ovisionsofthis

Agree皿ent.

2. ThePartiestothisAgree価entshallbetheme皿bersoftheFund.
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Article2

PU㎜SEOFI旺 ㎜

ThepurposeoftheFundistocontributetothelo㎎ －t㎜

financialviabilityofTuvalllbyprovidinganadditionalsourceof

reve皿eforrecu【TentexpensesoftheGover㎜entofTuvaluinorder

to-

(a)assisttheGovern皿enttoachievegreaterfinancialautono凪yin

thenanage■entofitsrecurrentbudget;

(b)enabletheGovern皿entto皿aintainandifpossibleimprove

existinglevelsofsocialinfrastmctureandselTices;

(c)enhancethecapacityoftbeGovernnenttoreceiveand

effectivelyutilizeexternalcaI〕italdeveloP面 賠ntandtec㎞ical

assistance;

(d)enabletheGovernmenttomeetlong-term血aintenanceand

operatingcostsofsocialandecono咀icinfrastructureand

selvices;and

{e)assisttheGovern頂enttodeveloptheecono皿yofTuvalu.

Article3

POWEROFTHE㎜D

TheFundshallhaveall

achievementofitspurpose.

powersnecessaryforthef111fi1■entand
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Article4

LIMITATIINOFIＬIABILITY

NoPartyorcontributortotheF皿dshallbeliable.byreasonofits

beingaPartytothisAgree■entorofitscontribution,asthecasemay

be,foractsorobligationsoftheFund.

Article5

LEGALSTATUS、PRIVILEGESAM)IMMUNITIES

1,ToenabletheFundtocarryoutitspurpose.eachPartyshall

accordtotheFund,initsterritory,thelegalstatus.Irivileges

andi㎜nitiessetoutinthisArticle.

2,TheFundshallpossessjuridicalpersonalityand.

capacityto;

inpartic111ar.

(a)contract;

(b)acquireanddisposeofi㎜ovableandmvableproperty;ar㎡

(c)institutelegalproceedi㎎s.

3.TheFundshallbeexceptfro面anyexchangecontrolregulations.

restrictionsor■oratoria.

4,Withinthescopeofitsofficialactivities,theFmd,its

properlyahdassetsshallbeexceptfro■alldirectta顕tion.
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PARTH:BOARD

Article6

BOARD

1, ThereshallbeaBoardofI〕irectorsoftheFund .

2. TheDirectorsshallbe:

3.

(a)aDirectorapPointedbytheGovern■entofTuvalu.whoshall

beChairmanoftheBoard;

(b)oneDirectoraPpointedbyeachotheroriginalParty;and

(c)oneDirectorapPointedbyeachotherPartywhichcontributes

totheFundmorethanana■ountfixedbytheBoardfr㎝

ti■etoti面ebya■ajoritywhichshallincludethevotesof

alltheDirectorsapPointedbytheoriginalParties.

AnaltemateDirectormybeappointedbythePartyappointi㎎

theDirectorunderparagraph20fthisArticleand皿ayparticipatein

any皿eetingoftheBoardwhenthesubstantiveDirectorisforany

reasonte■porarily皿abletoattend.

4.AllthepowersoftheFundshallbevestedin

theBoard.

andexercisebleby

5. ThefunctionsoftheBoardshallinclude:

(a)

(b)

theoperation.supervisionand■anage皿antoftheFund;

theinvest皿entanddistributionofresourcesoftheFmd;and

(c) authorisationoftheconclusionofagree■ 給ntsand

arrange醐tswithgovern■entsandotherinterna七ional

organisations.
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6.Directorsshallserveassuchwithoutpaymentofre皿merationor

expensesbytheFund.

7,TheBoardshallmeetasnecessaryandreasonablenoticeshallbe

givenofmeetings.

8.ForthepurposesofmeetingsoftheBoard.two-thirdsofDirectors.

oralternatesofabsentDirectors,shallconstituteaquorum.

9. Exceptwhereotherwiseprovidedinthisagree皿ent,questions

beforetheBoardshallbedecidedbya皿ajorityofvotesofDirectors,

andalternatesofabsentDirectors,presentandvotingatthemeeti㎎.

TheChairmanshallhaveadeliberativevoteand,intheeventofan

equalityofvo七eswhereasimplemajorityisrequired,shallalso

havecastingvote.

10. TheBoardshallestablishitsownRulesofProcedure.

PART皿ADVISORYCO踊ITrEE

Article7

AI)VISORYCOMMITTEE

1, ThereshallbeanAdvisoryCo㎜itteewiththefunctionsof:

(a) advisingtheGovernmentofTuvaluontheprogressofthe

econo皿yofTuvaluandtheeffectoftheFundsociallyand

econo皿icallyonTuvalu;and

(b)submittinganinterimreportafterthefirstsixmonthsand

thereafteranannualreportonallthesematterstothe

Gover㎜entofTuvaluandtotheBoard.

2.TheAdvisoryCon皿ittee.intheperformanceofitsfunctions.5血all

considerandadviseonTuvalu'sNationalBudgetsandestimates,annual

accomtsandfinanceshavingregardamongstotherthi㎎stothesize
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oftheFund'scapitalandthereturnsavailablefronit.

3,TheadvisoryCo皿mitteeshallconsistoftwo■ ㎝bers.orsuchother

nu皿berasmaybedecidedbytheParties.The血e田bersoftheAdvisol7

Co㎜itteeshallbeapPointedbyagreenentofalltheParties.

4,MenbersoftheAdvisoryCo㎜itteeshallbepaidsuchre㎜era土ion

andexpensesastheBoard■ayapProve.

5・Me血bersoftheAdvisoryCon■itteeshallvisitT皿valuonaregular

basis.

P姐TW:旺SO皿CESOF㎜ ㎜

Article8

RESOURCES

1, TheresourcesoftheFundshallconsistof:

(a)initialcontributionsunderArticle9;

(b)additionalcontributionsunderArticle10;and

(c)returnsderivedfromtheoperationsoforsu日 田otherwise

accruingfro■theFund.

2. TheresourcesoftheFund血allbeheldintrustandadninistered

bytheBoardandusedonlyforthepurposeof,andinaccordance

with.thisAgree■ent.

Article9

1NITIAIＬCONTRIBUTIONSBYPARTIES

1.EachoriginalPartyagreestocontributetotheFundthea田o㎜t

specifiedintheAnnex.

2.AnyotherPartywhichaccedestothisAgre㎝entinaccordance
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withparagraph60fArticle29shallmakeaninitialcontributionto

theFundinaccordancewitharrange皿entsagreedbytheBoardwiththe

agreementofallDirectors.

Article10

AI)DITIONALCONIRIBUTIONFROMPARTIESANDOTHERCONIRIBUTIONS

1.TheFundmayacceptadditionalcontributionsfromPartiesand

contributionsfromothercontributors,inaccordancewithArticle11,

intheformofgrantsor,withtheagreementofallDirectors.inthe

fromof:

(A)interestfreeloans;or

(B)interestfreesuspensorytermloans.

2,TheFundmayrefuseacontributionifitconsidersthatitwould

notbeintheinterestsoftheFundorwouldnotbeintheinterests

ofTuvalutoacceptit.

3.TheFundshallnotissuenegotiableortransferableobligations

evidencingindebtednessforloansreceivedunderparagraphlofthis

Article.

Articlell

CONDITIONSGOVERNINGCONTRIBUTIONS

1, ContributionsshallbemadeforthepurposeoftheF皿dwithout

furtherrestric七ionastouseand.exceptfortherepa岬ntof

loans皿adeunderparagraphlofArticle10.shallnotberefudedto

contributorsexceptinaccordancewithArticle250rwithparagrph5

0fArticle29.

2.AcontributiontotheFundunderthisAgree悟enshallnotconstitute

orinplyanycon団1itmentbyanyPartyorcontributorto皿akeany

furthercontributiontotheFunds.
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PARTVFUNDmNAGERS

Article12

FUNDMANAGERS

1.TheBoardshallappointoneornoreFundM㎝agersfr㎝ti■eto

timeonsuchtellosandconditionsasitdeter■ines.

2.TheBoardshalllaydo㎜inves加entguidelinesfortheF㎜d

Managers.Insodoing.itshallensurethatthecapitaloftheFund

isinvestedinabalancedportfolio.

3.TheBoardmaydelicatetotheFundManagersresponsibilityfor

thedaytodayad面inistrationoftheFund.

4,TheFundManagersshallprovidesuchreportsonthevalueand

dispositionoftheresourcesoftheFond.suchrevie冊sofits

perfo㎜ce㎝dsucMviceonit…requir輌theB岨.

5,Iher㎝ 皿erationandexpensesoftheFundM㎞agersin㎜yi㎎

outtheirdutiesinadministrationoftheFundshallbenotbythe

Fund.

P姐TVI:OPERATIONOFTHEFUND

Ariclel3

ADMINISTRATIVEBI皿)GET

TheBoardshallalTangeforthepreparationofanannual

ad皿inistrativedudgetbylsept㎝bereachyear.

Article14

CAIＬCULATIONOFREALVAI.UE

ForthepurposesofthisAgree皿ent"realvaLue・shallbe

-97一



calculatedbyadjustingthevalueofcontributionswhenmade七 〇

currentpricesinline四ithmov㎝entsintheAustralianCons㎜er

PriceIndex.

Article15

REIWES㎜ 蜘DISmlB皿10NPOUCY

1,TheBoardshallestablish.andrevisefromtime七 〇time.a

reinvestmentanddistributionpolicy.insodoi㎎.theBoard,inorder

tocontribu七etothelongtermfinancialviabilityofTuvalu,shall

balancetheprovisionofi㎜ediateadditionalrevenueforrec皿Tent

expenditureagainsttheneedtomaintain,sofaraspossible.thevalue

oftheFund'scapitalatnotlessthantherestvalueoftheinitial

capitaloftheFundasincreasedbytherealvalueofadditional

Contributions.

2,ForthepurposesofthisAgreement."re-investment"shallmeanthe

processwherebyF㎜dretums.whetherinthefor阻ofincomeor

apPreciation,becomepartofthecapitaloftheFund.

Article16

旺1杣ES㎜ 州DDISmlBmONTOmEGEV㎜ 皿OF㎜ 飢U

1. Attheendofeachfinancisyear,theresourcesof七heFund

(AftertheadministrationandothercostsoftheFmdhaveb㏄n

met)shallbeavailableforreinvestmentandfordistributiontothe

Gover㎜entofTuvaluduringthefollowingfinancialyearas

additionalrevenueforfinancingrecurrentbudgetaryexpenditurein

accordancewiththisArticle.

2. (a} Subjectonlytoparagraph50fthisArticle,theBoax・dshall

ensurethatanamountoftheFundreturnsineachfinancial

yearisre-investedattheendofthatfinancialyearas

capi七aloftheFund,suchamountbeingthatnecessaryto

maintaintheopeningbalanceoftheFund'scapitalforthe
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followingfinancialyearattherealvalueoftheinitial

capitaloftheFondasincreasedbytherealvalueof

additionalcontributions.

(b) ForthepurposesofthisAgreement特Fundreturns・inany

financialyearshallmeanthereturnsaccmi㎎totheFundin

thatyearbywayofinco匝egeneratedfro■theFundresources

andthecapitalaPpreciationofthoseresources.

3, (a) ToenabletheGovern匝entofTuvalutoprepareitsNational

Budgetandesti皿atesforthefollowingfinancialyear.by30

0ctobereachyeartheBoardshallinforntheGovern面entof

Tuvaluofthereturnsavailablefordistributioninthe

follwingfinancialyear.

(b)ForthepurposesofthisAgree■ent"returnsavailablefor

distribution"meansthatanountremainingfr㎝theFund

returnsafterthead■iniatrationandothercostsoftheFund

havebeenmet.andafterre-investnentinaccordancewith

paragraph20fthisArticle.

4, TheBoardshalldistributetotheGovernmentofTUvalueachyear

thereturnsavailablefordistributionorsuchlesse〔ra■ountas七he

Govern皿entofTuvalu皿ayspecify.Thisdistributionshallbe皿adeat

s皿chtimesandinsuchproportionsastheGover㎜entofTuvaluand

theBoardagree.

5, If.inanyfinancialyear,thereareinsufficientreturns

availablefordistributiontoロeettherecurrentbudgetaryneedsof

theGover㎜entofTuvalu.thentheBoardandtheGbve㎜ntof

TuvalushallconsultandtheBoardmay.havingregardtothepolicy

estabilishedunderArticle15andwiththeagree皿entoftwo-thirds

oftheDirectorspresentandvoting.agreeonanadditionalPay面ent

fromanyofthereso皿cesoftheF皿dtothe輌 ㎜ntof而valu.

6, ReturnsavailablefordestributiontotheGovernmentofTuvalubut
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notdistributedunderparagraph40fthisArticleshallbe

re-investedandshallbedeemedtobeadditionalcontributionsofthe

GvernmentofTubaluinaccordancewithArticle10.

Article17

皿湖m㎜YBO田OWINGPOWERS

1. TheFundshallnotacceptanyloanexceptinaccordancewith

Article100rwithparagraph20fthisArticle.

2, (a)ForthepurposeofmakingapaymenttotheGovernmentofTuvalu

inaccordancewithArticle16.andsubjecttotheunanimous

agreementoftheBoard.theFundmayborrowmoneysforsuch

periodsnotexceedingsixmonthsandinsuchamountsasthe

Boardconsidersnecessary.

(b)TheFundmaychargealloranypartofthepropertyoftheFund

assecurityforborrowi㎎undersub-paragraph(a).

Article18

FINANCIALYEAR

Thefinancial

year.

yearoftheFundshallendon30Septemberineach

Articlelg

REVIEWANDEVALUATION

1.ThePartiesshallperiodically,atsuchintervalsastheydeem

appropriate,reviewtheeffectivenessoftheFundinacc㎝plishi㎎

itspurposeassetoutinArticle2.

2.Thefirstreviewshalltakeplacenot

thisAgree皿ententersintoforce.

1aterthan3yearsafter
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PARTV皿:㎜ERTAKINGSOFTUVALU

Article20

UNDERTAKINGSOFTUVAI.U

1,TheGovernmentofTuvalushalltreatallmoneysreceivedbyit

fromtheFundaspublic皿oneysofTuvaluandassuchsubjectto

ParlianentaryapPropriationandscrutiny.

2. TheGover㎜entofTuvalushallonrequestprovidefull

info㎜ationanddoc㎜entstotheBoardandtheAdvisoryCo㎜itteeof

andinrelationtoTuvalu'sNationalBudgetsandestinates.the

annualaccolmtsandthereportoftheAuditor-(沁neral(include㎎any

informationordocu■entswhichtheAuditor-Generalwouldbe

entitledtodemand)andfinancia1.socialandecono面icdataheldby

theGover㎜entofTuvalu.

3.IheGover㎜entofTuvalushallensurethattheaccountsofand

reportsrelotingtotheFundsu㎞ittedtoTuvaluunderArticle23are

pronptlylaidbeforetheParlia皿entofTuvalu.

4.TheGovernmentofTuvalushallmaintainitspracticeofI刑dent

financialmanage皿ent,controlofexpenditureandtheutilisationof

allreasonableoPPortunitiesfor面obilisingadd丘tionalrevenue.

5.TheGover㎜entofTuvalushalluseitsbestendeavoursto皿ake

additionalcontributionstotheFund.inaccordancewithArticle10,

fro皿itsrevenuesfro■whateversource.

6,TheGovernmentofTuvalushallensurethatlegislationisenacted

andmaintainedtogiveeffecttoobligatilnsunderparagraphslto3

0fthisArticle.
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PART珊:ACCO㎜S蜘AUDIT

Auticle21

ACCOUNTS

TheBoardshallcousetheFundManegerstokeepallproperbooks

andrecordsofaccountoftheassets.property.1iabilities,inc㎝e

andexpeditureandtransac七ionsoftheF皿d.andtoproducethese

promotlyinordertofacilitateaudit.

Auticle22

AU1〕IT

1.AttheendofeachfinancialyeartheaccountsoftheFundshall

beauditedbyanAuditor{whohasnoconneclionswiththeFund

Managers)apPointedbytheBoard.

2.TheAuditorshallsatisfyhi面selfthattheaccountsoftheFlmd

havebeenproperlypreparedinaccordancewithinternationally

recognizedstandardsofaccountingPracticeandheshalleither:

(a)stateinhisreportthat:

(1)theaccountshavebeenproperlypreparedinaccordancewith

thebooksandrecordsoftheFund;

(n)thebooksandrecordsoftheFundhavebeenproperlykept

andcontaininfor■ationadequate-fortheImnPosesofhis

alldit;

(皿)thebalancesheetandincomeandexpenditureaccountofthe

FundgiveatrueandfairviewoftheFund'sfinancial

position;and
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(IV)thefinancialaffairsoftheFundhavebeenproperly

conductedinaccordancewiththisAgreement;or

(b)notifytheBoardthatheisunabletocomplatehisreportas

providedinsub-paragraph(a),givinghisreasonstherefor.

3. TheAuditorshallincludeinhisreportinformationonthe

perfor㎜ceoftheFundManagerSintheinvestmentoftheFundin

accordancewiththeguidelineslaiddownbytheBoardwithparticuler

comparativereferencetotheperfor皿anceofma皿egersofotherfunds

ofasi皿ilarsizeandnature.

4, TheAuditorshallsubmithisreporttotheBbard.

Article23

A㎜ALREPORTS

WithinsixmonthsoftheandofthefinancialyeartheBoard

shallpublishandshallsub皿ittoeachParty:

(a)anAnnualRePortontheactivitiesandman暗e田entoftheFund,

includingalsotheannllalreportoftheAdvisoryCo㎜ittee

undersub-paragraph1(b)ofArtcle7;

(b)theaccountsoftheFundforthatyearauditedinaccordance

withArticle22;

(c)thereportoftheAuditorunderArticle22.

一103一



PARTIX:WIT田)RAWALANDTERMINATION

虹ticle24

WITH1〕RAWAL

1,TheGovernnentofTuvalu■aygivenoticetotel11inatethe

operationsoftheFundinaccordancewithArticle25.butmaynot

otherwisewithdrawfro回thisAgree血ent.

2.Exceptasprovidedinparagraph30fArticle25,anyotherParty

maywithdrawfronthisAgree皿entbydepositinganinstl㎜ntof

withdrawalwiththeDepositalツ.

3,APartywhichwithdrawsfro皿thisAgreementshallhavenorights

mderthisAgree面entexceptasprovidedinth[isI㎜graphandArticle

27and:

(a)norefundofitscontributionsshallbe圃adetoitexceptona

distributionofassetsunderparagraph40fArticle25;but

(b)itshallre皿ainliableforallfinancialobligationsundertaken

byitto七heFundinaccordancewiththisAgreen旧nt.

Article25

TERMINATIONANDDISTRIBUTIONOFASSETS

1.Exceptasprovidedinparagraph50fArticle29,

operationsshallbeterminated:

theF皿d's

(a)byadecisionoftheBoardtakenbya皿ajorityincludingthe

votesoftwo-thirdsoftheDirectorsapPointedbytheoriginal

Parties;or

(b)upontheGovern皿entofTuvalugivingnoticeofterminationin
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accordancewithAuticle24.

2,uponteminationofoperationstheF皿dshalli㎜ediatelycease

allactivities.exceptthoseincidentaltotheorderlyrealisalion

andconservationofitsassetsandthesettlenentofitsobligations.

3. Onfinalsettle田entoftheobligationsoftheFundandthe

distributionofitsassetsthisAgree■entshallter脆inate.Untilthen

theFundshallremaininexistenceandallrightsandobligationsof

theFu皿dandthePartiesunderthisAgreenentconsistantwiththe

terminationoftheFund'soperationsshallcontinuemimpaired.

exceptthatnoParty皿aywithdraw.

4. (a)Nodistributionofassetsshallbemadeuntila111iabilitiesto

creditorshavebeendischarged.

(b)Subsequently,theassetsoftheFundshallbedistributedas

follows:

(1)therealvalueofcontributionsmadebytheGover㎜entof

TuvalushallbepaidtothatGovern皿ent;and

(II)anyremainingassetsoftheFundshallbedestributedtothe

Gover㎜entofTuvaluunlesstheBoardbyatwo-thirds

majoritydecidedotherwise.

PARTX:MISCELLANEOUSPROVISIONS

Article26

AMEm㎜S

1,ThisAgreementmaybea皿endedbyfurtheragree価entbetweenthe

Partiesinaccordancewiththeproceduresetforthinparagraph20f

－105一



thisArticleorotherwiseasthey皿ayagree.

2. TheDepositarysha11.attherequestoftheBoard,circulate

proposeda皿and皿entstoallthePal土ies.A皿end㎜tsshallenterinto

forceonthe由teonwhichallParties㎞vedeposit由 ㎝inst㎜ent

ofacceptanceoronsuchlaterdateasisspecifiedintheamendment.

Article27

ARBITRATION

Anydispute.曲etherduri㎎thelifeoftheFundoronthe

terninationofitsoperations.between:

(a)theFundandaPartyorfor皿erParty;or

(b)Partiesorfor■erParties,

曲ichcannotberesolvedthrou帥consultation.mayattheoptionofthe

disputantsbesub■ittedtoarbitrationbyonearbitrator.tobe

apPointedbythedisputants,or.iftheyareunabletbagreeonan

arbitratorwithin30days,apPointedbythePresidentofthe

Internatiomalcourtofjustice.Thedecisionofthearbitratorshallbe

finalandbindi㎎ ・onthedisputants.

Article28

DEPOSITARY

TheDepositaryforthisAgre㎝entshallbetheGovernmentof

Australia.

Article29

FINALPROVISIONS

1. TheAgreenent-shallbeopenforsignaturea皿dひifapPropriate,
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ratificationbytheGover㎜entsofTuvalu,Australia.NewZealandand

theUnitedKingdomofGreatBritainandNorthrnIreland.These

Gover㎜entssha11.aftertheyhaveb㏄o皿eandwhiletheyremainParties

tothlsAgre㎝ent.bereferl℃dtoas"theoriginalParties..

2.EXceptasprovidedinparagraph40fthisArticle,

shallenterintoforceonthelaterof:

thisAgreenent

(a)thedateonwhichthelegislationprovidedforinparagraph60f

Article20comesintoeffect;or

(b)theda七eonwhichthreeoftheGovernmentsreferredtoin

paragraphlofthisArticlehave.inaccordancewiththat

paragrapb.becomePartiestothisAgree皿entbysignaturefollwed

byratificationorb:ysignaturewithoutreservationof

ratification.

3, ThisAgreementshallenterintoforceforanyGovern皿entreferred

toinparagraphlofthisArticlewhichbecomesaPa置 土yafterthis

Agreemententersintoforceinaccordancewithparagral血2,0nthe

dateonwhichthatGovernmentdepositsitsinstru■entof

ratificationorsignstheAgree皿entwithoutreservationof

ratification.

4. (a) Article7.12and160fthisAgree咀entshallbecomeeffective

onlyonthedayonwhichallfourGovern面entsreferredtoin

paragraphlofthisArticlehavebeconePartiestothis

Agreement;

(b) Article50fthisAgree皿entshallbecomeeffectiveonlyafter

allPartieshavenotifiedtheDepositaryofthecomplaホionof

anyremainingStepSnecesSaryinthatconneCtion.

5. NotwithstandingArticle250fthisAgree皿ent.unlessallfour
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Gover㎜entsrefeπedtoinparagraphlofthisl㎞ticlehaveb㏄o腔

PartiestothiSAgreementby10ctober1987.thisAgree■ent曲11

terminateonthatdayand,afterthepaymentofallliabilitiesof

theFund,itsassetsshallbedistributedtothePartiesin

ProPortionltotheircontributions.
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